
目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
二
一
）

目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題

│
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
つ
の
統
一
法
典
、
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
展
開
を
参
考
に
し
て

│

長
谷
川　
　

貞　
　

之

（
目
次
）

一　

問
題
の
所
在

二　

わ
が
国
に
お
け
る
目
的
信
託
と
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養

1　

信
託
の
仕
組
み
を
用
い
た
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養

2　

通
常
の
民
事
信
託
の
方
法
に
よ
る
ペ
ッ
ト
信
託

⑴　

通
常
の
民
事
信
託
に
よ
る
場
合

⑵　

特
例
措
置
と
後
継
ぎ
遺
贈
型
受
益
者
連
続
信
託
に
よ
る
場
合

3　

目
的
信
託
の
方
法
に
よ
る
ペ
ッ
ト
信
託

⑴　

目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託

論　

説

四
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
二
二
）

⑵　

目
的
信
託
の
設
立
方
法

⑶　

目
的
信
託
の
有
効
期
間
と
上
限
規
制
│
二
〇
年
ル
ー
ル

⑷　

目
的
信
託
に
お
け
る
課
税
関
係

三　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
つ
の
統
一
法
典
と
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法

1　

二
つ
の
統
一
法
典
に
み
る
ペ
ッ
ト
信
託
│U
P
C
§

2-907

とU
T
C
§

408

⑴　

ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
め
ぐ
る
法
状
況

⑵　

伝
統
的
な
法
律
観
と
ペ
ッ
ト
動
物
の
法
的
地
位

⑶　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
相
続
・
信
託
の
法
制
度
と
統
一
法
典

⑷　

U
P
C
§

2-907

の
規
律
と
内
容

⑸　

U
T
C
§

408
の
規
律
と
内
容

2　

U
P
C
§

2-907
とU

T
C
§

408

の
比
較

3　

ア
メ
リ
カ
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
制
定
と
規
律
内
容

⑴　

各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
系
譜

⑵　

各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
規
律
と
内
容

⑶　

小
括

四　

若
干
の
検
討

1　

存
続
期
間
の
上
限
規
制
と
二
〇
年
ル
ー
ル
の
妥
当
性

⑴　

差
押
禁
止
財
産
の
創
出
へ
の
懸
念

⑵　

法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
に
お
け
る
議
論

⑶　

目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
存
続
期
間
の
妥
当
性

2　

超
過
財
産
の
減
額
と
飼
育
費
用

四
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
二
三
）

3　

動
物
愛
護
法
に
い
う
「
終
生
飼
養
」
と
ペ
ッ
ト
信
託
と
の
関
係

4　

ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
世
話
人
と
信
託
の
実
行

五　

今
後
の
課
題
と
展
望
│
ま
と
め
に
代
え
て

（
資
料
1
）
ア
メ
リ
カ
各
州
の
「
ペ
ッ
ト
信
託
法
」（P
et T

rust S
tatutes

）
①
②

（
資
料
2
）
翻
訳
『
統
一
検
認
法
典
』（
一
九
九
三
年
）
第
二
章
第
九
節
第
七
条
（U

P
C
§

2-907

）

（
資
料
3
）
翻
訳
『
統
一
信
託
法
典
』（
二
〇
〇
〇
年
）
第
四
〇
八
条
・
第
四
〇
九
条
（U

T
C
§

408

・§
409

）

一　

問
題
の
所
在

現
行
の
信
託
法
は
、
通
常
の
民
事
信
託
の
ほ
か
に
、
受
益
者
の
定
め
の
な
い
非
公
益
目
的
の
信
託
（
い
わ
ゆ
る
目
的
信
託
）
に
関
す
る
定

め
を
設
け
、
犬
や
猫
な
ど
の
愛
玩
動
物
（
以
下
「
ペ
ッ
ト
動
物
」
と
い
う
）
の
監
護
や
飼
養
を
目
的
と
す
る
信
託
（
ペ
ッ
ト
信
託
）
を
認
め
て

い
る
（
信
託
法
二
五
八
条
以
下
）。
ペ
ッ
ト
信
託
と
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
と
そ
の
飼
育
の
た
め
の
金
銭
を
受
託
者
へ
信
託
譲
渡
し
、
こ
れ
を
信

託
財
産
と
し
て
受
託
者
の
も
と
で
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
を
行
い
、
そ
れ
に
対
し
て
飼
育
費
用
や
報
酬
な
ど
の
給
付
が

行
わ
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
本
稿
は
、
目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
が
抱
え
る
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
研
究
の
進
む
べ
き

道
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
の
標
題
に
つ
い
て
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

現
在
、
日
本
で
飼
わ
れ
て
い
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
う
ち
、
犬
と
猫
は
、
二
〇
一
四
年
一
〇
月
現
在
、
二
〇
〜
六
〇
代
・
沖
縄
県
を
含
む
全

国
の
犬
の
飼
育
頭
数
は
約
一
〇
、三
四
九
千
頭
、
猫
の
飼
育
頭
数
は
約
九
、九
五
九
千
頭
い
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る

（
1
）

。
こ
の
数
は
、
日
本
の

一
五
歳
未
満
の
日
本
の
人
口
約
一
、六
一
五
万
人
よ
り
も
圧
倒
的
に
多
い

（
2
）

。
今
や
ペ
ッ
ト
動
物
は
、
単
な
る
愛
玩
動
物
や
所
有
物
で
は
な

四
五
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十
一
巻
第
四
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（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
二
四
）

く
、「
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
・
ア
ニ
マ
ル
」
と
呼
ば
れ
、
家
族
の
一
員
も
し
く
は
人
生
の
伴
侶
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
い
が
最
も
強

い
の
が
、
単
身
独
身
者
や
高
齢
者
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
内
閣
府
の
調
べ
に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
九
月
の
時
点
で
、
ペ
ッ
ト
動
物

の
飼
育
の
割
合
は
五
〇
代
が
最
も
多
く
四
四
・
五
％
、
次
い
で
、
六
〇
歳
代
の
三
六
・
四
％
、
七
〇
歳
以
上
は
二
四
・
一
％
に
上
る

（
3
）

。
七
〇

歳
以
上
の
人
の
う
ち
、
約
四
人
に
一
人
が
何
ら
か
の
ペ
ッ
ト
動
物
を
飼
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
高
齢
者
に
と
っ
て
は
、
犬
や
猫
な

ど
の
ペ
ッ
ト
動
物
は
か
け
が
え
の
な
い
良
き
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
り
、
一
緒
に
暮
ら
す
こ
と
で
毎
日
の
生
活
が
明
る
く
楽
し
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
日
々
の
飼
育
を
通
じ
て
、
乱
れ
が
ち
な
生
活
習
慣
を
規
則
正
し
く
保
つ
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

一
方
、
飼
わ
れ
て
い
る
犬
や
猫
の
平
均
寿
命
は
、
一
〇
年
前
の
二
〇
〇
五
年
に
は
平
均
七
歳
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
四
年
に
は
犬

一
四
・
一
七
歳
、
猫
一
四
・
八
二
歳
と
約
二
倍
に
延
び
て
い
る

（
4
）

。
こ
の
背
景
に
は
、
動
物
医
療
が
人
間
並
み
に
高
度
化
し
て
お
り
、
今
ま
で

治
せ
な
か
っ
た
犬
・
猫
の
病
気
も
治
療
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
犬
で
一
五
歳
と
い
え
ば
、
人
間
で
い
う
と
八
〇
歳
近
い

年
齢
に
あ
た
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
で
は
、
飼
主
が
高
齢
化
す
る
の
み
な
ら
ず
、
飼
わ
れ
て
い
る
犬
や
猫
の
ペ
ッ
ト
動
物
も
高
齢
化
し
て
お
り
、

ペ
ッ
ト
動
物
の
終
末
期
に
お
け
る
「
終
生
飼
養
」
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
一
二
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
動
物
愛
護

管
理
の
あ
り
方
検
討
報
告
書
」
の
中
に
は
、
動
物
取
扱
業
に
対
す
る
規
制
に
関
連
し
て
、「
老
犬
・
老
猫
ホ
ー
ム
」
の
問
題
が
取
り
上
げ

ら
れ
た

（
5
）

。
そ
し
て
、
こ
れ
を
受
け
て
、
二
〇
一
二
年
九
月
の
動
物
愛
護
法
の
改
正
で
は
、
法
の
目
的
に
「
人
と
動
物
が
共
生
す
る
社
会
の

実
現
を
図
る
」
こ
と
、
動
物
の
所
有
者
等
の
責
務
と
し
て
「
動
物
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
責
任
」、「
適
正
な
繁
殖
」
と
並
ん
で
、「
終

生
飼
養
」（
動
物
愛
護
法
七
条
四
項
）
に
か
か
る
措
置
が
明
記
さ
れ

（
6
）

、
ペ
ッ
ト
の
終
末
期
に
お
け
る
処
遇
が
大
き
く
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と

な
っ
た
。
現
在
、
動
物
愛
護
法
に
よ
り
、
飼
主
は
ペ
ッ
ト
が
死
ぬ
ま
で
飼
い
続
け
る
責
務
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
高
齢
化
社

四
六



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
二
五
）

会
を
迎
え
た
現
在
、
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
を
誰
が
ど
の
よ
う
に
飼
養
す
る
か
は
、
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

高
齢
者
世
帯
や
単
身
世
帯
で
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
飼
育
が
増
加
し
、
そ
の
ペ
ッ
ト
動
物
も
高
齢
化
し
て
い
る
と
な
る
と
、
飼
主
が
ペ
ッ
ト

を
飼
え
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
や
む
を
え
ず
各
地
の
保
健
所
や
動
物
愛
護
セ
ン
タ
ー
な
ど
に
持
ち
込
ま
れ
、
引
取
ら
れ
て
処
分
を
委
ね
る

こ
と
に
な
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
安
楽
死
と
い
っ
た
名
の
も
と
に
殺
処
分
と
い
う
選
択
肢
も
予
想
さ
れ
る

（
7
）

。
平
成
二
五
年
度
の
各
自
治

体
に
よ
る
犬
・
猫
の
引
取
り
件
数
は
、
環
境
省
の
公
表
す
る
資
料
に
よ
れ
ば
、
年
々
減
少
傾
向
に
あ
る
と
は
い
え
、
一
七
八
、二
九
五
件

で
、
こ
の
う
ち
殺
処
分
さ
れ
た
の
は
一
二
八
、二
四
一
件
（
七
二
・
九
％
）、
返
還
・
譲
渡
さ
れ
た
の
は
四
八
、四
一
二
（
二
七
・
一
％
）
件
で

あ
る

（
8
）

。
現
実
問
題
と
し
て
、
飼
主
の
高
齢
化
に
伴
い
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
が
難
し
く
な
り
、
飼
い
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た

ケ
ー
ス
も
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
飼
主
が
ペ
ッ
ト
動
物
を
最
後
ま
で
確
実
に
看
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
も
出
て
き
て
い
る
。

従
来
、
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
に
つ
い
て
は
、
負
担
付
き
遺
贈
（
民
法
一
〇
〇
二
条
）
ま
た
は
死
因
贈
与
（
民
法

五
五
四
条
）
が
活
用
さ
れ
て
き
た

（
9
）

。
家
族
同
然
の
ペ
ッ
ト
動
物
に
自
分
の
財
産
を
す
べ
て
与
え
た
い
と
思
っ
て
も
、
伝
統
的
な
法
律
観
の

も
と
で
は
、
犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
動
物
は
権
利
の
客
体
に
す
ぎ
ず
、
法
律
上
権
利
義
務
の
主
体
に
は
な
れ
な
い
。
遺
言
書
の
中
で
飼
主

が
自
分
の
財
産
を
ペ
ッ
ト
動
物
に
相
続
さ
せ
る
と
書
い
て
も
、
権
利
能
力
が
認
め
ら
れ
な
い
ペ
ッ
ト
動
物
に
遺
産
を
直
接
相
続
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
相
続
人
や
特
定
の
第
三
者
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
に
必
要
な
金
銭
な
ど
の
財
産
を
託
し
（
遺
贈
、
死

因
贈
与
）、
こ
れ
ら
の
者
（
受
遺
者
、
受
贈
者
）
を
通
じ
て
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
行
わ
せ
る
も
の
と
し
て
き
た
。
し
か
し
、

遺
贈
の
場
合
、
遺
言
者
の
相
続
開
始
か
ら
遺
言
執
行
者
が
遺
産
の
確
保
・
管
理
を
開
始
す
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
時
間
を
要
し
、
こ
の
間
、

遺
言
の
執
行
妨
害
や
相
続
人
の
非
協
力
に
よ
る
執
行
遅
延
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
同
様
に
、
死
因
贈
与
の
場
合
に
お
い
て
も
、
相
続
財
産
を

管
理
す
る
相
続
人
の
協
力
が
え
ら
れ
な
い
と
、
受
贈
者
に
よ
る
実
際
の
取
得
が
困
難
に
な
る
。
さ
ら
に
、
受
遺
者
・
受
贈
者
が
ペ
ッ
ト
動

四
七
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〇
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二
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）

（
七
二
六
）

物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
負
担
を
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
履
行
確
保
の
手
段
が
な
い
と
い
っ
た
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
必
要
な
こ
と
は
、
相
続
の
争
い
を
避
け
、
飼
主
の
死
後
の
み
な
ら
ず
、
生
前
で
も
、
例
え
ば
、「
入
院
し
た
と
き
」、「
要
介
護

○
級
に
な
っ
た
と
き
」
に
、
信
頼
で
き
る
第
三
者
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
を
託
し
、
そ
れ
に
要
す
る
金
銭
な
ど
の
財
産
を
適
切
に

管
理
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
法
的
仕
組
み
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
現
在
、
飼
主
に
代
わ
っ
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
し
て

も
ら
う
契
約
が
増
え
て
い
る
（
民
法
六
五
六
条
。
準
委
任
契
約
／
死
後
事
務
委
任
契
約
）。
形
態
と
し
て
は
、
委
託
す
る
事
業
者
の
仲
介
に
よ
っ

て
、
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
な
ど
を
受
託
者
と
し
て
信
託
契
約
を
締
結
す
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
い
る
。
ま
た
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
た
め
の
世

話
や
飼
育
を
専
門
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
を
委
ね
た
り
、
里
親
と
な
る
新
し
い
飼
主
を
探
し
て
も
ら
っ

た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。

実
は
、
右
に
挙
げ
た
遺
贈
や
死
因
贈
与
な
ど
か
ら
生
ず
る
問
題
を
解
決
し
、
飼
主
の
要
求
に
的
確
に
応
え
ら
れ
る
の
は
、
信
託
法
が
定

め
る
民
事
信
託
を
活
用
し
た
ペ
ッ
ト
信
託
で
あ
る
。
遺
言
や
遺
産
承
継
の
事
例
の
中
に
は
、
数
多
く
信
託
が
活
用
で
き
る
事
例
が
少
な
く

な
い
。
信
託
法
は
、
通
常
の
民
事
信
託
の
ほ
か
に
、
受
益
者
の
定
め
の
な
い
非
公
益
目
的
の
信
託
（
い
わ
ゆ
る
目
的
信
託
）
を
定
め
、
ペ
ッ

ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
世
話
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
る
ペ
ッ
ト
信
託
を
認
め
て
い
る
（
信
託
法
二
五
八
条
以
下
）。
目
的
信
託
は
、

二
〇
〇
六
年
の
信
託
法
改
正
に
よ
り
新
た
な
信
託
類
型
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
た
制
度
で
あ
る

（
10
）

。
通
常
の
民
事
信
託
と
目
的
信
託
に
よ

る
場
合
の
違
い
は
、
目
的
信
託
で
は
、
単
に
受
益
者
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有
権
が

飼
育
費
用
の
金
銭
な
ど
と
と
も
に
信
託
財
産
と
し
て
受
託
者
の
名
義
と
な
り
、
ペ
ッ
ト
動
物
が
受
託
者
の
も
と
で
、
あ
る
い
は
、
適
切
な

世
話
人
や
里
親
な
ど
に
引
渡
さ
れ
、
受
託
者
な
い
し
世
話
人
な
ど
に
よ
り
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
飼
育
費
用
の

金
銭
が
信
託
財
産
と
し
て
受
託
者
に
よ
り
確
実
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
の
た
め
に
管
理
・
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
目
的
信
託
の
大

四
八



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
二
七
）

き
な
特
徴
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
目
的
信
託
の
方
法
を
用
い
た
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
受
託
者
の
要
件
（
信
託
事
務
を
適
正
に
処
理
す
る
に

足
り
る
財
産
的
基
盤
お
よ
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
以
外
の
法
人
を
受
託
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
信
託
法
附
則
三
条

（
11
）

）
や

存
続
期
間
の
制
限
（
二
〇
年
を
上
限
と
す
る
。
信
託
法
二
五
九
条
）
な
ど
に
つ
い
て
制
約
が
多
く
、
使
い
勝
手
が
必
ず
し
も
よ
く
な
い
。
ま
た
、

受
託
さ
れ
る
信
託
財
産
は
基
本
的
に
少
額
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
信
託
報
酬
も
低
額
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
受
託
者
と
な
る
信
託
銀
行
や
信

託
会
社
に
敬
遠
さ
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
る

（
12
）

。

こ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
て
な
の
か
ど
う
か
、
動
物
愛
護
法
は
、
同
法
に
い
う
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
（
犬
猫
等
販
売
業
者
）
が
保
管

を
目
的
に
ペ
ッ
ト
動
物
を
預
か
る
場
合
の
ほ
か
、
そ
れ
を
譲
り
受
け
て
飼
養
を
行
う
場
合
（
当
該
動
物
を
譲
り
渡
し
た
者
が
当
該
飼
養
に
要
す

る
費
用
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
負
担
す
る
場
合
に
限
る
）
を
「
譲
受
飼
養
」
と
し
、
譲
受
飼
養
を
も
っ
て
終
末
飼
養
を
行
い
う
る
と
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
営
業
行
為
（
い
わ
ゆ
る
老
犬
ホ
ー
ム
事
業
）
に
つ
い
て
登
録
を
義
務
づ
け
て
い
る
（
動
物
愛
護
法
一
〇
条
、
同
法
施
行
令
一
条
二
号
）。

譲
受
飼
養
と
は
、
飼
主
が
譲
渡
人
と
な
り
、
犬
猫
等
販
売
業
者
を
譲
受
人
と
し
て
ペ
ッ
ト
の
所
有
権
を
形
式
的
に
移
転
し
な
が
ら
、
譲
渡

人
の
飼
育
費
用
の
負
担
に
よ
り
ペ
ッ
ト
の
終
生
飼
養
を
行
う
も
の
で
あ
る

（
13
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
ペ
ッ
ト
動
物
を
譲
り
受
け
た
犬
猫
等
販
売
業

者
に
対
し
て
は
、
犬
猫
健
康
安
全
計
画
の
策
定
と
そ
の
順
守
、
獣
医
師
と
の
連
携
の
確
保
な
ど
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
以
外

に
、
財
産
の
管
理
運
用
、
相
続
人
と
の
関
係
、
遺
留
分
な
ど
、
動
物
愛
護
法
と
民
法
ま
た
は
信
託
法
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
。
老
犬

ホ
ー
ム
事
業
に
関
し
て
は
、
最
近
、
い
く
つ
か
の
老
犬
ホ
ー
ム
が
で
き
て
い
る
が

（
14
）

、
終
生
飼
養
を
伴
う
譲
受
飼
養
に
は
不
明
な
点
が
少
な

く
な
い
。

以
上
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
高
齢
化
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
法
的
側
面
か
ら
、
最
近
の
現
状
と
問
題
点
の
い
く
つ
か
を
指
摘
し
た
。
本

四
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
二
八
）

稿
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
状
況
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
目
的
信
託
の
利
用
例
の
一
つ
で
あ
る
ペ
ッ
ト
信
託
に
つ
い
て
、
目
的
信
託
の
意
義

を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
法
的
側
面
か
ら
検
討
を
加
え
、
ペ
ッ
ト
信
託
が
抱
え
る
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
若
干
の
考
察
を
行
う
も
の
で
あ

る
（
15
）

。
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
ペ
ッ
ト
大
国
で
あ
り
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
先
進
国
と
で
も
い
う
べ
き
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
ア
メ
リ
カ
」
と

い
う
）
に
お
け
る
二
つ
の
統
一
法
典
（『
統
一
検
認
法
典
』
と
『
統
一
信
託
法
典
』）、
お
よ
び
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
比
較
検
討
の
素
材
と

し
て
取
り
上
げ
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
規
律
の
あ
り
方
を
併
せ
て
考
察
す
る
。
取
り
上
げ
る
主
な
検
討
項
目
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
適
格
性
と
種

類
・
範
囲
、
信
託
実
行
者
と
し
て
の
世
話
人
の
選
任
、
受
託
者
の
義
務
と
信
託
財
産
の
管
理
、
裁
判
所
に
よ
る
信
託
財
産
の
減
額
、
お
よ

び
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
終
了
と
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ペ
ッ
ト
信
託
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
掘
り
下
げ
て
わ
が
国
に
紹
介
し
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
本
稿
が
初

め
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る

（
16
）

。
本
稿
の
検
討
を
通
じ
て
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
と
ど
ま
ら
ず
、
併
せ
て
目
的
信
託
の
意
義
な
い
し
問
題
点
が
明
ら

か
に
さ
れ
、
さ
ら
に
今
後
の
研
究
の
進
む
べ
き
道
と
課
題
を
提
示
し
た
い
と
考
え
る
。

二　

わ
が
国
に
お
け
る
目
的
信
託
と
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養

1　

信
託
の
仕
組
み
を
用
い
た
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養

飼
主
の
死
亡
や
障
害
に
よ
り
ペ
ッ
ト
動
物
の
飼
育
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
、
民
事
信
託
を
利
用
し
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
な
い
し

飼
養
を
終
生
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
ペ
ッ
ト
信
託
」
で
あ
る
。
ペ
ッ
ト
信
託
は
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
監

護
・
飼
養
の
た
め
に
、
飼
主
が
委
託
者
と
な
り
、
金
銭
な
ど
を
受
託
者
と
な
る
者
に
信
託
譲
渡
し
、
受
託
者
の
も
と
で
信
託
財
産
を
維

持
・
管
理
し
な
が
ら
、
実
際
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
を
行
う
者
に
対
し
て
定
期
的
に
一
定
額
を
給
付
す
る
仕
組
み
で

五
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
二
九
）

あ
る

（
17
）

。
ペ
ッ
ト
信
託
に
は
、
現
行
の
信
託
法
制
か
ら
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
。
信
託
を
発
生
さ
せ
る
根
拠
法
条
の
違
い
で
は
通
常

の
民
事
信
託
ま
た
は
目
的
信
託
に
よ
り
、
ま
た
、
設
定
行
為
に
よ
る
区
別
で
は
生
前
の
信
託
契
約
ま
た
は
遺
言
信
託
に
よ
り
、
ペ
ッ
ト
信

託
は
設
定
さ
れ
る
。
ペ
ッ
ト
信
託
の
目
的
が
主
に
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
終
生
飼
養
に
あ
り
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
効
力
発
生
が
ペ
ッ

ト
動
物
の
飼
育
に
支
障
を
生
じ
た
と
き
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
差
し
当
た
り
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
と
し
て
は
、
次

の
二
つ
の
方
法
が
基
本
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、「
通
常
の
民
事
信
託
」
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
ペ
ッ
ト
信
託
で
あ
る
。
飼
主
が
委
託
者
と
な
り
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼

養
な
ど
の
世
話
に
要
す
る
金
銭
を
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
な
ど
の
受
託
者
に
信
託
財
産
と
し
て
預
け
、
受
託
者
に
管
理
・
運
用
さ
せ
る
一

方
、
自
分
の
死
後
ま
た
は
障
害
な
ど
の
発
症
時
、
世
話
人
と
な
る
受
益
者
に
配
当
を
行
い
な
が
ら
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
行
わ
せ

る
と
い
う
も
の
で
、
遺
言
信
託
ま
た
は
生
前
の
信
託
契
約
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
る
。
信
託
財
産
の
管
理
・
運
用
を
監
視
ま
た
は
監
督
す

る
た
め
に
、「
信
託
監
督
人
」（
信
託
法
一
三
一
条
）
を
指
定
し
て
置
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る

（
18
）

。

も
う
一
つ
は
、
受
益
者
の
い
な
い
非
公
益
目
的
の
信
託
、
す
な
わ
ち
、「
目
的
信
託
」
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
の

た
め
の
信
託
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
飼
主
が
委
託
者
と
な
り
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
世
話
を
目
的
と
し
て
ペ
ッ
ト
動
物
と
と

も
に
一
定
額
の
金
銭
を
信
託
会
社
や
信
託
銀
行
な
ど
の
受
託
者
に
信
託
譲
渡
し
、
受
託
者
に
よ
り
、
ま
た
は
、
受
託
者
よ
り
委
託
さ
れ
た

世
話
人
を
通
じ
て
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
行
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
生
前
の
信
託
契
約
ま
た
は
遺
言
信
託
の
方
法
を

も
っ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
目
的
信
託
の
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
ペ
ッ
ト
信
託
は
、
投
資
信
託
の
場
合
と
は
異
な
り
、
資
産
の
運
用
な
ど

は
行
わ
ず
、
預
け
た
金
銭
な
ど
の
資
産
は
す
べ
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。

五
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
三
〇
）

通
常
の
民
事
信
託
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
信
託
目
的
は
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。
し
か
し
、
通
常
の
民
事
信
託
は
、
特
定
の
受
益
者
を

前
提
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
目
的
信
託
と
異
な
る
。
目
的
信
託
は
、
あ
る
目
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
受
益
者
を
欠
く
か
も
し
く
は
受
益
者
が
確
定
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ペ
ッ
ト
信
託
が
遺
言
信
託
に
よ
る
目

的
信
託
の
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
信
託
が
効
力
を
生
じ
た
時
、
も
は
や
委
託
者
は
生
存
し
て
い
な
い
の
で
、
委
託
者
に
代

わ
っ
て
受
託
者
を
監
督
す
る
た
め
、「
信
託
管
理
人
」
を
定
め
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
信
託
法
二
五
八
条
四
項
）。
信
託
管
理
人

は
、
ペ
ッ
ト
動
物
が
正
し
く
監
護
・
飼
養
が
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
、
預
け
ら
れ
た
金
銭
が
信
託
財
産
と
し
て
適
切
に
分
別
管
理
さ
れ
、

ペ
ッ
ト
動
物
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
監
視
・
監
督
す
る
こ
と
に
な
る
（
同
法
一
二
三
条
以
下
）。

目
的
信
託
の
方
法
を
用
い
た
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
単
に
受
益
者
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有

権
が
飼
育
費
用
の
金
銭
な
ど
と
も
に
受
託
者
へ
信
託
譲
渡
さ
れ
、
受
託
者
の
所
有
名
義
と
な
り
、
信
託
財
産
と
し
て
保
全
が
図
ら
れ
る
点

も
、
通
常
の
民
事
信
託
と
は
異
な
る
。
こ
の
ほ
か
、
目
的
信
託
に
よ
る
場
合
に
は
、
拠
出
さ
れ
た
金
銭
な
ど
の
信
託
財
産
は
ペ
ッ
ト
動
物

の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、
資
産
の
運
用
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
信
託
法
二
五
八
条
）、
存
続
期
間
が
二
〇

年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
（
同
法
二
五
九
条
）、
受
託
者
の
資
格
と
し
て
信
託
事
務
を
適
正
に
処
理
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
盤

お
よ
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
以
外
の
法
人
を
受
託
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
（
同
法
附
則
三
条
、
同
法
施

行
令
三
条
）、
そ
し
て
、
遺
言
信
託
に
よ
る
目
的
信
託
で
は
信
託
管
理
人
の
選
任
が
必
須
で
あ
る
こ
と
（
同
法
二
五
八
条
四
項
）
な
ど
、
通
常

の
民
事
信
託
に
よ
る
場
合
と
は
取
扱
い
が
異
な
る
。

し
か
し
、
通
常
の
民
事
信
託
ま
た
は
目
的
信
託
の
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
に
せ
よ
、
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
信
託
の
仕
組
み
を
用
い
る
こ

と
か
ら
、
受
託
者
が
経
済
的
に
破
産
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
信
託
財
産
は
受
託
者
の
固
有
財
産
と
分
別
管
理
さ
れ
て
お
り
（
信
託
法

五
二



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
三
一
）

三
四
条
）、
破
産
財
団
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
（
信
託
の
倒
産
隔
離
機
能
。
信
託
法
二
三
条
、
二
五
条
）、
信
託
銀
行
な
ど
の
金

融
機
関
が
受
託
者
と
な
り
、
金
銭
信
託
の
方
法
で
信
託
財
産
の
運
用
を
行
う
場
合
、
元
本
を
毀
損
す
る
損
失
が
あ
っ
て
も
、
元
本
て
ん
補

特
約
に
よ
り
信
託
財
産
は
保
全
さ
れ
る
こ
と
（
信
託
業
法
二
四
条
一
項
四
号
の
例
外
、
兼
営
法
六
条
）
な
ど
、
信
託
財
産
と
し
て
保
全
措
置
が

図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
受
託
者
に
は
、
信
認
関
係
に
由
来
す
る
各
種
義
務
と
し
て
善
管
注
意
義
務
（
信
託
法
二
九
条
二
項
）
や
忠

実
義
務
（
同
法
三
〇
条
）、
利
益
相
反
行
為
の
制
限
（
同
法
三
一
条
、
三
二
条
）、
公
平
義
務
（
同
法
三
三
条
）、
分
別
管
理
義
務
（
同
法
三
四
条
）、

信
託
事
務
を
第
三
者
に
委
託
し
た
場
合
の
選
任
・
監
督
に
関
す
る
義
務
（
同
法
三
五
条
）、
報
告
義
務
（
同
法
三
六
条
）、
帳
簿
等
の
作
成
・

報
告
・
保
存
義
務
（
同
法
三
七
条
）
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
負
担
付
き
遺
贈
や
死
因
贈
与
に
比
べ
て
、
信
託
財
産
の
安
全
性
や
給
付

の
確
実
性
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

2　

通
常
の
民
事
信
託
の
方
法
に
よ
る
ペ
ッ
ト
信
託

⑴　

通
常
の
民
事
信
託
に
よ
る
場
合

前
述
し
た
よ
う
に
、
通
常
の
民
事
信
託
の
方
法
を
も
っ
て
行
う
ペ
ッ
ト
信
託
に
は
、
遺
言
信
託
に
よ
る
場
合
と
生
前
の
契
約
信
託
に
よ

る
場
合
が
あ
る

（
19
）

。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
目
的
信
託
に
よ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
受
益
者
の
存
在
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

遺
言
信
託
は
、
委
託
者
が
信
託
条
項
を
記
載
し
た
遺
言
を
作
成
し
、
委
託
者
の
相
続
開
始
後
に
、
受
託
者
が
信
託
条
項
に
則
り
信
託
財

産
を
管
理
・
運
用
し
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
利
益
な
ど
を
受
益
者
に
配
当
し
て
行
く
仕
組
み
で
あ
る
（
信
託
法
三
条
二
号
）。
遺
言
信
託

を
用
い
た
通
常
の
民
事
信
託
に
よ
る
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
飼
主
の
亡
き
後
、
金
銭
な
ど
の
信
託
財
産
を
受
託
者
の
も
と
で
管
理
・
運
用
し

な
が
ら
、
受
益
者
に
定
期
的
に
一
定
額
を
配
当
（
給
付
）
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
を
行
う
。
こ
の

五
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
三
二
）

場
合
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有
権
は
、
形
式
的
に
は
受
託
者
に
移
転
す
る
が
、
実
質
的
に
は
受
益
権
に
基
づ
き
配
当
（
給
付
）
を
受
け
る
受

益
者
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
遺
言
執
行
者
を
定
め
、
公
正
証
書
の
形
で
遺
言
信
託
を
設
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
実
行
性
が
確
実
に

担
保
さ
れ
る
。

飼
主
の
亡
き
後
、
遺
産
を
め
ぐ
り
相
続
人
間
に
相
続
争
い
が
起
こ
る
と
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
に
も
影
響
が
及
ぶ
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
遺
言
信
託
で
は
、
委
託
者
の
相
続
人
は
委
託
者
の
地
位
を
相
続
に
よ
り
承
継
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
た
だ

し
、
信
託
行
為
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
除
く
。
信
託
法
一
四
七
条
）。

一
方
、
生
前
の
信
託
契
約
に
基
づ
く
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
委
託
者
の
生
前
に
、
金
銭
な
ど
信
託
財
産
が
受
託
者
に
引
渡
さ
れ
て
所
有
名

義
も
受
託
者
名
義
と
な
り
、
受
託
者
の
管
理
・
運
用
に
よ
っ
て
信
託
財
産
か
ら
生
じ
た
利
益
に
つ
い
て
受
益
者
が
配
当
（
給
付
）
を
受
け
、

こ
れ
に
よ
り
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
委
託
者
と
受
託
者
の
契
約
に
よ
り
設
定
さ
れ
る
。
こ
の
場

合
、
委
託
者
で
あ
る
飼
主
の
死
亡
を
契
約
の
効
力
発
生
要
件
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
遺
言
代
用
信
託
」
と
呼
ば
れ
る

（
20
）

。

典
型
的
に
は
、
委
託
者
の
生
存
中
は
委
託
者
自
身
を
受
益
者
と
し
、
委
託
者
の
死
亡
後
は
委
託
者
の
配
偶
者
や
子
を
受
益
者
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

遺
言
代
用
信
託
を
用
い
た
通
常
の
民
事
信
託
の
方
法
に
よ
る
ペ
ッ
ト
信
託
は
、
生
前
の
契
約
に
よ
り
自
己
の
相
続
開
始
後
の
財
産
の
帰

趨
を
決
め
る
と
い
う
点
で
は
、
死
因
贈
与
と
類
似
の
機
能
を
有
す
る
。
し
か
し
、
信
託
財
産
が
受
託
者
に
引
渡
さ
れ
て
所
有
名
義
も
受
託

者
名
義
と
な
る
の
で
、
信
託
財
産
の
保
全
が
図
ら
れ
、
委
託
者
の
相
続
開
始
時
に
受
託
者
を
通
じ
て
確
実
に
信
託
財
産
が
受
益
者
に
給
付

さ
れ
る
点
で
、
死
因
贈
与
と
は
異
な
る
。

五
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
三
三
）

⑵　

特
例
措
置
と
後
継
ぎ
遺
贈
型
受
益
者
連
続
信
託
に
よ
る
場
合

現
行
信
託
法
が
定
め
る
遺
言
代
用
信
託
（
信
託
法
九
〇
条
）
に
は
、
二
つ
の
特
例
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。

⒜　

第
一
に
、
受
益
者
指
定
権
に
関
す
る
一
般
原
則
（
信
託
法
八
九
条
）
の
例
外
と
し
て
、
遺
言
代
用
信
託
の
委
託
者
に
は
次
の
死
亡

後
受
益
者
に
つ
い
て
の
変
更
権
が
認
め
ら
れ
る
（
同
法
九
〇
条
一
項
）。

①　

委
託
者
の
死
亡
時
に
受
益
権
を
取
得
す
る
受
益
者

②　

委
託
者
の
死
亡
時
を
始
期
と
し
て
信
託
財
産
に
係
る
給
付
を
受
け
る
受
益
者

⒝　

第
二
に
、
受
益
権
の
取
得
に
関
す
る
一
般
原
則
（
信
託
法
八
八
条
）
の
例
外
と
し
て
、
死
亡
後
受
益
者
の
う
ち
、
上
記
⒜
②
の
受

益
者
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
が
死
亡
す
る
ま
で
受
益
者
と
し
て
の
権
能
を
有
し
な
い
（
同
法
九
〇
条
二
項
）。
こ
の
場
合
、
委
託
者
は
当
然

に
各
種
の
受
託
者
に
対
す
る
監
督
権
能
を
行
使
し
、
受
託
者
か
ら
一
定
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
旨
の
特
例
（
信
託
法
一
四
八
条
）
が

定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
用
い
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
後
継
ぎ
遺
贈
型
の
受
益
者
連
続
信
託
」
で
あ
る
。

後
継
ぎ
遺
贈
型
の
受
益
者
連
続
信
託
は
、
第
二
次
以
降
の
受
益
者
も
委
託
者
か
ら
直
接
に
始
期
付
き
の
存
続
期
間
不
確
実
な
受
益
権
を

取
得
す
る
法
律
構
成
で
あ
り
、
平
成
一
八
年
の
信
託
法
改
正
に
よ
り
新
た
に
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

（
21
）

。
後
継
ぎ
遺
贈
型
の
受
益
者
連
続

信
託
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
遺
言
の
方
式
に
よ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
の
死
亡
を
契
機
に
自
ら
の
財
産
を
自
ら
が
指
定
し
た
者
に
移
転
な

い
し
承
継
さ
せ
て
、
民
法
で
は
そ
の
有
効
性
に
つ
い
て
議
論
が
存
在
す
る
「
後
継
ぎ
遺
贈
」
と
同
様
の
効
果
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る

（
22
）

。
例
え
ば
、
夫
婦
の
一
方
（
夫
）
が
委
託
者
と
な
り
、
金
銭
を
信
託
財
産
と
し
て
受
託
者
に
管
理
・
運
用
さ
せ
、
当
初
受
益
者
と
な

る
と
と
も
に
、
委
託
者
の
死
後
、
遺
さ
れ
た
相
手
方
配
偶
者
（
妻
）
が
信
託
財
産
よ
り
定
期
に
一
定
額
の
給
付
を
受
け
、
さ
ら
に
、
妻
の

亡
き
後
は
長
男
が
受
給
す
る
と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。

五
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
三
四
）

後
継
ぎ
遺
贈
型
の
受
益
者
連
続
信
託
は
、
契
約
信
託
や
遺
言
信
託
の
一
類
型
と
し
て
、
そ
の
活
用
が
期

待
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
利
用
件
数
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
（
上
記
【
表
1
】「
遺

言
信
託
な
ど
の
設
定
件
数
」
参
照

（
23
）

）。
そ
の
主
な
原
因
は
、
遺
留
分
と
の
関
係
に
あ
る

（
24
）

。
相
続
人
に
よ
る
遺

留
分
減
殺
請
求
権
が
問
題
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
相
手
方
は
受
託
者
ま
た
は
受
益
者
の
い
ず
れ
か
、

ま
た
、
減
殺
の
方
法
と
し
て
、
信
託
設
定
を
取
り
消
し
、
所
有
権
（
信
託
財
産
）
を
減
殺
の
対
象
と
す
る

の
か
、
そ
れ
と
も
信
託
設
定
は
取
り
消
さ
ず
に
受
益
権
や
そ
の
期
待
権
を
減
殺
の
対
象
と
す
る
の
か
。
ま

た
、
後
者
で
あ
る
と
し
た
場
合
、
減
殺
の
基
準
点
お
よ
び
評
価
方
法
は
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
な
ど
、
受

益
権
の
評
価
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
行
う
か
で
あ
る
。
遺
言
信
託
に
お
け
る
遺
留
分
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
い
ま
だ
定
説
が
な
く
、
解
釈
上
、
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い

（
25
）

。

3　

目
的
信
託
の
方
法
に
よ
る
ペ
ッ
ト
信
託

⑴　

目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託

目
的
信
託
と
は
、
受
益
者
の
い
な
い
非
公
益
を
目
的
と
す
る
信
託
、
す
な
わ
ち
、
非
営
利
の
目
的
で
設

立
さ
れ
る
信
託
で
受
益
者
が
定
ま
ら
ず
に
信
託
目
的
だ
け
が
定
ま
っ
て
い
る
信
託
で
あ
る
（
信
託
法

二
五
八
条
以
下
）。
ペ
ッ
ト
信
託
は
、
主
に
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
を
目

的
と
し
て
設
定
さ
れ
る
信
託
で
あ
っ
て
も
、
受
益
者
の
い
な
い
非
公
益
を
目
的
と
す
る
信
託
で
あ
る
か
ら
、

目
的
信
託
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
次
頁
【
図
1
】「
受
益
者
が
い
な
い
信
託
と
目
的
信
託
、
公
益
信
託
の

【表 1】　遺言代用信託・受益者連続信託の設定件数 （単位：件）

H19年 H20年 H21年 H22年 H23年 H24年 H25年 合計

遺言代用

信託
0 0 13 44 64 18,724 46,431 65,294

受益者連

続型信託
0 0 2 9 10 8 17 46

 （出所）一般社団法人信託協会

五
六



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
三
五
）

関
係
」
参
照
）。

二
〇
〇
六
年
の
法
政
正
前
の
旧
信
託
法
の
も
と
で
は
、「
受
益
者
を
指
定
す
る
か
、
ま

た
は
確
定
し
う
る
程
度
の
指
示
を
与
え
る
こ
と
は
、
信
託
行
為
の
有
効
要
件
で
あ
る
」
と

い
わ
れ

（
26
）

、
信
託
成
立
の
た
め
に
は
信
託
設
定
の
時
点
で
受
益
者
が
特
定
お
よ
び
現
存
す
る

こ
と
ま
で
は
必
要
と
し
な
い
が
、
受
益
者
を
確
定
し
う
る
こ
と
は
必
要
で
あ
り
、
受
益
者

を
確
定
し
え
な
い
も
の
は
、
公
益
信
託
を
除
い
て
無
効
と
な
る
と
解
さ
れ
て
い
た
。

二
〇
〇
六
年
の
改
正
信
託
法
は
、
特
定
の
目
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
非
公
益
目
的
の
た

め
の
信
託
（
目
的
信
託
）
を
認
め
た
（
信
託
法
二
五
八
条
以
下
）。

通
常
の
信
託
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
信
託
目
的
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
通
常
の
信

託
は
、
特
定
の
受
益
者
を
前
提
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
目

的
信
託
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
目
的
信
託
は
、
あ
る
特
定
目
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
非
公
益
目
的
の
信
託
で
あ
る
が
、
受
益
者
を
欠
く
か
も
し
く
は
受
益
者

が
確
定
さ
れ
な
い
信
託
で
あ
る
。

こ
の
目
的
信
託
に
つ
い
て
は
、
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
に
お
け
る
当
初
の
議
論
で
は
、

純
粋
な
公
益
目
的
の
信
託
周
辺
に
存
ず
る
信
託
の
受
け
皿
と
し
て
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る

と
い
う
意
見
と
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
公
益
信
託
の
概
念
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り

解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
が
存
在
し
て
い
た

（
27
）

。
そ
の
後
、
議
論
の
中
心
は
差
押

【図 1】　受益者がいない信託と目的信託、公益信託の関係

受益者がいない信託

受益者の定めがない信託

【公益信託】

学術、技芸、慈

善、祭祀、宗教、

その他の公益

【目的信託】

公益以外の目的

・ペット動物の世話

・その他

【一時的に受益者の不在】

・受益者の受益権に停止

　条件が付されている。

・受益者がいまだ出生し

　ていない。

五
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
三
六
）

禁
止
財
産
の
創
出
へ
の
懸
念
に
向
け
ら
れ
、
最
終
的
に
は
、
存
続
期
間
の
上
限
を
二
〇
年
に
制
限
す
る
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た

（
28
）

。
目
的
規
定
の
制
定
過
程
と
存
続
期
間
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
四
の
1
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
。

目
的
信
託
の
活
用
例
と
し
て
は
、
受
益
の
対
象
が
動
物
や
地
域
の
よ
う
な
権
利
能
力
を
有
し
な
い
も
の
の
た
め
、
あ
る
い
は
、
市
民
活

動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
受
け
皿
と
し
て
、
そ
の
利
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
ら
が
経
営
す
る
会
社
の
製
品
開
発
や
研
究
を

行
っ
て
い
る
者
に
対
す
る
研
究
助
成
な
ど
、
公
益
信
託
の
許
可
を
受
け
る
程
度
の
公
益
性
は
有
し
て
い
な
い
が
、
こ
れ
に
準
じ
る
受
け
皿

と
し
て
の
利
用
も
想
定
さ
れ
て
い
る

（
29
）

。

信
託
協
会
の
調
査
に
よ
る
と
、
目
的
信
託
の
利
用
件
数
は
、
二
〇
一
〇
年
度
末
ま
で
〇
件
で
あ
っ
た

（
30
）

。
こ
の
結
果
が
何
に
原
因
す
る
の

か
、
例
え
ば
、
存
続
期
間
の
制
限
や
そ
の
他
の
制
約
に
よ
る
目
的
信
託
の
使
い
勝
手
の
悪
さ
に
原
因
す
る
も
の
な
の
か
、
目
的
信
託
に
関

す
る
税
制
の
問
題
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
目
的
信
託
の
有
力
な
用
途
の
一
つ
で
あ
っ
た
資
産
流
動
化
取
引
の
不
振
に
原
因
す
る
の
か

は
、
容
易
に
判
断
で
き
な
い

（
31
）

。
こ
の
点
は
、
今
後
の
調
査
・
研
究
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵　

目
的
信
託
の
設
立
方
法

ア　

目
的
信
託
の
設
立
要
件

公
益
信
託
以
外
の
信
託
で
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
、
す
な
わ
ち
、
目
的
信
託
は
、
契
約
ま
た
は
遺
言
の
方
法
（
同
法
三
条
一
号
・
二

号
）
を
も
っ
て
行
い
、
自
己
信
託
に
よ
る
方
法
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
（
同
法
二
五
八
条
一
項
）。
目
的
信
託
の
特
徴
は
、
通
常
の
信
託
と

は
異
な
り
、
受
益
者
が
い
な
い
点
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
委
託
者
に
よ
る
当
該
信
託
に
対
す
る
監
視
・
監
督
機
能
が
受
益
者
定
め
の
あ
る

信
託
よ
り
も
強
化
さ
れ
て
い
る
（
信
託
法
二
六
〇
条
一
項
）。
遺
言
に
よ
る
目
的
信
託
の
場
合
に
は
、
委
託
者
の
死
亡
に
よ
り
当
該
信
託
の

効
力
が
生
じ
て
も
、
委
託
者
の
相
続
人
は
相
続
に
よ
り
委
託
者
の
地
位
を
承
継
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
（
信
託
法
一
四
七
条
）、

五
八



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
三
七
）

受
託
者
に
対
す
る
監
視
・
監
督
と
い
う
観
点
か
ら
信
託
管
理
人
の
定
め
を
設
け
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法
二
六
〇
条
二
項
）。
指
定
さ

れ
た
信
託
管
理
人
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
と
同
様
の
権
限
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
信
託
管
理
人
を
通
じ
て
受
託
者
を
監
視
・
監
督
す
る
こ

と
に
な
る
。

ま
た
、
目
的
信
託
で
は
、
財
産
の
隠
匿
と
そ
の
た
め
の
悪
用
防
止
の
観
点
か
ら
、
信
託
契
約
を
変
更
し
て
受
益
者
の
定
め
を
置
く
こ
と

は
で
き
な
い
（
信
託
法
二
五
八
条
二
項
）。
逆
に
、
受
益
者
の
定
め
の
あ
る
私
益
信
託
に
つ
い
て
は
、
信
託
契
約
を
変
更
し
て
受
益
者
の
定

め
を
廃
止
し
、
目
的
信
託
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
同
条
三
項
）。

目
的
信
託
を
設
定
す
る
場
合
、
存
続
期
間
は
成
立
要
件
で
は
な
い
。
信
託
法
は
、
設
定
行
為
を
も
っ
て
二
〇
年
を
超
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
規
定
す
る
が
（
同
法
二
五
九
条
）、
存
続
期
間
を
明
示
し
な
い
で
目
的
信
託
を
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
目
的
信
託
に
お
け
る

二
〇
年
の
存
続
期
間
は
、
目
的
信
託
の
創
設
を
議
論
し
た
際
の
信
託
法
部
会
の
提
案
理
由
に
よ
れ
ば
、
強
行
法
規
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

二
〇
年
を
超
え
る
目
的
信
託
は
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
事
者
間
で
二
〇
年
を
超
え
る
合
意
な
い
し
特
約
を
し
て
も
無
効
で
あ
る

（
32
）

。

⒜　

契
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
目
的
信
託
（
信
託
法
三
条
一
号
）

目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
は
、
生
前
の
信
託
契
約
に
よ
り
設
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
目
的
信
託
に
よ
る
場
合
に
は
、
受

益
者
が
存
在
し
な
い
た
め
、
委
託
者
に
よ
る
当
該
信
託
に
対
す
る
監
視
・
監
督
機
能
が
受
益
者
定
め
の
あ
る
信
託
よ
り
も
強
化
さ
れ
て
い

る
（
信
託
法
二
六
〇
条
一
項
）。
こ
れ
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
権
限
が
委
託
者
に
は
付
与
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
委
託
者
は
、
強
制
執
行
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
権
利
、
受
託
者
に
信
託
違
反
や
利
益
相
反
が
あ
っ
た
場
合
の

取
消
権
、
帳
簿
等
の
閲
覧
・
謄
写
請
求
権
を
有
す
る
（
信
託
法
一
四
五
条
二
項
）。
受
託
者
は
、
信
託
管
理
人
に
対
し
て
通
知
す
べ
き
事
項

を
委
託
者
に
対
し
て
も
通
知
・
報
告
す
べ
き
義
務
を
負
い
、
信
託
契
約
の
変
更
に
よ
り
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
同
法

五
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
三
八
）

一
四
五
条
四
項
）。

目
的
信
託
と
し
て
の
生
前
契
約
の
方
法
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
効
力
が

委
託
者
の
死
亡
ま
た
は
障
害
後
に
生
ず
る
よ
う
に
約
定
さ
れ
て
い
る
場
合
（
条
件
付
き
）

に
は
、
次
に
述
べ
る
遺
言
に
よ
る
場
合
と
近
似
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
つ
き
、
信
託
法
に
は
、
死
因
贈
与
型
の
生
前
信
託
に
よ
る
目
的
信
託
を
規
律
す
る
明

文
の
規
定
が
と
く
に
置
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
前
述
の
遺
言
代
用
信
託
が
定
め

ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
生
前
の
信
託
契
約
と
遺
言
信
託
は
、
契
約
か
単
独
行
為
か

と
い
う
違
い
が
あ
る
だ
け
で
、
当
該
信
託
が
効
力
を
生
じ
た
と
き
、
す
で
に
委
託
者
は

存
在
し
な
い
か
、
ま
た
は
障
害
を
負
っ
て
お
り
、
受
託
者
を
適
正
に
監
視
・
監
督
で
き

な
い
と
い
う
状
況
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
死
因
贈
与
型
の
生
前
信
託
に
よ

る
目
的
信
託
の
場
合
に
お
い
て
も
、
遺
言
の
方
法
に
よ
る
目
的
信
託
の
設
定
の
場
合
に

準
じ
て
、
信
託
管
理
人
の
定
め
が
必
要
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⒝　

遺
言
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
目
的
信
託
（
信
託
法
三
条
二
号
）

目
的
信
託
は
、
生
前
の
信
託
契
約
だ
け
で
な
く
、
遺
言
信
託
の
方
法
に
よ
っ
て
も
設

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
下
記
【
図
2
】「
遺
言
に
よ
る
目
的
信
託
の
設
定
」
参
照
）。
前
述

し
た
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
目
的
が
主
に
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
終
生
飼
養

に
あ
り
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
効
力
発
生
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
に
支
障
を
生
じ
た

【図 2】　遺言信託の方法による目的信託の設定

信託管理人

監督

受託者
（信託銀行等）

財産

委託者
（飼主）

財産

世話人・里親など
（給付受給者）

残余財産の帰属権利者

信託目的に従い一定額の給付
［信託期間は20年以内］

信託終了時に残余財産の分配

財産の引渡し遺言執行者相続人

遺言信託

遺言の効力発生
により財産譲受け

×　承継せず

六
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
三
九
）

と
き
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
と
し
て
は
、
遺
言
の
方
法
に
よ
る
目
的
信
託
が
中
心
と
な
る
べ
き

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
た
め
に
拠
出
さ
れ
る
信
託
財
産
と
相
続
に
よ
り
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
相
続
財
産
と

は
受
託
者
と
相
続
人
の
間
に
お
い
て
利
害
得
失
の
関
係
と
な
り
、
紛
争
が
生
じ
や
す
い
。
信
託
法
は
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、
委
託
者
で

あ
る
飼
主
の
死
亡
に
よ
り
当
該
信
託
の
効
力
が
生
じ
て
も
、
委
託
者
の
相
続
人
は
相
続
に
よ
り
委
託
者
の
地
位
を
承
継
し
な
い
と
し
（
信

託
法
一
四
七
条
）、
両
者
の
関
係
を
規
律
し
て
い
る
。

信
託
法
改
正
要
綱
試
案
の
段
階
で
は
、
遺
言
信
託
に
お
け
る
委
託
者
の
相
続
人
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
、
相
続
人
は
委
託
者
の
権
利
義

務
を
有
す
る
と
す
る
甲
案
と
、
そ
の
よ
う
な
権
利
義
務
を
有
し
な
い
と
す
る
乙
案
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
た

（
33
）

。
乙
案
は
、
当
該
信
託
に
対

す
る
監
視
・
監
督
機
能
の
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
信
託
管
理
人
の
定
め
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
考
え
方
に
従
う
も
の
で
あ
る

（
34
）

。
法

制
審
議
会
信
託
法
部
会
で
は
、
審
議
の
結
果
、
最
終
的
に
乙
案
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
現
行
法
に
条
文
化
さ
れ
た
。

留
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
遺
言
信
託
の
方
法
を
用
い
て
目
的
信
託
を
設
定
し
た
場
合
、
信
託
管
理
人
が
就
任
し
な
い
状
態
が
一
年
以
上

継
続
し
た
と
き
は
、
当
該
信
託
は
終
了
す
る
（
同
法
二
五
八
条
八
項
）。

イ　

経
過
措
置

目
的
信
託
に
つ
い
て
は
、
そ
の
導
入
を
審
議
し
た
国
会
の
審
議
に
お
い
て
、
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
が
制
度
の
本
旨
に
反
し
て
濫

用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
そ
の
制
度
の
趣
旨
お
よ
び
内
容
の
周
知
徹
底
に
努
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
利
用
状
況
を
踏
ま
え
て
、
受

託
者
の
制
限
な
ど
に
つ
き
所
用
の
措
置
を
取
る
こ
と
が
、
衆
議
院
お
よ
び
参
議
院
の
付
帯
決
議
と
い
う
形
を
も
っ
て
決
議
さ
れ
た
。
こ
れ

を
踏
ま
え
て
、
信
託
法
の
附
則
で
は
、
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
（
公
益
信
託
を
除
く
）
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
当
該

信
託
に
関
す
る
信
託
事
務
を
適
正
に
処
理
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
盤
お
よ
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
以
外
の
法

六
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
四
〇
）

人
を
受
託
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
信
託
法
附
則
三
条
）。

⑶　

目
的
信
託
の
有
効
期
間
と
上
限
規
制
│
二
〇
年
ル
ー
ル

前
述
し
た
よ
う
に
、
目
的
信
託
は
、
二
〇
年
を
超
え
て
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
信
託
法
二
五
九
条
）。
二
〇
年
を
超
過
す
る
目
的

信
託
の
場
合
、
当
該
信
託
の
す
べ
て
が
無
効
と
な
る
の
か
、
二
〇
年
を
超
過
し
た
部
分
の
み
が
無
効
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
規
定
上
、

明
確
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
実
務
家
の
中
に
は
、
信
託
法
二
五
九
条
を
公
益
規
定
と
位
置
づ
け
、
強
行
法
規
と
解
す
る
立
場
か
ら
、
か
り

に
信
託
行
為
に
お
い
て
二
〇
年
を
超
え
る
期
間
を
定
め
た
と
し
て
も
、
二
〇
年
を
超
え
る
部
分
は
一
部
無
効
と
な
り
、
二
〇
年
の
経
過
時

点
で
信
託
は
終
了
す
る
と
述
べ
る
者
も
い
る

（
35
）

。

信
託
法
部
会
に
お
け
る
審
議
の
時
点
で
は
、「
二
〇
年
」
と
い
う
期
間
は
「
二
〇
年
で
一
応
見
直
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
二
〇
年

を
超
え
て
延
長
す
る
こ
と
が
一
切
出
来
な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
期
間
の
延
長
が
必
要
な
と
き
は
、
前
の
受
託
者
が
再
度
信
託
の
設

定
を
行
う
方
法
も
あ
り
う
る
と
す
る
意
見
も
述
べ
ら
れ
て
い
た

（
36
）

。
こ
の
点
、
立
法
担
当
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
、

目
的
信
託
の
存
続
期
間
の
上
限
を
延
長
す
る
こ
と
や
、
存
続
期
間
経
過
時
に
目
的
信
託
が
終
了
し
た
も
の
と
扱
わ
ず
に
更
新
す
る
こ
と
は
、

通
常
、
想
定
さ
れ
て
い
な
い

（
37
）

。
む
し
ろ
、
二
〇
年
の
存
続
期
間
は
、
帰
属
権
利
者
や
そ
の
債
権
者
の
利
益
を
考
慮
す
れ
ば
、
強
行
法
規
と

解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
二
〇
年
を
超
え
る
目
的
信
託
は
無
効
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
存
続
期
間
の
経
過
後
に
、

残
余
財
産
の
帰
属
権
利
者
が
再
度
、
目
的
信
託
を
設
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る

（
38
）

。

目
的
信
託
の
設
定
に
あ
た
り
信
託
行
為
で
存
続
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
規
定
上
、
何
も
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
存
続
期
間
を
二
〇
年
と
す
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
と
み
な
し
た
う
え
で
、
二
〇
年
の
経
過
に
よ
り
信
託
行
為
に
お

い
て
定
め
た
事
由
が
生
じ
た
も
の
と
し
て
扱
い
（
信
託
法
一
六
三
条
九
号
）、
信
託
が
終
了
す
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

六
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目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
四
一
）

以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
目
的
信
託
一
般
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
問
題
は
、

こ
の
よ
う
な
議
論
が
目
的
信
託
の
一
つ
で
あ
る
ペ
ッ
ト
信
託
の
場
合
に
も
等
し

く
あ
て
は
ま
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
後
述
の
四
の
1
で
取
り
上

げ
る
。

⑷　

目
的
信
託
に
お
け
る
課
税
関
係

目
的
信
託
に
対
す
る
課
税
に
つ
い
て
は
、
信
託
税
制
に
お
け
る
受
益
者
課
税

の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
、
信
託
段
階
で
の
法
人
税
課
税
（
受
託
者
課
税
）
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
上
記
【
表
2
】「
目
的
信
託
に
お
け
る
課
税
関
係

（
39
）

」）。

こ
の
点
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

目
的
信
託
の
設
定
時
に
お
い
て
は
、
信
託
財
産
の
う
ち
法
人
税
等
相
当
額

（
受
贈
益
に
対
す
る
課
税
）
の
目
減
り
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
信
託
設
定
を
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
目
的
信
託
を
利
用
し
て
、
残
余
財
産
の
受
益
者
ま
た

は
帰
属
権
利
者
が
租
税
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
切
に
規

律
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
課
税
に
お
け
る
規
制
措
置
と
し
て
、
受
託

者
を
個
人
と
み
な
し
、
相
続
税
ま
た
は
贈
与
税
（
法
人
税
は
控
除
）
が
課
せ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

【表 2】　目的信託における課税関係

設定時 信託期間中 終了時

委託者

信託財贈与により移転し
（所得税法 6 条の 3 第 7
号）、譲渡所得税が課税
される（同59条 1 項）。＊

─ ─

受託者
（法人）

信託財産の価額（受贈
益）に法人税が課税され
る（法人税法22条 2 項）。

信託財産から生ずる所得
に法人税が課税される

（法人税法2条29号の2ロ、
4 条の 6 第 1 項・ 2 項）。

─

受益者 ─ ─ ─

帰属権利者 ─ ─

残余財産に所得税（個人
の場合）または法人税

（法人の場合）が課税さ
れる（受贈益課税）。

（＊） 　譲渡所得とは、資産（土地・建物、有形固定資産など）の譲渡による所得をいい（所得
税法33条 1 項）、遺言設定当時の信託財産が譲渡所得の基因とされない資産（棚卸資産、
金銭債権など）であれば、委託者に譲渡所得税が課税されない。
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
四
二
）

三　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
つ
の
統
一
法
典
と
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法

1　

二
つ
の
統
一
法
典
に
み
る
ペ
ッ
ト
信
託
│U

P
C
§
2-907

とU
TC
§
408

⑴　

ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
め
ぐ
る
法
状
況

現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
全
世
帯
の
約
六
八
％
（
八
、二
五
〇
万
世
帯
）
で
犬
や
猫
を
中
心
に
何
ら
か
の
動
物
（
魚
、
鳥
、
そ
の
他
の
小
動
物
、

爬
虫
類
、
馬
な
ど
）
が
飼
わ
れ
て
い
る

（
40
）

。
中
で
も
、
ペ
ッ
ト
動
物
と
し
て
犬
・
猫
の
人
気
は
高
く
、
四
六
・
七
％
の
世
帯
（
五
、六
七
〇
万
世

帯
）
で
犬
を
、
三
七
・
三
％
の
世
帯
（
四
、五
三
〇
万
世
帯
）
で
猫
を
飼
育
し
、
頭
数
で
は
犬
の
八
、三
三
〇
万
匹
に
対
し
、
猫
は
そ
れ
よ
り

も
多
い
九
、五
六
〇
万
匹
い
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
子
ど
も
を
有
す
る
世
帯
は
全
体
の
約
三
五
％
で
、
一
八
歳
未
満
の
子
ど
も

と
暮
ら
す
世
帯
は
全
体
の
約
二
五
％
に
す
ぎ
な
い

（
41
）

。
統
計
数
字
を
み
る
限
り
、
過
去
一
〇
年
間
で
ペ
ッ
ト
動
物
を
飼
育
す
る
世
帯
は
安
定

的
に
増
加
傾
向
で
推
移
し
、
現
在
、
最
高
水
準
に
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
人
の
ペ
ッ
ト
動
物
に
対
す
る
態
度
は
、
家
族
構
成
の
変
化
や
失
わ
れ
た
近
隣
と
の
関
係
、
現
代
社
会
に
お
け
る
ス
ト
レ
ス
な

ど
を
背
景
に

（
42
）

、
確
実
に
、
か
つ
、
劇
的
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る

（
43
）

。
今
や
、
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
ペ
ッ
ト
動
物
は
飼
主
の
単
な
る
「
所
有

物
」（property

）
で
は
な
く
、
子
ど
も
と
同
様
に
「
家
族
の
一
員
」（a m

em
ber of fam

ily

）
と
い
う
べ
き
地
位
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
単

身
者
や
独
居
老
人
に
と
っ
て
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
は
人
生
を
と
も
に
歩
む
「
伴
侶
動
物
」（com

panion anim
al

）
ま
た
は
「
心
の
友
」（soul 

m
ate

）
と
み
な
さ
れ
て
い
る

（
44
）

。

今
日
、
い
わ
ゆ
る
「
ペ
ッ
ト
大
国
」
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ペ
ッ
ト
動
物
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
。
主

な
も
の
と
し
て
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
に
よ
る
加
害
、
ま
た
は
ペ
ッ
ト
動
物
に
対
す
る
損
傷
、
住
宅
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
保
有
・
飼
育
と

六
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目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
四
三
）

ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
、
飼
主
の
損
害
賠
償
や
慰
謝
料
、
賃
貸
借
契
約
の
解
除
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
売
買
と
瑕
疵
担
保
責
任
、
獣
医
病
過
誤
、
工
場

畜
産
と
ペ
ッ
ト
動
物
の
屠
殺
、
研
究･

実
験
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
利
用
と
虐
待
と
い
っ
た
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
従
来
、
こ
れ
ら

が
議
論
さ
れ
て
き
た

（
45
）

。
近
年
、
と
り
わ
け
重
要
な
問
題
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
終
生
飼
養
に
関
す
る
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト

動
物
の
監
護
・
飼
養
の
問
題
で
あ
る
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
飼
主
の
高
齢
化
が
進
む
に
つ
れ
て
、
飼
主
の
死
亡
や
障
害
発
症
な
ど
に

よ
り
自
ら
飼
育
す
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
が
重
大
な
問
題
と
捉
え
ら
れ
、

こ
れ
が
議
論
さ
れ
て
い
る

（
46
）

。

⑵　

伝
統
的
な
法
律
観
と
ペ
ッ
ト
動
物
の
法
的
地
位

伝
統
的
な
法
概
念
に
よ
れ
ば
、
ペ
ッ
ト
動
物
は
、
権
利
の
客
体
に
す
ぎ
ず
、
権
利
を
取
得
す
る
法
的
地
位
に
は
な
い
。
従
っ
て
、
飼
主

が
特
定
の
財
産
を
ペ
ッ
ト
動
物
に
譲
渡
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た

（
47
）

。

こ
れ
に
対
し
、
飼
主
は
、
遺
言
や
死
因
贈
与
に
よ
り
、
ペ
ッ
ト
動
物
を
他
の
財
産
と
と
も
に
相
続
人
や
他
の
第
三
者
に
譲
渡
し
、
ペ
ッ
ト

動
物
の
監
護
や
飼
養
を
委
ね
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
た

（
48
）

。
し
か
し
、
財
産
の
譲
渡
を
受
け
た
相
続
人
や
受
遺
者
、
受
贈
者
が
そ
の
財
産
を
適

正
に
維
持
・
管
理
し
な
が
ら
、
実
際
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
の
た
め
に
用
い
る
と
い
う
保
障
は
ど
こ
に
も
な
い

（
49
）

。
最
悪
の
場
合
、

こ
れ
ら
の
者
が
ペ
ッ
ト
動
物
を
遺
棄
し
、
あ
る
い
は
、
安
楽
死
さ
せ
た
り
、
動
物
保
護
セ
ン
タ
ー
に
追
い
や
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
う

る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
、
飼
主
の
中
に
は
、
自
分
の
死
後
、
監
護
や
飼
育
が
期
待
で
き
な
い
ペ
ッ
ト
動
物
に
つ
い
て
、

遺
言
で
殺
処
分
や
安
楽
死
を
指
示
す
る
例
も
あ
り
、
こ
れ
が
虐
待
も
し
く
は
公
序
良
俗
違
反
に
該
当
し
な
い
か
否
か
、
議
論
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た

（
50
）

。

こ
の
よ
う
な
事
情
も
あ
っ
て
、
当
初
考
え
ら
れ
た
の
は
、
飼
主
が
委
託
者
と
な
り
、
自
分
の
死
後
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
目

六
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
四
四
）

的
と
し
て
特
定
の
財
産
と
と
も
に
ペ
ッ
ト
動
物
を
信
頼
の
お
け
る
受
託
者
に
信
託
譲
渡
し
、
受
託
者
を
し
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養

を
行
う
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
実
質
的
な
利
益
を
享
受
す
る
主
体
は
ペ
ッ
ト
動
物
で
あ
る
が
、
権
利
能
力
を
有
す
る
受
益

者
は
存
在
せ
ず
、
信
託
の
実
行
は
も
っ
ぱ
ら
受
託
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
れ
を
「
徳
義
的
信
託
」（honorary trust

）
と
称
し
た

（
51
）

。

徳
義
的
信
託
は
受
益
者
を
欠
く
非
公
益
目
的
の
特
殊
な
信
託
の
一
つ
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
有
効
に
成
立
す
る
た
め
に
は
、
受
託
者
が
信
頼

で
き
る
者
で
あ
る
と
か
、
他
に
信
託
の
履
行
を
監
督
す
べ
き
者
が
い
る
な
ど
、
信
託
の
実
現
を
確
保
で
き
る
措
置
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
要
求
さ
れ
た
。
ま
た
、
委
託
者
と
な
る
飼
主
の
意
思
も
単
な
る
願
望
で
は
足
ら
ず
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
と
い
う
目
的
が
明
確

で
あ
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
信
託
は
受
益
者
を
欠
く
も
の
と
し
て
無
効
と
さ
れ
た

（
52
）

。

こ
の
徳
義
的
信
託
の
考
え
方
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
の
が
、
制
定
法
上
の
「
ペ
ッ
ト
信
託
」
で
あ
る

（
53
）

。
現
在
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
、
判
例
・
学
説
の
議
論
を
経
て
、
特
定
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
と
い
う
目
的
の
た
め
の
信
託
（
い
わ
ゆ
る
ペ
ッ
ト
信
託
）
を
一
般
的
に
容

認
す
る
動
き
が
進
ん
で
お
り
、
統
一
法
典
お
よ
び
多
く
の
州
法
で
は
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
に
至
っ
て
い
る

（
54
）

。
そ
の
詳
細

は
後
述
す
る
が
、
徳
義
的
信
託
と
ペ
ッ
ト
信
託
の
違
い
は
、
徳
義
的
信
託
で
は
、
実
質
的
な
利
益
の
帰
属
主
体
は
ペ
ッ
ト
動
物
で
あ
る
が
、

法
形
式
上
、
受
益
者
は
存
在
せ
ず
、
信
託
の
実
行
は
も
っ
ぱ
ら
受
託
者
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
受

託
者
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有
者
と
な
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
委
託
者
は
実
際
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
す
る
世
話
人
（caretaker

）

を
指
名
し
、
世
話
人
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
条
件
に
必
要
な
飼
育
費
用
や
報
酬
な
ど
の
給
付
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場

合
、
世
話
人
が
実
質
的
な
受
益
者
と
し
て
扱
わ
れ
る

（
55
）

。
ま
た
、
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
受
託
者
に
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
を
確
実
に
実
行

さ
せ
る
た
め
に
、
委
託
者
の
指
名
に
よ
る
信
託
の
実
行
者
（trust enforcer
）
を
置
き
、
こ
の
者
に
受
託
者
を
監
督
さ
せ
る
と
と
も
に
、

信
託
実
行
者
の
指
名
が
な
い
と
き
は
裁
判
所
に
信
託
実
行
者
を
指
名
す
る
権
限
を
与
え
、
ま
た
、
不
適
任
な
受
託
者
に
つ
い
て
は
裁
判
所

六
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目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
四
五
）

が
受
託
者
を
解
任
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

（
56
）

。

飼
主
の
死
後
、
遺
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
確
実
に
行
い
う
る
法
的
手
段
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
制
定
法
に
お
い
て

ペ
ッ
ト
信
託
が
選
択
さ
れ
、
こ
れ
が
普
及
し
て
行
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
社
会
に
お
け
る
価
値
観
の
変
化
、
具
体
的
に
は
、
ペ
ッ
ト
動

物
と
飼
主
と
の
間
の
情
緒
的
な
強
い
絆
と
終
生
飼
養
の
考
え
方
の
普
及
、
そ
れ
に
伴
う
ペ
ッ
ト
動
物
の
法
的
地
位
の
高
揚
、
お
よ
び
ペ
ッ

ト
動
物
に
対
す
る
法
的
保
護
の
強
化
、
そ
し
て
、
ペ
ッ
ト
動
物
を
扱
う
取
引
市
場
の
活
性
化
な
ど
の
要
因
が
挙
げ
ら
れ
る

（
57
）

。
ま
た
、
そ
の

一
方
で
、
旧
来
の
伝
統
的
な
法
律
制
度
が
、
動
物
は
権
利
の
客
体
で
あ
っ
て
財
産
の
帰
属
主
体
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
人
間
以

外
の
ペ
ッ
ト
動
物
を
利
益
の
帰
属
主
体
と
し
て
も
信
託
の
不
適
切
な
実
行
に
対
し
て
権
利
の
主
張
や
適
切
な
財
産
の
管
理
を
主
張
す
る
手

段
が
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
い
わ
ゆ
る
徳
義
的
信
託
と
し
て
そ
の
有
効
性
を
例
外
的
に
認
め
る
一
部
の
裁
判
例
を
除
き
、
ペ
ッ
ト
動

物
の
監
護
や
飼
育
を
目
的
と
す
る
信
託
を
認
め
て
来
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
ジ
レ
ン
マ
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る
と
い
え
る

（
58
）

。

以
下
で
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の
統
一
法
典
、
お
よ
び
、
各
州
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
展
開
を
み
る
前
に
、

ア
メ
リ
カ
の
相
続
・
信
託
法
制
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

⑶　

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
相
続
・
信
託
の
法
制
度
と
統
一
法
典

被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
る
財
産
の
承
継
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
遺
言
お
よ
び
無
遺
言
相
続
制
度
の
も
と
で
、
検
認
手
続
を
通
じ
た
遺
言

執
行
な
い
し
遺
産
管
理
に
よ
る
検
認
財
産
の
承
継
を
定
め
る
と
と
も
に
、
信
託
な
ど
の
利
用
に
よ
る
非
検
認
財
産
の
承
継
を
認
め
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
州
ご
と
に
異
な
り
、
多
様
で
あ
る
。
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
を
受
け
て
い
た
が
、
連
邦

制
の
も
と
で
、
次
第
に
州
ご
と
に
異
な
る
家
族
法
や
相
続
法
を
形
成
し
て
行
っ
た

（
59
）

。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
る
財
産
の
承
継
は
、
遺
言
（testam

ent
）
や
無
遺
言
相
続
（intestacy

）
制
度
の
も
と
で
、
検

六
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
四
六
）

認
（probate

）
手
続
に
よ
っ
て
相
続
受
益
者
に
移
転
す
る
財
産
（
検
認
財
産
）
と
検
認
手
続
外
で
相
続
受
益
者
に
移
転
す
る
財
産
（
非
検
認

財
産
）
に
分
け
ら
れ
る
。
検
認
を
司
る
裁
判
所
が
「
検
認
裁
判
所
」（probate court

）
で
あ
り
、
検
認
裁
判
所
は
、
遺
言
の
検
認
の
み
な

ら
ず
、
被
相
続
人
の
遺
産
管
理
の
全
過
程
を
管
轄
す
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
産
管
理
の
開
始
、
遺
産
に
属
す
る
諸
財
産
の
収
集
、
債
権
者
ら

の
請
求
の
清
算
、
遺
産
の
決
算
や
分
配
な
ど
は
、
検
認
裁
判
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
検
認
遺
産
（probate estate

）
の
管
理
手
続
は
、

各
州
や
法
域
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。

一
般
的
な
概
要
と
し
て
は
、
被
相
続
人
が
死
亡
す
る
と
、
被
相
続
人
の
死
亡
時
の
住
所
地
の
法
域
に
お
け
る
裁
判
所
で
、
遺
言
の
検
認

手
続
が
行
わ
れ
る
。
通
常
、
検
認
は
、
他
の
者
へ
の
通
知
や
訴
状
の
発
せ
ら
れ
な
い
一
方
的
手
続
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
遺
言
が
検
認
に

付
さ
れ
る
と
、
遺
言
執
行
状
（letters of testam

entary

）
が
発
行
さ
れ
、
遺
言
執
行
者
は
遺
産
の
管
理
を
開
始
す
る
。
一
定
の
期
間
内
に

お
い
て
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
当
事
者
は
利
害
関
係
通
告
（caveat

）
を
提
出
し
、
厳
格
方
式
に
よ
る
遺
言
検
認
手
続
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
無
遺
言
相
続
で
遺
言
執
行
者
が
な
い
場
合
に
は
、
遺
産
管
理
人
の
選
任
手
続
が
行
わ
れ
、
遺
産
管
理
人
に
遺
産
管
理
状

（letters of adm
inistration

）
を
発
行
す
る
。
被
相
続
人
の
事
務
を
監
督
す
る
遺
言
執
行
者
や
遺
産
管
理
人
と
い
っ
た
人
格
代
表
者
は
信
認

義
務
を
負
い
、
遺
産
の
目
録
を
作
成
し
て
被
相
続
人
の
財
産
を
収
集
す
る
。
そ
し
て
、
被
相
続
人
の
遺
産
に
属
す
る
財
産
の
管
理
を
行
う
。

そ
の
中
で
、
被
相
続
人
の
債
権
者
へ
の
弁
済
や
税
金
の
支
払
い
な
ど
を
行
い
、
最
終
的
に
残
っ
た
遺
産
に
つ
き
権
原
を
有
す
る
者
へ
の
分

配
を
行
う
こ
と
に
な
る

（
60
）

。

被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
る
財
産
の
承
継
に
つ
い
て
は
、
非
検
認
の
移
転
方
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
財
産
の
承
継
が
よ
り
一
般
的
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
お
り
、
合
有
財
産
権
（joint tenancy

）
に
よ
る
不
動
産
や
動
産
の
共
同
所
有
、
生
命
保
険
の
利
用
、
死
亡
時
支
払
条
項
付
き

の
契
約
、
信
託
の
利
用
な
ど
は
、
そ
の
主
た
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
非
検
認
譲
渡
は
正
式
の
遺
言
よ
り
も
簡
便
で
あ
り
、
ま

六
八



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
四
七
）

た
、
遺
言
の
場
合
、
要
式
を
欠
く
と
無
効
と
な
り
、
遺
言
者
の
意
思
が
反
映
さ
れ
な
く
な
る
恐
れ
が
大
き
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る

（
61
）

。

信
託
に
つ
い
て
い
え
ば
、
財
産
が
信
託
に
付
さ
れ
た
場
合
、
受
託
者
は
一
人
ま
た
は
数
人
の
指
定
受
益
者
の
利
益
の
た
め
に
財
産
を
保

有
し
、
受
益
者
は
生
涯
不
動
産
権
（estate for life

）、
残
余
権
（rem

ainder

）、
そ
の
他
の
権
利
を
取
得
す
る
。
信
託
財
産
は
、
信
託
証

書
の
条
項
に
従
っ
て
、
受
託
者
に
よ
り
受
益
者
に
分
配
さ
れ
る
。
被
相
続
人
の
遺
言
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
遺
言
信
託
（testam

entary 

trust

）
の
場
合
、
信
託
財
産
は
検
認
手
続
を
通
じ
て
受
託
者
に
移
転
さ
れ
る
が
、
被
相
続
人
の
生
存
中
に
設
定
さ
れ
た
生
前
信
託
（inter 

vivo trust

）
の
場
合
に
は
、
受
託
者
に
お
い
て
保
有
さ
れ
て
い
る
財
産
は
検
認
手
続
に
服
さ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
信
託
財
産
の
管
理
や
分

配
は
そ
の
も
と
と
な
る
信
託
契
約
、
そ
れ
ら
の
捺
印
証
書
（deed

）
の
諸
条
項
と
一
致
す
る
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ

リ
カ
で
は
、
遺
言
の
代
わ
り
に
信
託
の
利
用
も
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
る
財
産
の
承
継
に
つ
い
て
、
遺
言
お
よ
び
無
遺
言
相
続
制
度
の
も
と
で
、
検

認
手
続
を
通
じ
た
遺
言
執
行
な
い
し
遺
産
管
理
に
よ
る
検
認
財
産
の
承
継
を
定
め
、
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、
信
託
な
ど
の
利
用
に
よ
る
非

検
認
財
産
の
承
継
を
認
め
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
州
ご
と
に
異
な
り
、
多
様
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
統
一
法
典
に
よ

る
相
続
・
遺
言
法
制
の
統
制
が
早
く
か
ら
企
図
さ
れ
て
き
た
。

以
下
で
は
、
二
つ
の
統
一
法
典
に
設
け
ら
れ
た
ペ
ッ
ト
信
託
の
規
定
、
す
な
わ
ち
、『
統
一
検
認
法
典
』（U

P
C
§

2-907

）、『
統
一
信
託

法
典
』（U

T
C
§

408

）
に
つ
い
て
、
両
者
の
変
遷
と
規
定
の
違
い
を
み
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・

飼
養
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
高
齢
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
誰
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、

そ
の
た
め
に
必
要
な
飼
育
費
用
は
ど
の
程
度
か
と
い
う
点
に
議
論
の
中
心
が
置
か
れ
、
そ
の
た
め
の
法
的
手
段
が
模
索
さ
れ
て
い
る

（
62
）

。

六
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
四
八
）

⑷　
U
PC§

2-907

の
規
律
と
内
容

ま
ず
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
創
設
に
関
す
る
制
定
法
上
の
動
き
は
、
一
九
九
〇
年
に
始
ま
っ
た
。「
統
一
州
法
委
員
全
国
会
議
」（N

ational 

C
onference of C

om
m
issioners on U

niform
 S

tate L
aw

s: N
C
C
U
S
L

│
現U

niform
 L

aw
 C

om
m
ission: U

L
C

）
と
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会

（A
m
erican B

ar A
ssociation: A

B
A

）
は
、
統
一
法
典
に
よ
る
相
続
・
遺
言
法
制
の
統
制
を
図
る
た
め
、
一
九
六
九
年
に
『
統
一
検
認
法

典
』（U

niform
 P

robate C
ode: U

P
C

）
を
公
表
し
、
各
州
に
そ
の
採
択
を
働
き
か
け
た

（
63
）

。
そ
し
て
、
一
九
九
〇
年
、
統
一
州
法
全
国
委
員

会
会
議
は
、
す
で
に
公
表
し
て
い
た
『
統
一
検
認
法
典
』
を
改
定
し
、
そ
の
中
に
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
二
つ
の
項
目
を
も
っ
た
新
た
な

規
定
（U

P
C
§

2-907

）
を
設
け
た
。U

P
C
§

2-907

に
つ
い
て
は
、
一
九
九
三
年
に
も
改
正
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
規
定
の
整
備
が
行
わ
れ

て
い
る
（
本
稿
末
尾
「
資
料
2
」）。

ア　

一
九
九
〇
年
の
改
正

一
九
九
〇
年
改
正
の
『
統
一
検
認
法
典
』
が§

2-907

に
お
い
て
定
め
る
ペ
ッ
ト
信
託
は
、
二
つ
の
項
目
か
ら
成
る
。
一
つ
は
、
従
来

の
裁
判
例
に
よ
り
例
外
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
「
徳
義
的
信
託
」（honorary trust

）
を
正
面
か
ら
認
め
る
も
の
で
、
受
益
者
の
い
な
い

非
公
益
以
外
の
目
的
の
信
託
で
あ
る
（U

P
C
§

2-907⒜
）。
こ
れ
は
、
信
託
目
的
の
実
行
は
受
託
者
の
裁
量
権
限
に
属
し
、
そ
の
存
続
期

間
は
委
託
者
の
死
後
二
一
年
以
内
に
限
り
有
効
と
す
る
「
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
」（R

ule A
gainst P

erpetuity: R
A
P

）
に
従
う
こ
と
を

条
件
に
認
め
ら
れ
る
。
内
容
の
点
か
ら
み
れ
ば
、
一
九
五
七
年
に
改
定
の
『
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
﹇
第
二
版
﹈』（R

estatem
ent

﹇S
econd

﹈of T
rust

（1957

））
一
二
四
条

（
64
）

と
同
様
の
徳
義
的
信
託
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
つ
は
、
指
定
さ
れ
た
家
庭
用
動
物
（dom

estic anim
al

）
ま
た
は
ペ
ッ
ト
動
物
（pet anim

al

）、
お
よ
び
そ
の
動
物
の
子

（off spring

）
の
世
話
（care

）
を
目
的
と
す
る
「
ペ
ッ
ト
信
託
」（pet trust

）
で
あ
る
（U

P
C
§

2-907⒝

）。
こ
れ
は
、
実
質
的
な
利
益
帰

七
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
四
九
）

属
主
体
を
ペ
ッ
ト
動
物
と
し
な
が
ら
、
信
託
設
定
後
二
一
年
以
内
ま
た
は
対
象
動
物
の
死
亡
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
早
い
期
限
の
到
来
で
終

了
す
る
信
託
で
あ
る
。
終
了
時
期
を
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
た
点
に
つ
き
、
起
草
者
で
あ
る
統
一
州
法
委
員
全
国
会
議
は
、
従
来
の
取
扱
い
を

根
本
的
か
つ
急
進
的
に
改
め
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
点
に
配
慮
し
た
と
説
明
し
て
い
る

（
65
）

。

こ
の
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
るU

P
C
§

2-907⒝

は
、
一
九
九
〇
年
の
改
正
の
時
点
で
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
定
す
る
場
合
に
、
次
の
よ

う
な
規
律
に
従
う
も
の
と
し
て
い
た
。

第
一
に
、
拠
出
さ
れ
た
信
託
財
産
は
、
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
に
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
受
託
者
が
目
的
外
に
流
用
す
る
こ

と
を
禁
じ
た
（U

P
C
§

2-907⒝
⑸

）。

第
二
に
、
委
託
者
は
、
受
託
者
と
は
別
に
、
実
際
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
す
る
世
話
人
（caretaker

）
を
指
名
し
、
世
話
人
を
し
て

ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
に
あ
た
ら
せ
、
こ
れ
に
必
要
な
飼
育
費
用
や
報
酬
な
ど
の
給
付
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
た
（U

P
C

§
2-907⒝

⑶
ⅲ

）。
こ
の
場
合
、
世
話
人
が
実
質
的
な
受
益
者
と
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
委
託
者
は
、
信
託
証
書
に
お
い
て
指
名
し
た
信
託
の
実
行
者
（trust enforcer

）
に
、
委
託
者
が
意
図
し
た
信
託
目
的
を
実

行
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
た
（U

P
C
§

2-907⒝
⑸

）。
ま
た
、
信
託
実
行
者
が
指
名
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
第
三
者
か
ら
の

申
立
て
に
基
づ
き
、
信
託
実
行
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
（U

P
C
§

2-907⒝
⑸

）。

第
四
に
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
引
受
け
を
容
易
に
し
、
受
託
者
に
よ
り
拒
絶
さ
れ
な
い
た
め
に
、
受
託
者
に
は
通
常
の
信
託
で
要
求
さ
れ
る

忠
実
義
務
や
信
託
財
産
の
分
別
管
理
義
務
、
帳
簿
作
成
・
報
告
義
務
な
ど
の
信
認
関
係
上
の
義
務
が
免
除
さ
れ
る
と
し
た
（U

P
C
§

2-907

⒝
⑹

）。
第
五
に
、
受
託
者
が
指
名
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
委
託
さ
れ
た
信
託
事
務
を
受
託
者
が
履
行
し
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は

七
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
五
〇
）

別
の
受
託
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
（U

P
C
§

2-907⒝
⑼

）。
こ
の
場
合
、
指
名
さ
れ
た
後
任
の
受
託
者
に
信
託
財
産
を
譲

渡
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（U

P
C
§

2-907⒝
⑼

）。

第
六
に
、
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
の
使
用
に
必
要
で
な
い
財
産
（
超
過
財
産
）
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
を

認
め
た
（U

P
C
§

2-907⒝
⑻

）。
こ
の
超
過
財
産
の
減
額
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
に
不
平
不
満
を
抱
く
相
続
人

に
干
渉
の
機
会
を
与
え
る
も
の
で
、
裁
判
所
が
命
じ
る
減
額
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
が
見
失
わ
れ
る
恐
れ
も
否

定
で
き
な
い
。

第
七
に
、「
緩
や
か
な
解
釈
基
準
」（liberal rule of interpretation

）
を
採
用
し
、
委
託
者
の
意
思
し
た
目
的
が
単
な
る
願
望
で
は
な
く
、

徳
義
的
信
託
と
区
別
し
て
積
極
的
に
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
を
認
め
る
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
に
「
外

部
証
拠
」（extrinsic evidence

）
の
利
用
を
認
め
た
（U

P
C
§

2-907⒝
⑺

）。

イ　

一
九
九
三
年
の
改
正

U
P
C
§

2-907

は
、
そ
の
後
、
一
九
九
三
年
に
も
改
正
さ
れ
た
。
主
な
改
正
点
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
、
委
託
者
の

死
後
二
一
年
以
内
ま
た
は
対
象
動
物
の
死
亡
ま
で
の
期
間
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
早
く
到
来
し
た
時
点
で
ペ
ッ
ト
信
託
は
終
了
す
る
と
し
て

い
た
の
を
、
生
き
て
い
る
対
象
動
物
が
死
亡
し
た
時
に
終
了
す
る
と
し
、
委
託
者
の
死
後
二
一
年
以
内
の
ル
ー
ル
を
定
め
た
永
久
拘
束
禁

止
の
原
則
（
Ｒ
Ａ
Ｐ
）
の
適
用
を
完
全
に
排
除
す
る
改
正
を
行
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
結
果
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
存
続
期
間
は
生
き
て
い

る
対
象
動
物
の
生
命
を
基
準
と
す
る
も
の
と
な
り
、
さ
ら
に
一
層
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
保
護
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に

関
連
し
て
、
一
九
九
三
年
の
改
正
で
は
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
範
囲
か
ら
「
子
」（off spring

）
を
削
除
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
に
伴
い
、
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
遺
言
者
の
死
亡
後
の
財
産
の
処
分
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
信
託

七
二



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
五
一
）

財
産
の
明
確
化
を
図
っ
た
（§

2-907⒞
⑵ （

66
）

）。

形
式
の
面
で
も
、U

P
C
§

2-907

は
、
一
九
九
三
年
の
改

正
に
よ
り
条
文
の
配
置
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ッ
ト
信
託

の
設
定
と
終
了
に
関
す
る
⒝
項
の
本
文
に
項
目
⑵﹇
信
託
の

終
了
﹈
と
⑺﹇
緩
や
か
な
解
釈
基
準
と
外
部
証
拠
﹈
を
移
動

し
て
挿
入
し
、
新
た
に
⒝
項
と
す
る
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た

項
目
⑴
と
⑶
〜
⑹
、
お
よ
び
⑻
・
⑼
を
新
た
に
⒞
項
と
し
て

「
徳
義
的
信
託
と
ペ
ッ
ト
信
託
に
適
用
さ
れ
る
付
加
規
定
」

の
見
出
し
の
も
と
に
項
目
⑴
〜
⑺
と
し
た
（
上
記
【
表
3
】

「U
P
C
§

2-907

の
新
旧
両
規
定
の
比
較
と
改
正
点
」）。

現
行
のU

P
C
§

2-907

に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
末
尾
に
資

料
と
し
て
掲
げ
た
（「
資
料
2
」）。
後
述
す
る
よ
う
に
、

二
〇
一
五
年
七
月
現
在
、
一
二
の
州
がU

P
C
§

2-907

を
採

択
し
て
い
る
（
本
稿
の
末
尾
（
資
料
1
）【
表
5
】「
ア
メ
リ
カ
各

州
の
『
ペ
ッ
ト
信
託
法
』
①

（
67
）

」）。

ウ　
U
P
C
§

2-907

の
抱
え
る
問
題
点

以
上
の
検
討
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す

【表 3】　UPC§2-907の新旧両規定の比較と改正点

UPC1990年版 §2-907 UPC1993年版 §2-907 改正点

1 ⒜項：徳義的信託（設立と終了） ⒜項：徳義的信託（設立と終了） 文言を整理

2 ⒝項：ペット信託（設立と終了、

付加規定）

⒝項：ペット信託（設立と終了） 旧⒝の⑵と⑺を挿

入し、文言を整理。

RAPの適用を排除

⒞項：徳義的信託とペット信託

に適用される付加規定

（新規定）

3 ⒝項 ⒞項

⑴ 信託財産の使用 ⑴ 信託財産の使用 別段の定めを挿入

⑵ 信託の終了 （⒝項本文に移行）

⑶ 残余財産の帰属 ⑵ 残余財産の帰属

⑷ 残余権条項 ⑶ 残余権条項

⑸ 信託の実行者 ⑷ 信託の実行者

⑹ 信任義務の排除、報酬 ⑸ 信任義務の排除、報酬

⑺ 緩やかな解釈基準と外部

証拠の利用

（⒝項本文に移行）

⑻ 超過財産の減額 ⑹ 超過財産の減額

⑼ 後継受託者の選任と裁判

所の命令・決定

⑺ 後継受託者の選任と裁判

所の命令・決定

七
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
五
二
）

るU
P
C
§

2-907

は
、
二
度
の
改
正
を
経
て
、
完
成
度
の
高
い
規
定
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
り
、U

P
C
§

2-907

の

抱
え
る
問
題
点
の
す
べ
て
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

（
68
）

。

第
一
に
、
一
九
九
三
年
のU

P
C
§

2-907

の
改
正
に
よ
り
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
対
象
と
な
る
「
動
物
の
子
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た

が
（U

P
C
§

2-907⒝

）、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
か
ら
生
ま
れ
た
子
は
当
該
ペ
ッ
ト
信
託
の
対
象
動
物
に
含
め
て
保
護
さ
れ
る
の
か
ど

う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
、
そ
こ
ま
で
考
え
て
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
立
す
る
飼
主
は
多
く
な
い
と
し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
問
題
の
影
響
は
小

さ
い
と
の
指
摘
も
あ
る

（
69
）

。

第
二
に
、
一
九
九
〇
年
のU

P
C
§

2-907

の
制
定
当
初
か
ら
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
受
託
者
に
は
信
認
関
係
に
由
来
す
る
忠
実
義
務

や
分
別
管
理
義
務
、
帳
簿
作
成
・
報
告
義
務
な
ど
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
三
年
のU

P
C
§

2-907

の
改
正
に
お
い
て
も
、
こ
の
点

に
変
更
は
な
い
。
信
認
関
係
上
の
義
務
の
免
除
に
よ
り
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
受
託
者
に
は
積
極
的
な
引
受
け
と
自
ら
の
裁
量
に
基
づ
く
効
率

性
の
追
求
を
期
待
で
き
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
受
託
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
維
持
管
理
が
疎
か
に
な
り
、
ペ
ッ

ト
動
物
の
世
話
に
支
障
が
生
じ
る
懸
念
も
否
定
で
き
な
い

（
70
）

。
こ
の
点
、U

P
C
§

2-907

に
は
、
別
途
、
信
託
の
実
行
者
を
置
く
こ
と
が
定

め
ら
れ
（U

P
C
§

2-907⒞
⑷

）、
ま
た
、
別
の
受
託
者
の
指
名
に
関
す
る
手
続
も
定
め
ら
れ
て
い
る
（U

P
C
§

2-907⒞
⑺

）。
し
か
し
、
受

託
者
が
信
託
事
務
の
履
行
を
怠
っ
た
場
合
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
規
定
の
条
文
上
、
明
確
で
は
な
い

（
71
）

。

第
三
に
、
裁
判
所
は
超
過
財
産
を
減
額
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
（U

P
C
§

2-907⒞
⑹

）、
当
該
動
物
の
実
情
を
よ
く
知
り
う
る
の
は

財
産
を
信
託
財
産
と
し
て
拠
出
し
た
飼
主
で
あ
り
、
信
託
設
定
の
委
託
者
で
あ
る
。
信
託
財
産
が
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
の
使
用
に
必

要
な
範
囲
を
超
え
る
か
ど
う
か
を
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
、
単
純
に
拠
出
さ
れ
た
財
産
の
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
機
能
を
阻
害
す
る
恐
れ
が
あ
る

（
72
）

。

七
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
五
三
）

⑸　
U
T
C§
408

の
規
律
と
内
容

前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
相
続
外
の
財
産
承
継
と
し
て
信
託
制
度
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
こ
の
信
託
制
度
に
つ
い

て
も
、
統
一
的
か
つ
包
括
的
な
信
託
法
の
制
定
を
企
図
し
て
、『
統
一
信
託
法
典
』（U

niform
 T

rust C
ode: U

T
C

）
が
前
述
の
統
一
州
法

委
員
全
国
会
議
（N

C
C
U
S
L

）
よ
り
二
〇
〇
〇
年
に
公
表
さ
れ
て
い
る

（
73
）

。
そ
の
採
択
は
州
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
採
択
さ
れ
る

な
ら
ば
州
法
と
な
る
た
め
、
法
源
に
準
ず
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。『
統
一
信
託
法
典
』
の
特
徴
は
、
同
法
典
が
定
め
る
規
定

の
包
括
性
お
よ
び
体
系
性
に
あ
る
ほ
か
、
判
例
の
準
則
を
定
め
た
二
〇
〇
三
年
の
『
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
﹇
第
三
版
﹈』

（R
estatem

ent 

﹇T
hird

﹈ of T
rust (2003)

）
と
の
連
携
に
も
配
慮
し
、
任
意
法
規
性
を
鮮
明
に
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
、
撤
回
可
能
な
信
託

（revocable trust

）
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
規
定
を
置
い
て
い
る
点
に
あ
る
。

こ
の
『
統
一
信
託
法
典
』
は
、
第
四
〇
九
条
で
、「
確
定
さ
れ
た
受
益
者
が
存
在
し
な
い
非
公
益
目
的
の
信
託
」（non-charitable trust 

w
ithout ascertainable benefi ciary

）
に
関
す
る
一
般
規
則
を
定
め
る
（U

T
C
§

409

）
と
と
も
に
、
第
四
〇
八
条
に
お
い
て
、「
動
物
の
世

話
の
た
め
の
信
託
」（trust for care of anim

al
）
に
関
す
る
特
別
規
定
を
設
け
た
（U

T
C
§

408 （
74
）

）（
本
稿
末
尾
「
資
料
3
」）。
す
な
わ
ち
、

「
信
託
は
、
委
託
者
の
生
存
中
、
生
き
て
い
る
動
物
の
世
話
の
た
め
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（U

T
C
§

408⒜

）。
こ
れ
に
よ
り
、

ペ
ッ
ト
信
託
が
正
面
か
ら
認
め
る
と
と
も
に
、
対
象
と
な
る
動
物
の
懐
胎
中
の
生
命
や
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
も
、
委
託
者
の

生
存
中
で
広
く
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
75
）

。

ま
た
、
こ
のU

T
C
§

408

は
、
受
益
者
の
い
な
い
ペ
ッ
ト
信
託
の
実
行
を
確
保
す
る
た
め
に
、
信
託
の
実
行
者
を
指
名
し
て
置
く
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
動
物
福
祉
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
信
託
実
行
者
の
指
名
ま
た
は
解
任
を
裁
判
所
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と

を
認
め
た
（U

T
C
§

408⒝

）。
さ
ら
に
、
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
の
使
用
に
必
要
な
額
を
超
え
た
信
託
財
産
（
い
わ
ゆ
る
超
過
財
産
）
に

七
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
五
四
）

つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
単
に
減
額
を
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
利
害
関
係
を
有
す
る
残
余
財
産
の
帰
属
権
利
者
や
委
託
者
の
相
続
人
の

資
産
状
況
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
分
配
の
可
否
を
判
断
し
て
行
く
こ
と
を
定
め
た
（U

T
C
§

408

）。

以
上
、
右
にU

T
C
§

408

の
特
徴
と
い
う
べ
き
も
の
を
挙
げ
、
そ
の
概
要
と
い
う
べ
き
も
の
を
摘
示
し
た
が
、
そ
の
法
的
意
義
に
つ
い

て
は
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
信
託
を
定
め
たU

P
C
§

2-907

は
、
一
九
九
〇
年
と

一
九
九
三
年
の
二
度
の
改
正
を
経
て
各
州
に
お
け
る
そ
の
採
択
を
促
し
て
行
っ
た
が
、
問
題
点
を
抱
え
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

U
T
C
§

408

は
、U

P
C
§

2-907

が
抱
え
る
問
題
点
の
い
く
つ
か
を
解
消
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、U

T
C
§

408

は
、U

T
C
§

2-907

と
比

べ
て
み
て
も
、
高
齢
の
飼
主
に
と
っ
て
よ
り
好
ま
し
い
ペ
ッ
ト
信
託
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
76
）

。

ま
た
、U

T
C
§

408

は
、U

P
C
§

2-907

が
採
用
し
て
い
る
「
緩
や
か
な
解
釈
基
準
」
や
「
外
部
証
拠
」
の
使
用
を
排
除
す
る
と
と
も

に
、U

P
C
§

2-907

が
受
託
者
に
免
除
し
た
信
認
関
係
に
由
来
す
る
忠
実
義
務
や
信
託
財
産
の
分
別
管
理
義
務
、
帳
簿
作
成
・
報
告
義
務

な
ど
、
通
常
の
信
託
に
要
求
さ
れ
る
信
認
関
係
上
の
義
務
を
受
託
者
に
対
し
て
課
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、U

T
C
§

408

は
、
信
託
法

の
一
般
法
理
と
の
関
係
で
も
ペ
ッ
ト
信
託
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
る
と
と
も
に
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
保
護
と
い
う
観
点
で
は
、
こ
れ
を
よ
り

一
層
促
進
す
る
法
的
基
盤
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、U

T
C
§

408

が
外
部
証
拠
の
採
用
を
排
除
し
た

こ
と
は
、
超
過
財
産
の
減
額
に
あ
た
り
裁
判
所
の
恣
意
的
な
判
断
を
許
す
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

実
務
上
の
留
意
点
と
し
て
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
に
あ
た
り
、
遺
言
や
契
約
が
思
わ
ぬ
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
た
め
に
、
委

託
者
の
意
図
し
た
目
的
を
明
確
に
し
、
拠
出
さ
れ
る
財
産
と
そ
の
使
途
、
受
託
者
お
よ
び
世
話
人
な
ど
を
指
名
し
た
う
え
で
、
残
余
財
産

の
帰
属
権
者
な
ど
を
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う

（
77
）

。

現
行
のU

T
C
§

408

に
つ
い
て
は
、§

409

と
併
せ
て
本
稿
の
末
尾
に
資
料
と
し
て
掲
げ
た
（「
資
料
3
」）。
後
述
す
る
よ
う
に
、

七
六



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
五
五
）

二
〇
一
五
年
七
月
現
在
、
二
二
州
と
一
地
区
でU

T
C

§
408

が
採
択
さ
れ
て
い
る
（
本
稿
の
末
尾
（
資
料
1
）【
表

5
】「
ア
メ
リ
カ
各
州
の
『
ペ
ッ
ト
信
託
法
』
①

（
78
）

」）。

2　

U
P
C
§
2-907

とU
TC
§
408

の
比
較

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
信

託
に
関
す
るU

P
C
§

2-907

とU
T
C
§

408

は
、
主
要
な

点
で
共
通
す
る
が
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
微
妙
に
異
な
る

点
が
い
く
つ
か
あ
る
。
上
記
【
表
4
】「U

P
C
§

2-907

とU
T
C
§

408

に
お
け
る
ペ
ッ
ト
信
託
の
比
較
」
は
、
両

者
の
差
異
に
つ
い
て
、
六
つ
の
項
目
│
設
定
、
終
了
、
目

的
、
履
行
確
保
、
信
託
財
産
の
減
額
、
お
よ
び
、
残
余
財

産
の
帰
属
│
を
整
理
し
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

み
る
と
、
同
じ
ペ
ッ
ト
信
託
で
あ
り
な
が
ら
、
両
者
の
間

に
は
次
の
よ
う
な
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
79
）

。

第
一
に
、U

P
C
§

2-907

に
よ
る
と
、
信
託
終
了
時
に

費
消
さ
れ
な
い
で
残
存
し
て
い
る
信
託
財
産
は
、
信
託
証

【表 4】　UPC§2-907と UTC§408におけるペット信託の比較

UPC§2-907 UTC§408

設
定

指定された家庭用動物またはペット動物の世

話のための信託は、有効である（§2-907⒝）。

信託は、委託者の生存中、生きている動物の

世話のために設定することができる（§408⒜）。

終
了

信託は、当該動物が生存しなくなったときに

終了する（§2-907⒝）。

信託は、当該動物の死亡により終了する

（§408⒜）。

目
的

信託の意図された使用は、信託証書の中でそ

の目的のために指名された者または裁判所に

より実行される（§2-907⒞⑷）。

信託の意図された使用は、信託証書の中でそ

の目的のために指名された者または裁判所に

より実行される（§408⒝）。

履
行
確
保

個々人は、信託証書に信託を実行するため指

名された者がいない場合には、裁判所にその

者を指名するように申立てることができる

（§2-907⒞⑷）。裁判所は、譲渡人の意図を

実行するために、他の命令、決定、ないし助

言をすることができる（§2-907⒞⑺）。

個々人は、信託証書に信託を実行するため指

名された者がいない場合には、裁判所にその

者を指名するように請求することができる

（§408⒝）。

減
額

裁判所は、譲渡された財産の額が実質的に意

図された使用に必要な額を超えるときは、そ

の額を減ずることができる（§2-907⒞⑹）。

信託の価額が信託で意図された使用に必要な

額を超えるときは、裁判所はそれを修正する

ことができる（§408⒞）。

残
余
財
産

残余の信託財産は、信託証書における指示も

しくは委託者の遺言に従い、指示も遺言もな

ければ、委託者の相続人に譲渡されなければ

ならない（§2-907⒞⑵）。

残余の財産は、信託証書に別段の定めがある

場合を除き、委託者または委託者の相続人に

分配しなければならない（§408⒞）。

七
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
五
六
）

書
の
定
め
る
と
こ
ろ
ま
た
は
遺
言
書
に
よ
り
分
配
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
委
託
者
の
相
続
人
に
譲
渡
さ
れ
る
（U

P
U
§

2-907⒞

⑵

）。
信
託
財
産
の
額
が
意
図
さ
れ
た
使
用
に
必
要
な
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
信
託
財
産
を
減
額
し
、
減
額
部
分
は
い
ま
だ

消
費
さ
れ
な
い
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
（U

P
C
§

2-907⒞
⑸

）。
こ
れ
に
対
し
、U

T
C
§

408

で
は
、
信
託
財
産
は
信
託
の
意
図
さ
れ
た
目

的
に
の
み
使
用
さ
れ
、
信
託
財
産
の
価
額
が
意
図
さ
れ
た
使
用
の
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
調
整
し
、
超
過
財
産
は
信

託
条
項
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
委
託
者
ま
た
は
委
託
者
の
相
続
人
に
譲
渡
さ
れ
る
（U

T
C
§

408⒞

）。

第
二
に
、U

P
C
§

2-907
は
、
公
益
以
外
の
目
的
で
受
益
者
の
い
な
い
信
託
と
し
て
、
指
名
さ
れ
た
家
庭
用
動
物
ま
た
は
ペ
ッ
ト
動
物

の
世
話
の
た
め
の
信
託
と
は
別
に
、
こ
れ
と
並
ん
で
受
託
者
の
裁
量
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
徳
義
的
信
託
も
二
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
で
有

効
と
す
る
（U

P
U
§

2-907⒜

）。
い
ず
れ
の
信
託
に
お
い
て
も
、
信
託
の
基
本
財
産
ま
た
は
収
益
の
意
図
さ
れ
た
使
用
は
、
信
託
証
書
に

記
載
の
目
的
の
た
め
に
指
名
さ
れ
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
者
が
い
な
け
れ
ば
、
個
々
人
の
申
立
て
に
よ
り
裁
判
所
が
指
名
し

た
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
す
る
（U
P
C
§

2-907⒞
⑷

）。
こ
れ
に
対
し
、U

T
C
§

408

で
は
、
公
益
以
外
の
目
的
で
受
益
者
の
い
な
い
信
託

は
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
の
た
め
の
信
託
の
み
を
認
め
（U

T
C
§

408⒜

）、
信
託
条
項
で
指
名
さ
れ
た
者
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
者
が
い

な
け
れ
ば
、
裁
判
所
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
す
る
（U

T
C
§

408⒝

）。

第
三
に
、U

P
C
§

2-907

は
、
信
託
証
書
で
信
託
を
実
行
す
る
受
託
者
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
指
定
さ
れ
た
受
託
者

が
自
ら
進
ん
で
信
託
事
務
を
履
行
し
な
い
か
、
ま
た
は
で
き
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
受
託
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
（U

P
C
§

2-907

⑺

）。
こ
れ
に
対
し
、U

T
C
§

408

で
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
裁
判
所
に
対
し
、
信
託
を
実
行
す
る
者
の
指
名
ま
た
は
指
名
さ
れ

た
者
の
解
任
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
（U

P
C
§

2-907⒝

）。

七
八



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
五
七
）

3　

ア
メ
リ
カ
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
制
定
と
規
律
内
容

⑴　

各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
系
譜

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
各
州
が
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
規
定
を
制
定
法
に
取
り
込
み
、
そ
の
設
定
を
よ
り
積
極
的
に
働
き
か
け
た
こ

と
に
よ
り
、
急
速
に
発
展
し
て
行
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
実
質
的
な
要
因
と
し
て
、
ペ
ッ
ト
動
物
と
飼
主
と
の
間

の
情
緒
的
な
強
い
絆
と
終
生
飼
養
の
考
え
方
の
普
及
、
そ
れ
に
伴
う
ペ
ッ
ト
動
物
の
法
的
地
位
の
高
揚
、
お
よ
び
ペ
ッ
ト
動
物
に
対
す
る

法
的
保
護
の
強
化
、
そ
し
て
、
ペ
ッ
ト
動
物
を
扱
う
取
引
市
場
の
活
性
化
と
い
う
要
因
が
大
き
く
作
用
し
て
い
る

（
80
）

。
こ
の
よ
う
な
ペ
ッ
ト

動
物
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飼
主
の
死
後
ま
た
は
障
害
な
ど
の
発
症
後
、
遺
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養

を
確
実
に
行
い
う
る
法
的
手
段
を
既
存
の
法
律
制
度
が
十
分
に
提
供
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、

『
統
一
検
認
法
典
』
が
一
九
九
〇
年
の
改
正
に
よ
り
徳
義
的
信
託
と
並
ん
で
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
を
認
め
（U

P
C
§

2-907

）、
さ
ら
に

一
九
九
三
年
の
改
正
に
よ
り
ペ
ッ
ト
信
託
の
問
題
点
を
改
善
し
て
、
そ
の
採
択
を
各
州
に
働
き
か
け
た
と
い
う
事
情
が
大
き
く
影
響
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
『
統
一
信
託
法
典
』
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
中
で
ペ
ッ
ト
信
託
に
関

す
る
規
定
（U

T
C
§

408

）
を
設
け
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
採
択
を
各
州
に
働
き
か
け
た
こ
と
に
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
各
州
で
は
、
こ
れ
ま
で
四
六
の
州
と
一
地
区
に
お
い
て
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
法
律
が
制
定

さ
れ
、
残
る
未
制
定
州
は
四
州
（
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
お
よ
び
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
）
で
あ
っ
た
。
最
近
の
デ
ー
タ
に
よ

る
と
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
お
よ
び
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の
二
州
で
、
新
た
に
ペ
ッ
ト
信
託
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
（M

iss. C
ode§

91-8-408 

﹇2014

﹈; K
en. R

ev. S
tat. A

nn. T
it. 33, C

h. 386B
.4-080 

﹇2015 （
81
）

﹈）。
こ
の
結
果
、
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
も
た
な
い
州
は
、
二
〇
一
五
年
七
月

現
在
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
と
ミ
ネ
ソ
タ
の
二
州
と
な
っ
た
。

七
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
五
八
）

各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
大
半
が
前
述
のU

P
C
§

2-907

ま
た
はU

T
C
§

408

の
い
ず
れ
か
に
根
拠
を
置

き
、
そ
の
規
律
に
従
っ
て
規
定
を
設
け
て
い
る
（
本
稿
の
末
尾
（
資
料
1
）「
ア
メ
リ
カ
各
州
の
『
ペ
ッ
ト
信
託
法
』
①
②
」）。
こ
の
ほ
か
、
独

自
に
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
法
律
を
制
定
す
る
州
も
い
く
つ
か
存
在
す
る

（
82
）

。

⒜　

U
P
C
§

2-907

に
根
拠
を
も
つ
州
法

U
P
C
§

2-907
を
採
択
す
る
の
は
、
次
の
一
二
州
、
す
な
わ
ち
、
ア
ラ
ス
カ
州
（A

las. S
tat.§

19-12.907

）、
ア
リ
ゾ
ナ
州
（A

riz. R
ev. 

S
tat.§

14-10408

）、
コ
ロ
ラ
ド
州
（C

olo. R
ev. S

tat.§
15-11-901

）、
ハ
ワ
イ
州
（H

aw
. R

ev. S
tat.§

560:7-501

）、
イ
リ
ノ
イ
州
（Ill. 

C
om

p. S
tat.§

760: 5/15.2

）、
ミ
シ
ガ
ン
州
（M

ich. C
om

p. L
aw

s§
700.2722

）、
モ
ン
タ
ナ
州
（M

ont. C
ode A

nn.§
72-2-1017

）、
ノ
ー
ス

カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
（N

.C
. G

en. S
tat.§

36C
-4-408

）、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
（R

.I. G
en. L

aw
s§

4-23-1

）、
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
（S

.D
. 

C
odifi ed L

aw
s§

§
55-1-21 to-23

）、
テ
キ
サ
ス
州
（T

ex. P
rop. C

ode§
112.037

）、
お
よ
び
、
ユ
タ
州
（U

t. C
ode A

nn.§
75-2-1001

）
で

あ
る

（
83
）

。
⒝　

U
T
C
§

408

に
根
拠
を
も
つ
州

U
T
C
§

408

を
採
択
す
る
の
は
、
次
の
二
二
州
と
一
地
区
州
、
す
な
わ
ち
、
ア
ラ
バ
マ
州
（A

la. C
ode§

19-3B
-408

）、
ア
ー
カ
ン
サ
ス

州
（A

rk. C
ode A

nn.§
28-73-408

）、
コ
ロ
ン
ビ
ア
地
区
（D

.C
. C

ode§
19-1304.08

）、
フ
ロ
リ
ダ
州
（F

la. S
tat.§

763.0408

）、
ジ
ョ
ー
ジ

ア
州
（G

a. C
ode A

nn.§
53-12-28

）、
カ
ン
サ
ス
州
（K

an. S
tat. A

nn.§
58a-408

）、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
（K

en. R
ev. S

tat. A
nn. tit. 33, C

h. 

368B
.4-080

）、
メ
イ
ン
州
（M

e. R
ev. S

tat. title 18-B
,§

408

）、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
（M

d. E
states &

 T
rusts C

ode§
14-112

）、
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
（M

ass. S
tat. C

h. 203E
,§

408

）、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
（M

iss. C
ode§

91-8-408

）、
ミ
ズ
ー
リ
ー
州
（M

o. R
ev. S

tat.

§
456.4-408

）、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
（N

eb. R
ev. S

tat. A
nn.§

30-3834

）、
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ
シ
ャ
ー
州
（N

.H
. R

ev. S
tat. A

nn.§
564-B

:4-408

）、

八
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
五
九
）

ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
（N

.M
. S

tat. A
nn.§

46A
-4-408

）、
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
（N

.D
. C

ent. C
ode§

59-12-08

）、
オ
ハ
イ
オ
州
（O

hio R
ev. 

C
ode A

nn.§
5804.08

）、
オ
レ
ゴ
ン
州
（O

r. R
ev. S

tat.§
130.185

）、
ペ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
州
（P

a. C
ons. S

tat. tit. 20 :§
7738

）、
サ
ウ
ス

カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
（S

.C
. C

ode§
67-7-408

）、
テ
ネ
シ
ー
州
（T

enn. C
ode A

nn.§
35-15-408

）、
バ
ー
モ
ン
ト
州
（V

t. S
tat. A

nn. T
it. 14A

,

§
408

）、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
（V

a. C
ode A

nn.§
55-544.08

）、
ウ
エ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
（W

.V
. C

ode§
44D

-4-408

）、
お
よ
び
、
ワ
イ

オ
ミ
ン
グ
州
（W

yo. S
tat.§

4-10-409

）
で
あ
る

（
84
）

。

⒞　

独
自
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
制
定
す
る
州

上
記
の
⒜
お
よ
び
⒝
以
外
の
州
で
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
し
て
独
自
の
規
律
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
る
。
次
の
一
二
州
、

す
な
わ
ち
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
（C

al. P
rob. C

ode§
15212

）、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
（C

onn. G
en. S

tat. A
nn.§

45a-489a

）、
デ
ラ
ウ
エ

ア
州
（D

el. C
ode title 12:§

3555

）、
ア
イ
ダ
ホ
州
（Idaho C

ode§
15-7-601

）、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
（Ind. C

ode§
30-4-2-18

）、
ア
イ
オ
ワ

州
（Iow

a C
ode§

633A
.2105

）、
ネ
バ
ダ
州
（N

ev. R
ev. S

tat. A
nn.§

163.0075

）、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ジ
ー
州
（N

.J. S
tat.§

3B
:11-38

）、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
（N

.Y
. E

st. P
ow

ers &
 T

rusts L
aw

§
7-8.1

）、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
（O

kla. S
tat. tit. 60,§

199

）、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
（W

ash. 

R
ev. C

ode§
§

11.118.005 to-110

）、
お
よ
び
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
州
（W

is. S
tat. A

nn. tit.§
701.11

）
は
、U

P
C
§

2-907

やU
T
C
§

408

を
参
照
す
る
も
の
の
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
な
く
、
一
部
ま
た
は
全
部
を
修
正
し
て
独
自
の
見
地
か
ら
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
規
律
を
定

め
て
い
る

（
85
）

。

⒟　

ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
法
律
を
も
た
な
い
州

ご
く
僅
か
で
は
あ
る
が
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
し
て
何
ら
の
法
律
を
制
定
し
て
い
な
い
州
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
ケ
ン
タ

キ
ー
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
お
よ
び
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
の
四
州
は
、
い
ま
だ
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
し
て
制
定
法
を
も
た
な
い
州
で

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
六
〇
）

あ
っ
た

（
86
）

。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
最
近
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
お
よ
び
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
の
二
州
で
ペ
ッ
ト
信
託
法

が
制
定
さ
れ
て
い
る
（M

iss. C
ode§

91-8-408 

﹇2014

﹈; K
en. R

ev. S
tat. A

nn. T
it. 33, C

h. 386B
.4-080 

﹇2015 （
87
）

﹈）。
ど
ち
ら
の
州
も
、
文

字
通
りU

T
C
§

408

に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
も
た
な
い
州
は
、
二
〇
一
五
年
七
月
現
在
、
ル
イ
ジ
ア

ナ
州
と
ミ
ネ
ソ
タ
州
の
二
州
と
な
っ
た
。

⑵　

各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
規
律
と
内
容

ア
メ
リ
カ
の
各
州
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
制
定
に
関
す
る
全
体
的
な
流
れ
と
し
て
は
、U

T
C
§

408

が
採
択
の
た
め
に
公
表
さ
れ

た
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
制
定
す
る
州
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
がU

P
C
§

408

に
依
拠
し
て
お
り
、U

P
C
§

2-907

に
根
拠
と

す
る
州
は
ご
く
僅
か
で
あ
る
（
本
稿
の
末
尾
（
資
料
1
）「
ア
メ
リ
カ
各
州
の
『
ペ
ッ
ト
信
託
法
』
①
」
の
「
典
拠
」
お
よ
び
「
同
②
」
参
照
）。

以
下
で
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の
統
一
法
典
の
規
定
（U

P
C
§

2-907

とU
T
C
§

408

）
を
採
用
す
る
州
、
お
よ
び
、

独
自
の
規
定
を
設
け
る
州
に
つ
い
て
、
次
の
主
要
な
五
つ
の
項
目
、
す
な
わ
ち
、
ア
ペ
ッ
ト
動
物
の
適
格
性
と
種
類
・
範
囲
、
イ
信
託
実

行
者
と
し
て
の
世
話
人
の
選
任
、
ウ
受
託
者
の
義
務
と
信
託
財
産
の
管
理
、
エ
裁
判
所
に
よ
る
信
託
財
産
の
減
額
、
お
よ
び
、
オ
ペ
ッ
ト

信
託
の
終
了
と
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
を
取
り
上
げ
、
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
規
律
の
あ
り
方
を
概
観
し
て
お
こ
う

（
88
）

。

ア　

ペ
ッ
ト
動
物
の
適
格
性
と
種
類
・
範
囲

ペ
ッ
ト
信
託
の
対
象
と
な
る
動
物
に
つ
い
て
、
Ｕ
Ｐ
Ｃ
は
「
家
庭
用
動
物
ま
た
は
ペ
ッ
ト
動
物
」（designated dom

estic anim
al or pet 

anim
al

）
と
定
め
る
（U

P
C
§

2-907⒝

）。
こ
れ
に
対
し
、
Ｕ
Ｔ
Ｃ
は
単
に
「
動
物
」（anim

al

）
と
定
め
る
（U

T
C
§

408⒜

）。
ペ
ッ
ト
信
託

の
対
象
と
な
る
の
が
「
動
物
」
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
栄
養
素
を
吸
収
で
き
る
器
官
と
消
化
能
力
を
も
っ
た
有
機
体
で
、
中
枢
神
経
が
あ

り
、
可
動
的
か
つ
自
発
的
な
運
動
能
力
を
有
す
る
生
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
要
件
を
具
備
す
る
有
機
体
的
生
物
で
あ
れ
ば
、

八
二



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
六
一
）

そ
れ
が
家
庭
用
動
物
ま
た
は
ペ
ッ
ト
動
物
で
あ
る
か
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
あ
た
り
、
両

者
の
区
別
は
大
き
な
論
争
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
両
者
は
、
相
互
に
代
替
可
能
な
用
語
と
い
え
る
。
問
題
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の

対
象
と
な
る
動
物
を
ど
の
よ
う
に
識
別
す
る
か
で
あ
る
。
識
別
の
基
準
と
し
て
は
、
動
物
の
種
類
と
数
、
雌
雄
の
別
、
体
躯
、
生
物
学
的

特
徴
な
ど
を
基
準
と
し
、
対
象
動
物
の
所
在
を
示
す
も
の
や
飼
養
の
場
所
・
方
法
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、U

P
C
§

2-907

は
、
委
託
者
に
よ
り
「
指
定
さ
れ
た
」（designated

）
家
庭
用
動
物
ま
た
は
ペ
ッ
ト
動
物
を
、
ペ
ッ

ト
信
託
の
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、U

T
C
F
§

408

は
、
単
に
「
生
き
て
い
る
」（alive

）
動
物
と
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

ペ
ッ
ト
信
託
を
認
め
る
州
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
採
択
す
る
統
一
法
典
のU

P
C
§

2-907

ま
た
はU

T
C
§

408

の
い
ず
れ
か
の
規
定
に

従
っ
て
、
当
該
信
託
が
適
用
さ
れ
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
範
囲
を
定
め
て
い
る
。
州
の
中
に
は
、
こ
れ
ら
統
一
法
典
の
規
定
に
従
い
な
が
ら
も
、

そ
れ
を
修
正
し
た
形
で
、
独
自
の
規
定
を
設
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

例
え
ば
、
ア
イ
ダ
ホ
州
は
、
公
益
以
外
の
目
的
で
設
定
さ
れ
る
受
益
者
の
い
な
い
信
託
（
目
的
信
託
）
を
ペ
ッ
ト
信
託
と
し
て
一
般
的

に
認
め
て
お
り
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
適
格
性
や
種
類
、
そ
の
範
囲
を
と
く
に
問
題
と
し
て
い
な
い
（Idaho C

ode A
nn.§

15-7-

601⑴

）。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
が
単
に
委
託
者
の
要
望
を
示
す
程
度
の
も
の
で
な
い
限
り
、
動
物
の
種
類
を
問

う
こ
と
な
く
ペ
ッ
ト
信
託
を
認
め
て
い
る
（W

is. S
tat.§

701.11
）。
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
は
、
動
物
界
に
属
す
る
人
間
以
外
の
構
成
員
で
あ
れ

ば
、
植
物
お
よ
び
無
機
物
を
除
い
て
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
（D

el. C
ode A

nn. T
itle 12,§

3555⒜

）。
ワ
シ

ン
ト
ン
州
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
対
象
と
な
る
動
物
を
「
人
間
以
外
の
脊
椎
動
物
」（nonhum

an anim
al w

ith vertebrae

）
と
定
義
し
て
い
る

（W
ash. R

ev. C
ode§

11.118.010

）。

ペ
ッ
ト
動
物
の
識
別
に
関
連
し
て
、
懐
胎
し
た
ペ
ッ
ト
動
物
お
よ
び
そ
の
子
孫
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
と
い
う
時
的
限
界
に
関
わ

八
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
六
二
）

る
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
時
に
対
象
動
物
が
懐
胎
し
て
い
た
場
合
、「
懐
胎
し
た
動
物
」（anim

als in 

gestation
）
は
ど
こ
ま
で
ペ
ッ
ト
信
託
の
対
象
と
な
り
う
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、U

P
C
§

2-907

は
、
当
初
、「
動
物
の
子

孫
の
た
め
に
」（for an anim

al ’s off spring

）
と
い
う
文
言
を
置
い
て
い
た
が
、
一
九
九
三
年
の
改
正
で
こ
の
文
言
を
削
除
し
た
。
こ
れ
に

対
し
、U

T
C
§

408
は
、
そ
の
制
定
当
初
か
ら
懐
胎
し
た
ペ
ッ
ト
動
物
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託

は
、U

P
C
§

2-907
お
よ
びU

T
C
§

408

の
い
ず
れ
か
に
根
拠
を
置
く
も
の
が
大
半
で
あ
る
が
、
解
釈
上
争
い
が
あ
る
。

例
え
ば
、
コ
ロ
ラ
ド
州
は
、U

P
C
§

2-907

を
根
拠
と
す
る
州
で
あ
る
が
、
当
該
信
託
が
効
力
を
生
ず
る
時
に
懐
胎
中
の
ペ
ッ
ト
動
物

は
、
委
託
者
の
死
亡
後
に
生
ま
れ
出
て
も
受
益
動
物
と
な
り
う
る
と
し
て
い
る
（C

olo. S
ess. L

aw
 15-11-901⑵

）。
こ
れ
に
対
し
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、§

2-907

に
根
拠
を
置
き
な
が
ら
も
、
解
釈
上
の
疑
義
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
にU

T
C
§

408

が
示
す
文
言
を
取
り

入
れ
、
ペ
ッ
ト
信
託
は
「
委
託
者
の
生
存
中
に
最
後
ま
で
生
き
て
い
る
動
物
が
死
亡
し
た
時
」（anim

al alive during the settlor ’s 

lifetim
e, upon the death of the last surviving anim

al

）
に
終
了
す
る
と
規
定
し
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
一
定
の
指
針
を
示
す
形
で
修
正

を
加
え
て
い
る
（C

al. P
rob. C

ode A
nn.§

15212
）。

一
方
、U

T
C
§

408

に
根
拠
を
置
く
ペ
ッ
ト
信
託
を
認
め
る
州
に
お
い
て
も
、
懐
胎
中
の
動
物
の
た
め
の
ペ
ッ
ト
信
託
を
認
め
る
か
否

か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
上
、
争
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
は
、U

T
C
§

408

に
根
拠
を
も
つ
州
で
あ
る
が
、
委
託
者

の
生
存
中
に
懐
胎
し
た
動
物
の
世
話
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
信
託
に
つ
い
て
は
、
委
託
者
の
死
亡
時
に
懐
胎
中
で
あ
っ
て
も
有
効

な
信
託
と
認
め
ら
れ
る
と
し
、
受
益
動
物
の
範
囲
を
広
く
認
め
て
い
る
（S

.C
. C

ode A
nn.§

62-7-408

）。

イ　

信
託
実
行
者
と
し
て
の
世
話
人
の
選
任

ペ
ッ
ト
信
託
に
お
い
て
は
、
受
益
者
が
存
在
し
な
い
た
め
、
受
託
者
を
監
視
ま
た
は
監
督
し
て
確
実
に
ペ
ッ
ト
な
ど
の
動
物
の
世
話
を

八
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
六
三
）

実
行
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
履
行
確
保
の
手
段
と
し
て
は
、
受
託
者
と
は
別
に
世
話
人
（caretaker

）
を
置
く
か
、
ま
た

は
、
他
の
受
託
者
（trustee

）
を
選
任
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
定
す
る
に
あ
た
り
、
信
託
証
書
の
中
で
は
、

受
託
者
と
は
別
に
世
話
人
な
ど
の
信
託
実
行
者
（enforcer

）
を
指
名
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る

（
89
）

。

こ
の
点
に
つ
い
て
、U

P
C
§

2-907

は
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
受
託
者
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
世
話
を
行
う
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
受
託
者
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
自
ら
進
ん
で
行
わ
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所

が
別
の
受
託
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
そ
の
た
め
の
規
定
を
設
け
て
い
る
（U

P
C
§

2-907⒞
⑷

）。
ま
た
、U

P
C
§

2-907

は
、

裁
判
所
が
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
を
実
行
す
る
た
め
、
必
要
な
範
囲
内
で
、
受
託
者
に
対
し
て
命
令
や
決
定
ま
た
は
助
言
を
な
し
う
る

こ
と
を
定
め
て
い
る
（U

P
C
§

2-907⒞
⑺

）。
こ
れ
に
対
し
、U

T
C
§

408

で
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
定
す
る
場
合
、
信
託
証
書
に
お
い
て

受
託
者
と
は
別
に
世
話
人
な
ど
の
信
託
実
行
者
が
指
名
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
そ
の
よ
う
な
指
名
が
な
さ
れ
な
い
場
合
、
動
物
の
福

祉
（w

elfare of anim
al

）
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
裁
判
所
が
信
託
実
行
者
の
選
任
を
行
い
う
る
こ
と
を
定
め
て
い

る
（U

T
C
§

408⒝

）。
こ
の
選
任
手
続
は
、
信
託
実
行
者
の
解
任
を
申
立
て
る
場
合
に
も
、
同
様
の
方
法
で
行
わ
れ
る
。
受
託
者
以
外
の

第
三
者
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
な
ど
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
、
受
託
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
不
適
切
な
利
用
を
回
避
し
、
受
託
者
の
権
限
の

濫
用
を
防
止
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
動
物
の
福
祉
に
沿
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
信
託
実
行
者
に
関
す
る
規
律
は
、
前
述
のU

P
C
§

2-907

ま
た
はU

T
C
§

408

の
い
ず
れ
か

に
従
っ
て
定
め
る
州
が
大
半
で
あ
る
。
し
か
し
、
州
の
中
に
は
、
独
自
の
規
律
を
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
く
つ
か
あ
る
。

例
え
ば
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
は
、
裁
判
所
に
よ
る
世
話
人
の
選
任
・
解
任
の
権
限
を
排
し
、
指
図
人
（protector

）
を
信
託
証
書
の

中
で
指
名
す
る
も
の
と
し
、
こ
の
者
を
通
じ
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
保
護
を
具
体
的
に
行
う
も
の
と
し
て
い
る
（2009 C

onn. P
ub. A

ct 09-169

八
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
六
四
）

§
1⒜

）。
コ
ロ
ラ
ド
州
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
お
よ
び
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
の
三
州
は
、
信
託
終
了
後
の
残
余
受
益
者
に
つ
い
て
も
世

話
人
と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
い
る
（C

olo. R
ev. S

tat.§
15-11-901⑶

⒟
; 2010 M

ass. A
cts. 430⒠

; O
kla. S

tat. tit. 60§
199⒟

）。
ワ
シ

ン
ト
ン
州
は
、
世
話
人
と
な
り
う
る
者
は
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
と
し
、
こ
の
者
に
利
害
関
係
人
と
し
て

信
託
実
行
者
選
任
の
申
立
権
限
を
認
め
て
い
る
（W

ash. R
ev. C

ode§
11.118.050

）。
ア
イ
ダ
ホ
州
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
に
つ

き
利
害
関
係
を
有
す
る
者
に
信
託
実
行
者
選
任
の
申
立
権
限
を
認
め
る
と
と
も
に
、
信
託
実
行
者
が
選
任
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
裁
判
所
が

信
託
を
実
行
す
る
権
限
を
有
す
る
と
し
て
い
る
（Idaho C
ode A

nn.§
15-7-601⑸

-⑹

）。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
信
託
実
行
者
選
任
の

申
立
権
限
を
、
主
に
動
物
の
福
祉
の
た
め
に
活
動
す
る
非
公
益
団
体
、
州
の
法
務
長
官
、
お
よ
び
、
信
託
終
了
後
の
残
余
受
益
者
に
も
拡

張
し
て
認
め
て
い
る
（C

ali. P
ub. C

ode§
15212⒠

）。
ネ
バ
ダ
州
は
、
信
託
実
行
者
と
し
て
の
世
話
人
の
選
任
に
あ
た
り
、
裁
判
所
が
動

物
の
福
祉
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
者
を
優
先
し
て
選
任
し
う
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（N

ev. R
ev. S

tat.§
163.0075⑶

）。

こ
の
よ
う
に
、
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
で
は
、
受
託
者
以
外
に
、
実
際
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
な
ど
を
行
う
世
話
人
が
置
か
れ
る
こ
と

が
多
く
、
世
話
人
を
通
じ
て
委
託
者
が
意
図
し
た
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
と
い
う
目
的
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
行
い

う
る
者
が
常
に
動
物
の
福
祉
に
重
大
な
利
害
関
係
を
有
す
る
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
両
者
は
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
信
託
実
行
者
と
し
て
の
世
話
人
を
ど
の
よ
う
に
定
め
る
か
、
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
に
は
こ
の
点
に
関
す
る
苦
悩
が
見
え

隠
れ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ウ　

受
託
者
の
義
務
と
信
託
財
産
の
管
理

ペ
ッ
ト
動
物
の
信
託
に
お
い
て
、
受
託
者
は
ペ
ッ
ト
動
物
の
形
式
的
な
所
有
者
と
し
て
、
ペ
ッ
ト
動
物
と
と
も
に
拠
出
さ
れ
た
金
銭
な

ど
の
信
託
財
産
を
維
持
・
管
理
し
、
そ
れ
を
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
に
あ
た
る
世
話
人
に
必
要
な
範
囲
で
給
付
す
る
。
受
託
者
は
、

八
六



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
六
五
）

通
常
の
信
託
で
あ
れ
ば
、
忠
実
義
務
（duty of loyalty

）
を
負
い
、
信
託
財
産
の
管
理
・
運
用
に
つ
き
、
帳
簿
作
成
（fi ling

）、
報
告

（report
）、
自
己
の
固
有
財
産
と
の
分
別
管
理
（separate m

aintenance of funds

）、
登
録
（registration

）、
年
次
会
計
報
告
（periodical 

accounting
）
な
ど
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
信
託
で
は
、
忠
実
義
務
を
除
い
て
、
帳
簿
作
成
な
ど
の
義
務
を
受

託
者
か
ら
免
除
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
た
め
に
提
供
さ
れ
る
金
銭
は
、
通
常
、
一
〇
ド
ル
な
い
し
三

万
五
〇
〇
〇
ド
ル
の
範
囲
で
少
額
な
場
合
が
多
く
、
通
常
の
信
託
受
託
者
が
負
う
各
種
の
義
務
を
ペ
ッ
ト
信
託
の
受
託
者
に
も
要
求
す
る

こ
と
は
負
担
す
る
費
用
に
よ
っ
て
信
託
財
産
の
減
少
を
も
た
ら
し
、
信
託
の
実
行
を
困
難
に
す
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
た
だ
、
受
託
者
が
信
託
財
産
か
ら
不
当
な
利
益
を
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
忠
実
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、

受
託
者
に
よ
る
信
託
財
産
の
目
的
外
の
流
用
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
点
に
つ
き
、U

P
C
§

2-907

は
、
信
託
証
書
の
定
め
ま
た
は
裁
判
所
の
命
令
が
な
い
限
り
、
帳
簿
作
成
な
ど
の
通
常
の
信
託
に
お

い
て
受
託
者
に
課
さ
れ
る
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
（U

P
C
§

2-907⒞
⑸

）。
こ
れ
に
対
し
、U

T
C
§

408

で
は
、
信
託
証
書

の
中
で
世
話
人
の
指
名
を
必
要
と
し
、
ま
た
、
指
名
が
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
世
話
人
を
選
任
し
う
る
こ
と
を
定
め
る
に
す
ぎ
ず

（U
T
C
§

408⒝

）、
受
託
者
が
負
う
信
認
関
係
上
の
各
種
義
務
の
免
除
に
関
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

ペ
ッ
ト
信
託
を
制
定
す
る
州
の
多
く
は
、U

P
C
§

2-907
ま
た
はU

T
C
§

408

の
い
ず
れ
か
に
従
っ
た
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
州
の

中
に
は
、
修
正
を
加
え
て
い
る
州
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
の
各
州
で

は
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
に
あ
た
る
世
話
人
が
必
要
と
す
れ
ば
、
受
託
者
に
対
し
て
決
算
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
う
る
と
し
、

そ
の
権
限
を
世
話
人
に
付
与
し
て
い
る
（O

r. R
ev. S

tat.§
130.184⑷

; V
a. C

ode A
nn.§

55-544.08D
; R

.I. G
en. L

aw
s§

4-23-1⒞

）。
ま

た
、
州
の
中
に
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
た
め
に
拠
出
さ
れ
る
財
産
の
金
額
を
基
準
に
、
例
え
ば
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
で
は
二
万
ド
ル
を
基
準
に

八
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
六
六
）

こ
れ
を
超
え
る
場
合
、
ま
た
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
四
万
ド
ル
を
基
準
に
こ
れ
を
超
え
る
場
合
に
つ
い
て
、
受
託
者
に
対
し
て
決
算

報
告
書
の
作
成
や
分
別
管
理
義
務
を
定
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
（O

kl. S
tat. tit. 60,§

199E
; C

al. P
rob. C

ode A
nn.§

15212⒠

）。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
中
に
あ
っ
て
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
は
、
通
常
の
信
託
の
場
合
と
同
様
、
受
託
者
に
対
し
て
決
算
報
告
書
の
作
成
を
義
務
づ
け
、

ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
行
う
世
話
人
に
対
し
て
開
示
す
る
こ
と
を
定
め
る
唯
一
の
州
で
あ
る
（2009 C

onn. P
ub. A

ct 09-169§
1⒟ （

90
））。

以
上
の
よ
う
に
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
の
た
め
に
拠
出
さ
れ
る
信
託
財
産
の
額
が
比
較
的
に
少
な
い
ペ
ッ
ト
信
託
で
は
、
会
計
報
告
書

の
作
成
な
ど
に
要
す
る
費
用
の
負
担
は
、
信
託
財
産
の
破
綻
に
至
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
配
慮
か
ら
、
受
託
者
に
要
求
さ
れ

る
通
常
の
義
務
が
免
除
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
財
産
的
基
盤
を
維
持
し
、
そ
の
た
め
に
拠
出
さ

れ
た
信
託
財
産
の
適
正
な
維
持
・
管
理
を
行
う
た
め
に
は
、
受
託
者
と
世
話
人
を
分
離
し
、
両
者
を
し
て
相
互
に
「
抑
止
と
均
衡
」
を
保

つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

エ　

裁
判
所
に
よ
る
信
託
財
産
の
減
額

ペ
ッ
ト
信
託
に
お
い
て
は
、
委
託
者
が
意
図
し
た
目
的
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
多
額
の
財
産
が
信
託
財
産
に
供
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

拠
出
さ
れ
た
信
託
財
産
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
に
沿
っ
て
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど

の
世
話
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
必
要
な
範
囲
の
飼
育
費
用
な
ど
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
委
託
者
が
意
図
し
た
目
的
の
使
用
を

超
え
る
額
の
財
産
（
超
過
財
産
）
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
減
額
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。U

P
C
§

2-90

とU
T
C
§

408

は
と
も
に
、

ほ
ぼ
同
様
の
規
定
を
も
ち
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
を
定
め
て
い
る
が
（U

P
C
§

2-907⒞
⑹

, U
T
C
§

408⒞

）、
両
者
は
微
妙
な

点
で
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、U

P
C
§

2-907

は
、
裁
判
所
に
超
過
財
産
を
減
額
す
る
権
限
を
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、

U
T
C
§

408

は
、
裁
判
所
に
超
過
財
産
の
分
配
す
る
権
限
ま
で
与
え
て
い
る
。
第
二
に
、U

P
C
§

2-907

は
、
超
過
財
産
の
減
額
に
あ
た

八
八



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
六
七
）

り
「
実
質
的
に
」
と
い
う
基
準
を
設
け
る
。
こ
れ
に
対
し
、U

T
C
§

408

は
、
そ
の
よ
う
な
基
準
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
違
い
に
よ
っ
て
、U

P
C
§

2-907

とU
T
C
§

408

の
間
に
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
差
異
が
生
じ
る
の
か
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
論
者
の
中
に
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
超
過
財
産
が
拠
出
さ

れ
た
の
か
は
委
託
者
の
み
が
よ
く
知
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
超
過
財
産
に
関
す
る
減
額
規
定
の
不
当
性
を
主
張
し
、

そ
の
削
除
を
要
求
す
る
見
解
が
あ
る

（
91
）

。
こ
れ
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
終
了
後
、
残
余
財
産
が
あ
れ
ば
、
残
余
財
産
の
帰
属
権
者
、
例
え
ば
、

委
託
者
の
相
続
人
や
世
話
人
、
あ
る
い
は
、
非
営
利
法
人
に
分
配
す
る
こ
と
で
対
応
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る

（
92
）

。

実
際
、
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
中
に
は
、
超
過
財
産
に
関
す
る
減
額
規
定
を
排
除
し
て
い
る
州
が
い
く
つ
か
あ
る

（
93
）

。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
（C

al. P
rob. C

ode§
15212

）、
コ
ロ
ラ
ド
州
（C

olo. R
ev. S

tat.§
15-11-901

）、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
（D

el. C
ode tit.12,§

3555

）、
ジ
ョ
ー

ジ
ア
州
（G

a. C
ode A

nn.§
53-12--28

）、
ア
イ
ダ
ホ
州
（Idaho C

ode§
15-7-601

）、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
（M

a. S
tat. tit. 203E

,§
408

）、

オ
レ
ゴ
ン
州
（O

r. R
ev. S

tat.§
130.185

）、
お
よ
び
ワ
シ
ン
ト
ン
州
（W

ash. R
ev. C

ode§
11.118.005 to .110

）
の
八
州
は
、
超
過
財
産
の

減
額
規
定
を
排
除
す
る
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
制
定
し
て
い
る
州
で
あ
る
が
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
は
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的

に
変
更
を
加
え
こ
と
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
よ
る
相
続
財
産
の
減
少
に
不
満
を
も
つ
相
続
人
な
ど
の
残
余
受
益
者
や
残
余
財
産
の
帰
属
権
利
者

か
ら
の
不
当
な
干
渉
を
許
す
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
を
認
め
て
い
な
い
。

裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
れ
に
よ
り
財
産
の
適
正
配
分
を
可
能
と
し
、
必
要
以
上
に
財
産
が
費
消
さ
れ

る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
と
く
に
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
を
内
心
で
は
快
く
思
っ
て
い
な
い
相
続
人
に
と
っ
て
は
、
超
過

財
産
の
減
額
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
軽
率
で
思
慮
を
欠
い
た
譲
渡
を
防
止
し
、
残
余
受
益
者
ま
た
は
残
余
財
産
の
帰
属
権
利
者
と
し

て
利
益
の
分
配
を
受
け
る
機
会
を
確
保
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
高
齢
化
し
た
ペ
ッ
ト
動
物
に
対
し
て
十
分
な
監
護
や
飼

八
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
六
八
）

養
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
予
想
外
の
医
療
費
の
支
出
な
ど
高
額
な
費
用
負
担
も
避
け
て
は
通
れ
ず
、
緊
急
的
な
出
費
に
も
適
切
な
対
応
が

求
め
ら
れ
る
。
一
見
し
て
超
過
財
産
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
委
託
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
へ
の
対
応
に
も
あ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
点
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
、
有
名
な
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
相
続
事
件
（In re S

tew
art ’s E

state, 13 P
a. D

. &
 C

. 3d 488 

﹇P
a. O

rphans C
ourt D

ivision, 1979

﹈）

で
は
、
遺
言
者
が
十
分
な
財
産
を
も
っ
て
愛
猫
の
看
護
を
意
図
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
が
信
託
の
終

了
を
来
し
た
こ
と
か
ら
、
思
慮
を
欠
い
た
超
過
財
産
の
減
額
の
可
否
と
そ
の
範
囲
が
問
題
と
な
っ
た

（
94
）

。
事
案
は
、
ペ
ッ
ト
所
有
者
が
遺
言

で
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
定
し
、
自
己
の
財
産
か
ら
七
、六
〇
〇
ド
ル
を
支
出
し
、
こ
れ
を
三
匹
の
愛
猫
（
一
匹
は
一
四
歳
、
残
り
の
二
匹
は
一
三

歳
）
の
「
保
護
と
世
話
と
給
餌
」
の
た
め
の
信
託
財
産
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
、
こ
の
信
託
を
遺
言
の
文
言
か
ら
徳
義
的
信
託
に
す
ぎ
な
い
と
認
定
し
た
う
え
で
、
遺
言
者
が
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
遺
産
の

大
部
分
を
大
学
に
寄
付
す
る
こ
と
に
あ
り
、
愛
猫
の
飼
養
や
医
療
な
ど
に
必
要
な
額
（
愛
猫
一
匹
に
つ
き
月
額
七
五
ド
ル
、
年
額
約
一
、二
八
七

ド
ル
）
を
平
均
余
命
（
一
二
〜
一
五
歳
）
に
基
づ
き
算
出
し
、
こ
れ
に
世
話
人
に
対
す
る
報
酬
（
月
額
七
五
ド
ル
）
を
加
え
て
五
、〇
〇
〇
ド

ル
に
減
額
し
た
。

裁
判
所
の
判
断
に
よ
れ
ば
、
愛
猫
は
い
ず
れ
も
四
年
以
内
に
死
亡
し
、
そ
の
時
点
で
信
託
が
終
了
す
る
も
の
と
推
計
さ
れ
て
い
た
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
裁
判
の
後
、
一
匹
の
猫
が
平
均
寿
命
を
超
え
て
二
一
歳
以
上
も
生
き
続
け
た
。
遺
言
者
が
十
分
な
財
産
を
も
っ
て
愛
猫
の

看
護
を
意
図
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
が
信
託
の
終
了
を
来
し
た
こ
と
か
ら
、
思
慮
を
欠
い
た
超
過
財

産
の
減
額
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る

（
95
）

。

最
近
話
題
と
な
っ
た
事
件
の
一
つ
に
、
愛
犬
の
ペ
ッ
ト
に
一
二
〇
〇
万
ド
ル
（
約
一
三
億
円
）
の
遺
産
を
譲
与
す
る
と
し
た
へ
ル
ム
ズ

九
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
六
九
）

リ
ー
遺
言
（W

ill of L
eona H

elm
sley

）
が
あ
る

（
96
）

。
二
〇
〇
七
年
八
月
二
〇
日
、
米
国
の
ホ
テ
ル
女
王
レ
オ
ナ
・
へ
ル
ム
ズ
リ
ー
（L

eona 

H
elm

sley
）
は
八
七
歳
で
亡
く
な
っ
た
が
、
遺
言
で
愛
犬
の
白
い
マ
ル
チ
ー
ズ
「
ト
ラ
ブ
ル
（T

rouble

）」
に
、
相
続
人
と
な
る
親
族
の
中

で
は
最
高
額
と
な
る
一
二
〇
〇
万
ド
ル
（
約
一
二
億
七
〇
〇
〇
万
円
）
を
相
続
さ
せ
る
と
し
て
、
話
題
と
な
っ
た
。
ト
ラ
ブ
ル
は
、
ヘ
ル
ム

ズ
リ
ー
の
死
後
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
に
あ
る
部
屋
数
二
八
室
の
住
宅
に
住
み
、
二
四
時
間
の
身
辺
警
護
や
医
療
費
、
シ
ェ
フ
お
手
製
の

食
事
、
美
容
室
代
な
ど
の
諸
費
用
は
年
間
三
〇
万
ド
ル
（
約
三
三
〇
〇
万
円
）
と
見
積
も
ら
れ
た
。
ト
ラ
ブ
ル
が
死
亡
し
た
場
合
の
残
額
は
、

ヘ
ル
ム
ズ
リ
ー
の
遺
産
の
大
半
を
も
と
に
設
立
さ
れ
た
慈
善
基
金
に
引
継
が
れ
る
。
ま
た
、
ト
ラ
ブ
ル
の
遺
骨
は
、
ヘ
ル
ム
ズ
リ
ー
と

一
九
九
七
年
に
亡
く
な
っ
た
夫
の
ハ
リ
ー
（H

arry H
elm

sley

）
の
傍
ら
に
埋
葬
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
遺
言
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
内
容

が
指
定
さ
れ
た
遺
言
執
行
者
に
よ
り
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
。

ヘ
ル
ム
ズ
リ
ー
遺
言
が
提
起
す
る
最
大
の
問
題
は
、
超
過
財
産
の
減
額
に
関
す
る
も
の
で
あ
る

（
97
）

。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法

が
定
め
る
超
過
財
産
の
減
額
規
定
に
よ
れ
ば
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
た
め
に
拠
出
さ
れ
た
額
が
意
図
さ
れ
た
使
用
に
必
要
な
額
を
実
質
的
に
超

過
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
そ
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
（N

. Y
. E

st. P
ow

ers &
 T

rusts L
aw

§
7-8.1⒟

。
減
額
さ
れ
た
額
は
、

信
託
証
書
の
定
め
る
指
示
に
従
っ
て
譲
渡
さ
れ
、
何
ら
指
示
が
な
い
場
合
に
は
、
委
託
者
の
財
産
に
回
復
さ
れ
る
。 Id., at§

7-8.1⒞

）。
ヘ
ル
ム
ズ

リ
ー
遺
言
事
件
で
は
、
相
続
開
始
後
、
相
続
か
ら
排
除
さ
れ
た
二
人
の
孫
ら
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
遺
言
検
認
裁
判
所
に
遺
言
の
無
効

な
ど
を
理
由
に
、
不
服
の
申
立
て
を
行
っ
た
。
審
理
の
結
果
、
裁
判
所
（R

eena R
oth

判
事
）
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
一
六
日
、
遺
書
を

作
成
し
た
際
ヘ
ル
ム
ズ
リ
ー
は
心
神
喪
失
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
、
愛
犬
ト
ラ
ブ
ル
の
相
続
額
を
六
分
の
一
の
二
〇
〇
万
ド
ル
（
約
二
億

一
〇
〇
〇
万
円
）
に
減
額
し
た
。
減
額
さ
れ
た
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
（
約
一
〇
億
円
）
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ム
ズ
リ
ー
慈
善
基
金
に
四
〇
〇
万

円
が
寄
付
さ
れ
、
本
件
の
訴
え
を
提
起
し
た
ヘ
ル
ム
ズ
リ
ー
の
孫
二
人
に
六
〇
〇
万
ド
ル
の
取
り
分
を
認
め
る
と
判
示
し
た
。

九
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
七
〇
）

通
常
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
た
め
に
飼
主
が
委
託
者
と
し
て
拠
出
す
る
信
託
財
産
は
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
年
齢
・
健
康
状
態
・
種

類
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
般
的
に
一
〇
、〇
〇
〇
ド
ル
か
ら
三
、五
〇
〇
ド
ル
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
る

（
98
）

。
こ
れ
が
一
つ
の
目
安
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ヘ
ル
ム
ズ
リ
ー
遺
言
事
件
で
は
、
余
り
に
も
必
要
以
上
の
財
産
が
信
託
財
産
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
世
話
に
必
要
な
額
と
い
う
も
の
は
、
長
年
世
話
を
行
っ
て
き
た
飼
主
で
あ
る
委
託
者
が
最
も
よ
く

知
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
超
過
財
産
の
減
額
規
定
を
排
除
す
る
立
場
は
、
そ
れ
な
り
の
合
理
性
が
あ
る
と
い

え
よ
う
。
か
り
に
超
過
財
産
の
減
額
を
認
め
、
委
託
者
が
意
図
し
た
目
的
の
使
用
に
必
要
な
額
か
ど
う
か
を
裁
判
所
に
判
断
さ
せ
る
に
し

て
も
、
単
純
に
高
額
で
あ
る
か
ら
減
額
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
残
余
財
産
の
帰
属
権
者
の
財
産
状
態
に
も
配
慮
し
な
が
ら
そ
の
可
否

を
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、U

T
C
§

408

の
方
が
超
過
財
産
の
分
配
を
行
い
う
る
と
し
て
い
る
点
で
、U

P
C
§

2-

907

よ
り
も
優
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
を
専
門
的
に
行
っ
て
い
る
外
部
機
関
の
意
見
を
聞
く
と

い
っ
た
手
続
要
件
も
、
併
せ
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
超
過
財
産
の
減
額
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
単
に
信
託
財
産
と
残
余
財
産
と
を
金
銭
的
に
評
価
し
、
そ
の
評
価
額

の
多
寡
の
み
で
比
較
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。

オ　

ペ
ッ
ト
信
託
の
終
了
と
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則

ペ
ッ
ト
信
託
は
、
通
常
、
信
託
証
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
時
ま

た
は
死
亡
し
た
時
に
終
了
す
る
。U

P
C
§

2-907

お
よ
びU

T
C
§

408
は
ど
ち
ら
も
、
そ
の
文
言
・
表
現
は
微
妙
に
異
な
る
が
、
徳
義
的

信
託
の
場
合
（
二
一
年
以
内
が
有
効
期
間
で
あ
る
。U

P
C
§

2-907⒜

）
で
な
け
れ
ば
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
「
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
」（R

ule 

A
gainst P

erpetuity: R
A
P

）
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
い
る
（U

P
C
§

2-907⒝
; U

T
C
§

408⒜

）。

九
二



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
七
一
）

永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
（R

A
P

）
と
は
、「
い
か
な
る
権
利
も
権
利
設
定
時
に
生
存
し
て
い
る
者
の
死
後
二
一
年
以
内
に
譲
渡
さ
れ
な

い
と
き
は
無
効
と
す
る
」（N

o interest is good unless it m
ust vest, if at all, not later than 21 years after som

e life in being at the 

creation of the interest

）
と
い
う
原
則
で
あ
る

（
99
）

。
こ
のR

A
P

が
適
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
期
間
内
に
受
益
者
が
確
定
し
な
い
可
能
性
が

少
し
で
も
あ
る
と
き
は
、
権
利
設
定
が
無
効
と
な
る
。R

A
P

に
お
け
る
権
利
帰
属
の
確
実
性
は
、
権
利
設
定
時
を
基
準
と
し
て
判
断
さ

れ
る
た
め
、
単
な
る
可
能
性
を
理
由
と
し
て
当
該
処
分
が
無
効
と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
批
判
の
的
と
な
っ
た

（
100
）

。

こ
の
よ
う
な
不
都
合
な
い
し
批
判
を
回
避
す
る
た
め
に
、R

A
P

の
適
用
に
修
正
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
、「
待
機
静

観
理
論
」（w

ait-and-see approach
）
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
待
機
静
観
理
論
と
は
、
権
利
設
定
時
に
権
利
不
確
定
の
可
能
性
が
あ
っ

て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
当
該
権
利
設
定
を
無
効
と
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
権
利
が
永
久
禁
止
拘
束
期
間
を
過
ぎ
て
も
実
際
に
不
確
定
の

ま
ま
か
ど
う
か
を
待
機
し
て
み
た
う
え
で
、
そ
の
権
利
設
定
の
無
効
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
で
あ
る

（
101
）

。R
A
P

の
廃
止
も
し
く

は
緩
和
を
求
め
る
動
き
は
、
そ
の
主
た
る
原
因
が
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
に
対
す
る
批
判
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
の
一
九
八
六
年

「
世
代
飛
越
移
転
税
」（G

eneration-S
kipping T

ransfer T
ax: G

S
T

税
）
│
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
の
死
亡
に
よ
っ
て
信
託
財
産
に
対
し
て
課

税
す
る
（
た
だ
し
、
信
託
設
定
時
に
一
〇
〇
万
ド
ル
ま
で
の
信
託
財
産
を
除
く
。
二
〇
〇
九
年
に
上
限
額
を
三
五
〇
万
ド
ル
に
引
き
上
げ
）
と
い
う
税

制
改
革
に
起
因
し
て
い
た
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る

（
102
）

。

こ
の
静
観
待
機
理
論
が
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
結
実
す
る
の
は
、
一
九
八
六
年
に
統
一
州
法
委
員
全
国
会
議
（N

C
C
U
S
L

）
に
よ
っ
て

公
表
さ
れ
た
「
統
一
永
久
拘
束
禁
止
法
」（U

niform
 S

tatutory R
ule A

gainst P
erpetuities: U

S
R
A
P

）
に
お
い
て
で
あ
る

（
103
）

。U
S
R
A
P

は
、

伝
統
的
な
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
を
大
き
く
変
更
し
、
権
利
設
定
か
ら
九
〇
年
の
待
機
静
観
法
理
と
い
う
明
確
な
基
準
を
提
示
し
た
。
す

な
わ
ち
、
い
か
な
る
権
利
も
、
生
存
者
の
生
存
期
間
お
よ
び
そ
の
死
後
二
一
年
以
内
に
、
ま
た
は
、
権
利
設
定
の
時
か
ら
九
〇
年
以
内
に

九
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
七
二
）

確
実
に
確
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
有
効
で
あ
る
と
し
、
権
利
が
こ
れ
ら
の
期
間
に
確
定
す
る
か
否
か
設
定
時
に
は
不
明
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、

実
際
に
確
定
す
る
か
ど
う
か
を
待
っ
て
か
ら
効
力
を
判
断
す
る
と
し
た
（U

S
R
A
P
§

1

）。
も
し
九
〇
年
以
内
に
実
際
に
確
定
し
な
け
れ
ば
、

裁
判
所
は
利
害
関
係
人
の
申
立
て
に
よ
り
、
権
利
設
定
者
の
明
示
的
な
処
分
計
画
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
に
沿
っ
て
処
分
を
改
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
（U

S
R
A
P
§

3

）。U
S
R
A
P

は
、
そ
の
採
択
を
各
州
の
裁
量
に
委
ね
る
も
の
で
、
そ
れ
自
体
拘
束
力
あ
る
法
律
で
は
な
い
が
、

採
用
さ
れ
る
と
法
律
と
同
等
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

現
在
、
多
く
の
州
は
、
受
託
者
に
信
託
財
産
の
処
分
権
限
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
に
、R

A
P

を
廃
止
す
る
方
向
に
動
い
て

い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、U

S
R
A
P

を
採
択
す
る
州
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
の
動
き
は
活
発
で
あ
る
。U

S
R
A
P

の
採
択
に
つ
い
て
み

れ
ば
、
そ
の
内
容
に
変
更
を
加
え
た
州
を
含
め
る
と
、
半
数
以
上
の
州
で
採
択
さ
れ
て
い
る

（
104
）

。U
S
R
A
P

の
採
択
は
、
前
述
のG

S
T

税

の
法
改
正
の
動
き
と
も
関
連
し
て
、
永
久
信
託
（perpetual trust

）
の
設
定
を
可
能
と
す
る
州
の
増
加
を
も
た
ら
し
て
お
り

（
105
）

、
そ
の
動
向

に
は
今
後
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う

（
106
）

。

ペ
ッ
ト
信
託
法
を
定
め
る
州
の
多
く
は
、
前
述
のU

P
C
§

2-907

ま
た
はU

T
C
§

408

が
定
め
る
ル
ー
ル
に
従
っ
て
、
ペ
ッ
ト
信
託
の

終
了
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
州
法
の
中
に
は
、
正
面
か
らR

A
P

の
適
用
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ハ
ワ
イ
州
、
イ
リ
ノ
イ
州
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
お
よ
び
、
ミ
シ
ガ
ン
州
の
五
州
は
、R

A
P

の
適
用
排
除
を

ペ
ッ
ト
信
託
法
で
明
示
し
て
定
め
る
州
で
あ
る
（C

al. P
ro. C

ode A
nn.§

15212⒣
; H

aw
. R

ev. S
tat.§

560: 7-501⒝
⑺

; Ill. C
om

p. S
tat. 

5/15.2⒝
⑺

; 2010 M
ass. A

cts. 430⒢
; M

ich. C
om

p. L
aw

s§
700.2722⑶

⒣
）。
ま
た
、
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
定
め
る
州
の
中
に
は
、R

A
P

を

適
用
可
能
な
範
囲
で
維
持
す
る
と
し
た
う
え
で
、
存
続
期
間
の
上
限
に
つ
い
て
は
二
一
年
以
内
を
基
準
と
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
基
準

を
定
め
る
州
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
リ
ゾ
ナ
州
は
、
存
続
期
間
の
上
限
に
つ
き
九
〇
年
以
内
を
基
準
と
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
る
（A

riz. 

九
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
七
三
）

R
ev. S

tat.§
14-2907A

）。
ま
た
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
は
、
存
続
期
間
の
上
限
に
つ
き
一
五
〇
年
以
内
を
基
準
と
す
る
ル
ー
ル
を
定
め
て
い

る
（W

ash. R
ev. C

ode§
11.118.130

）。

⑶　

小
括

以
下
に
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
基
づ
き
、
ア
メ
リ
カ
各
州
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
信
託
法
の
規
律
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
要
点
を
整
理
し
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
一
に
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
適
格
性
と
種
類
・
範
囲
が
問
わ
れ
て
い
る
。
ペ
ッ
ト
信
託
の
対
象
と
な
る
動
物
を
ど
の
よ
う
に
識
別
す
る
か
、

こ
の
点
が
重
要
で
あ
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
動
物
の
種
類
と
数
、
雌
雄
の
別
、
体
躯
、
生
物
学
的
特
徴
な
ど
を
基
準
と
し
、
対
象
動
物

の
所
在
を
示
す
も
の
や
飼
養
の
場
所
・
方
法
な
ど
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
議
論
は
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
か
ら
将
来
生

ま
れ
出
る
子
孫
の
取
扱
い
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

第
二
に
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
に
つ
い
て
、
受
託
者
以
外
の
第
三
者
を
ど
の
よ
う
な
地
位
で
ど
こ
ま
で
関
与
さ
せ
る
か
を
問
題

と
し
、
受
益
者
で
は
な
い
世
話
人
や
信
託
実
行
者
の
存
在
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
世
話
人
を
選
任
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
世
話
人
に
受
託

者
の
監
視
な
い
し
監
督
機
能
を
担
わ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
並
ん
で
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
受
託
者
に
つ
い
て
、
通

常
の
信
託
お
い
て
要
求
さ
れ
る
忠
実
義
務
や
会
計
帳
簿
作
成
・
報
告
義
務
な
ど
の
信
認
関
係
に
由
来
す
る
各
種
の
義
務
を
ど
の
範
囲
で
免

除
さ
れ
る
か
ど
う
か
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
信
託
財
産
は
少
額
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事

情
を
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
と
い
う
信
託
目
的
と
の
関
係
で
ど
こ
ま
で
考
慮
し
う
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
信
託
譲
渡
さ
れ
た
財
産
の
価
額
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
と
い
う
委
託
者
の
意
図
し
た
使
用
に
必
要
な
財
産
の
額
を
超
え
る
場

合
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
減
額
で
き
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
超
過
財
産
の
減
額
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
軽
率
で
思
慮
を
欠

九
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
七
四
）

い
た
譲
渡
を
防
止
し
、
残
余
受
益
者
ま
た
は
残
余
財
産
の
帰
属
権
利
者
と
し
て
利
益
の
分
配
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
の
が
狙
い
で
あ

る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
委
託
者
が
意
図
し
た
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
と
い
う
目
的
に
影
響
が
で
な
い
か
ど
う
か
、
裁
判
で
も
争
わ
れ
て

い
る
。

第
四
に
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
存
続
期
間
は
、
英
米
法
に
伝
統
的
な
永
久
拘
束
禁
止
の
原
則
（R

A
P

）
の
適
用
を
排
除
し
、
信
託
行
為
に
よ

り
当
事
者
が
自
由
に
定
め
う
る
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
永
久
信
託
ま
た
は
永
久
信
託
に
近
い
長
期
間
の
信
託
の
形
態
が
選
択

で
き
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

四　

若
干
の
検
討

1　

存
続
期
間
の
上
限
規
制
と
二
〇
年
ル
ー
ル
の
妥
当
性

⑴　

差
押
禁
止
財
産
の
創
出
へ
の
懸
念

現
行
の
信
託
法
は
、
目
的
信
託
を
新
た
な
類
型
の
信
託
の
一
つ
と
し
て
そ
の
有
効
性
と
認
め
た
が
（
信
託
法
二
五
八
条
）、
そ
の
存
続
期

間
に
つ
き
二
〇
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
た
（
同
法
二
五
九
条
）。
目
的
信
託
の
存
続
期
間
に
上
限
を
設
定
す
る
こ
と
は
、

目
的
信
託
に
よ
る
差
押
禁
止
財
産
の
創
出
へ
の
懸
念
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る

（
107
）

。
す
な
わ
ち
、
債
務
超
過
状
態
に
あ
る
委
託
者
が
目
的
信

託
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
委
託
者
の
責
任
財
産
が
減
少
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
信
託
設
定
時
に
お
け
る
委
託
者
の
債
権
者
が
害
さ
れ
る
こ

と
は
放
任
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
ペ
ッ
ト
信
託
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て

は
ま
る
の
か
ど
う
か
、
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二
つ
の
統
一
法
典
（U

P
C
§

2-907, U
T
C
§

408

）
や
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
に

お
い
て
も
超
過
財
産
の
減
額
と
い
う
形
で
議
論
さ
れ
て
お
り
、
別
途
検
討
を
要
す
る
問
題
と
い
え
よ
う
。

九
六



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
七
五
）

こ
の
目
的
信
託
に
よ
る
差
押
禁
止
財
産
の
創
出
へ
の
懸
念
は
、
右
に
指
摘
し
た
点
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
委
託
者
が
目
的
信
託

の
設
定
後
に
自
ら
の
資
産
額
を
超
え
る
額
の
債
務
を
負
担
し
た
場
合
、
委
託
者
は
目
的
信
託
の
終
了
時
に
は
帰
属
権
利
者
と
し
て
信
託
財

産
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
委
託
者
の
債
権
者
か
ら
信
託
財
産
に
対
す
る
強
制
執
行
を
受
け
ず
に
済
む
と

い
う
点
も
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
委
託
者
が
帰
属
権
利
者
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
信
託
期
間
中
に
（
受
益
者
と
し
て
で
は
な
く
）
労
務
提

供
の
対
価
そ
の
他
の
名
目
・
方
法
で
間
接
的
に
信
託
財
産
か
ら
の
利
益
を
受
け
る
と
き
は
、
よ
り
深
刻
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
。目

的
信
託
に
お
け
る
存
続
期
間
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
、
後
藤
元
准
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
問
題
点
を
指
摘
す
る
。「
財
産
の
固
定
化

や
流
通
性
の
阻
害
へ
の
懸
念
へ
の
対
処
と
し
て
当
初
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
五
〇
年
ま
た
は
一
〇
〇
年
と
い
う
比
較
的
長
期
の
上
限
で

あ
っ
た
が
、
目
的
信
託
に
よ
り
差
押
禁
止
財
産
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
と
い
う
異
な
る
観
点
か
ら
上
限
値
の
引
き
下
げ
が
要
求
さ

れ
、
さ
ら
に
そ
れ
に
正
面
か
ら
答
え
る
形
で
は
な
く
、
受
益
者
連
続
型
信
託
を
認
め
た
場
合
の
家
族
世
襲
財
産
化
へ
の
対
処
と
し
て
導
入

が
求
め
ら
れ
た
期
間
制
限
が
、
目
的
信
託
の
期
間
制
限
に
い
わ
ば
転
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」、
と

（
108
）

。
こ
の
見
解
を
踏
ま
え
る

な
ら
ば
、
目
的
信
託
の
有
効
性
を
認
め
る
に
し
て
も
、
目
的
信
託
の
存
続
期
間
に
対
す
る
制
限
と
し
て
二
〇
年
と
い
う
期
間
が
果
た
し
て

妥
当
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
別
途
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
と
い
え
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
信
託
期
間
の
上
限
規

制
が
ペ
ッ
ト
信
託
の
場
合
に
も
必
要
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
は
、
委
託
者

の
死
後
二
一
年
以
内
の
存
続
期
間
に
関
す
る
ル
ー
ル
（R

A
P

）
の
適
用
を
排
斥
し
、
あ
る
い
は
、
二
一
年
よ
り
も
長
い
存
続
期
間
の
定
め

を
認
め
て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
問
題
は
ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
固
有
の
問
題
と
し
て
も
検
討
を
要
す
る

問
題
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

九
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
七
六
）

⑵　

法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
に
お
け
る
議
論

ま
ず
、
目
的
信
託
に
関
す
る
信
託
法
改
正
時
の
議
論
を
、
今
一
度
、
振
り
返
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う

（
109
）

。
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
に

お
い
て
目
的
信
託
が
議
論
さ
れ
る
の
は
、
第
二
回
会
議
、
第
一
〇
回
会
議
、
第
一
六
回
会
議
、
第
一
八
回
会
議
、
お
よ
び
第
二
五
回
会
議

に
お
い
て
で
あ
る

（
110
）

。

目
的
信
託
の
存
続
期
間
に
関
す
る
二
〇
年
の
規
定
は
、
私
法
上
の
法
律
関
係
を
規
律
す
る
民
法
が
二
〇
年
を
も
っ
て
一
定
の
目
的
で
の

財
産
権
の
長
期
利
用
の
区
切
り
と
な
る
期
間
と
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る

（
111
）

。
所
有
権
の
取
得
時
効
期
間
（
民
法
一
六
二

条
一
項
）、
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
取
得
時
効
期
間
（
同
法
一
六
三
条
）、
債
権
ま
た
は
所
有
権
以
外
の
財
産
権
の
消
滅
時
効
期
間
（
同
法

一
六
七
条
二
項
）、
賃
貸
借
の
存
続
期
間
（
同
法
六
〇
四
条
）
は
、
い
ず
れ
も
二
〇
年
で
あ
る
。
こ
の
点
、
同
様
に
財
産
に
対
す
る
長
期
の
拘

束
の
是
非
が
問
題
と
さ
れ
る
後
継
ぎ
遺
贈
型
受
益
者
連
続
信
託
（
信
託
法
九
一
条
）
に
つ
い
て
は
、「
全
体
の
有
効
期
間
と
し
て
は
一
〇
〇

年
程
度
に
止
ま
る
の
が
相
当
」
と
い
う
観
点
か
ら
制
度
が
設
計
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、
目
的
信
託
に
お
け
る
存
続
期
間
の

二
〇
年
と
い
う
の
は
、
期
間
設
定
と
し
て
短
い
と
の
指
摘
も
あ
る

（
112
）

。

立
法
担
当
者
に
よ
れ
ば
、
目
的
信
託
の
目
的
に
は
、
公
益
ま
た
は
公
序
良
俗
に
反
す
る
様
な
場
合
を
除
い
て
特
段
の
制
限
が
な
く
、
信

託
の
変
更
等
に
関
し
て
も
、
委
託
者
が
単
独
あ
る
い
は
受
託
者
と
の
合
意
に
よ
り
行
う
か
、
ま
た
は
信
託
目
的
に
よ
り
拘
束
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
（
信
託
法
一
四
九
条
、
同
法
一
五
〇
条
、
一
五
五
条
、
一
五
九
条
に
関
す
る
同
法
二
六
一
条
に
お
け
る
各
読
替
え
規
定
を
適
用
）。
そ
の

た
め
、
信
託
目
的
を
は
じ
め
と
す
る
信
託
行
為
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
信
託
財
産
の
管
理
・
処
分
を
受
託
者
の
も
と
で
拘
束
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
、
国
民
経
済
上
の
利
益
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
合
理
的
お
よ
び
効
率
的
な
財
産
の
利
用
や
物
資
の
流
通
が
妨
げ
ら
れ
る

リ
ス
ク
が
存
在
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
目
的
信
託
に
お
け
る
存
続
期
間
に
制
約
が
か
か
っ
た
と
い
う

（
113
）

。

九
八
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目
的
信
託
の
存
続
期
間
の
上
限
規
制
に
つ
い
て
は
、
第
二
八
回
会
議
で
、「
信
託
設
定
時
か
ら
一
定
の
期
間
内
に
現
に
存
す
る
こ
と
と

な
っ
た
受
益
者
と
の
関
係
で
は
、
そ
の
受
益
者
が
死
亡
す
る
ま
で
の
間
、
当
該
信
託
が
有
効
に
存
続
す
る
」
と
い
う
期
間
制
限
の
か
け
方

が
提
案
さ
れ
、「
一
定
の
期
間
」
に
つ
い
て
は
一
応
の
案
と
し
て
二
〇
年
と
い
う
数
値
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
子

や
孫
の
代
ま
で
を
カ
バ
ー
す
る
の
に
二
〇
年
間
で
十
分
か
否
か
、
ま
た
、
委
託
者
の
死
亡
後
に
出
生
し
た
者
を
受
益
者
と
す
る
こ
と
ま
で

認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
、
意
見
の
交
換
が
行
わ
れ
た

（
114
）

。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
目
的
信
託
の
類
型
ご
と
の
考
察
や
検
討
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。

実
質
的
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
は
、
第
二
九
回
会
議
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。
同
会
議
で
は
、「
一
定
の
期
間
」
と
し
て
二
〇
年
と

五
〇
年
の
二
案
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
間
の
数
値
も
含
め
て
ど
う
す
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
た

（
115
）

。
し
か
し
、
同
会
議
で
も
意
見
の
一
致
を
み
る

こ
と
な
く
、
最
終
的
に
は
部
会
長
と
事
務
局
に
「
一
定
の
期
間
」
の
選
択
が
一
任
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
部
会
審
議
の
最
後
の
回
で
あ
る
第

三
〇
回
会
議
に
お
い
て
、「
一
定
の
期
間
」
を
三
〇
年
と
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

（
116
）

。

次
に
、
信
託
の
終
了
や
変
更
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
目
的
信
託
の
存
続
期
間
に
関
す
る
議
論
に
お
い
て
は
、
受
益
者
に
よ
る

信
託
の
終
了
・
変
更
の
可
能
性
の
有
無
は
と
く
に
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
後
継
ぎ
遺
贈
型
受
益
者
連
続
信
託
の
存
続
期

間
が
目
的
信
託
の
存
続
期
間
よ
り
長
期
に
及
ぶ
根
拠
は
、
信
託
設
定
時
か
ら
受
益
者
の
出
生
ま
で
の
「
一
定
の
期
間
」
の
長
さ
（
二
〇
〜

五
〇
年
）
を
単
純
に
目
的
信
託
の
二
〇
年
間
と
い
う
存
続
期
間
と
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
拘
束
期
間
（
約
一
〇
〇
年
）
に

着
目
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
違
い
の
背
景
に
は
、
や
は
り
目
的
信
託
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
差
押
禁
止
財
産
の
創
出
へ
の
強

い
懸
念
を
示
す
意
見
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
二
〇
年
後
に
な
ら
な
い
と
差
押
え
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
、
信
託
債
権
者
に
と
っ
て
中
途
半
端
な
保
護
に
し
か
な
ら
な

九
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
七
八
）

い
。
目
的
信
託
に
よ
る
差
押
禁
止
財
産
の
創
出
と
そ
れ
に
伴
う
財
産
の
固
定
化
、
流
通
性
の
疎
外
へ
の
対
処
方
法
と
し
て
は
、
目
的
信
託

の
存
続
期
間
に
規
制
を
加
え
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
問
題
あ
る
使
わ
れ
方
が
さ
れ
た
場
合
の
目
的
信
託

の
効
力
に
つ
い
て
も
、
そ
の
有
効
性
を
正
面
か
ら
議
論
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑶　

目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
存
続
期
間
の
妥
当
性

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
す
る
か
に
も
よ
る
が
、
高
齢
化
し
た
長
寿
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
目
的
と
し
て
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
定
す
る

場
合
、
他
の
目
的
信
託
と
同
様
に
扱
う
の
で
は
限
界
が
あ
る
。
そ
の
ペ
ッ
ト
動
物
が
高
齢
に
な
り
、
い
ざ
信
託
財
産
か
ら
医
療
費
等
の
出

費
を
必
要
と
す
る
と
い
う
と
き
に
、
信
託
期
間
が
終
了
す
る
と
い
う
事
態
が
起
こ
り
う
る
。
目
的
に
従
う
信
託
で
あ
る
以
上
、
目
的
の
達

成
、
あ
る
い
は
、
不
達
成
の
場
合
の
処
置
に
つ
い
て
、
今
後
、
規
定
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
事
情
に
よ
っ
て
は
、
公
益
信
託
に

お
け
る
シ
・
プ
レ
ー
（C

y-près

）
の
原
則
の
よ
う
な
規
定
（
公
益
信
託
法
九
条
）
を
設
け
る
こ
と
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

（
117
）

。

目
的
信
託
を
導
入
す
る
際
の
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
に
お
け
る
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
目
的
信
託
の
存
続
期
間
に
上
限
を
設
け
る
こ

と
自
体
に
は
合
理
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
限
っ
て
み
た
場
合
、
二
〇
年
間
と
い
う
数
値
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
実
際
、
ア
メ
リ
カ
各
州
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
信
託
法
が
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
定
期
間
存
続
し

た
事
実
状
態
を
権
利
関
係
に
反
映
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
時
効
の
期
間
と
、
一
定
の
目
的
へ
の
財
産
の
拘
束
を
許
容
出
来
る
期
間
と
は
、

本
来
趣
旨
の
違
う
も
の
で
あ
り
、
両
者
を
同
じ
次
元
で
比
較
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。

2　

超
過
財
産
の
減
額
と
飼
育
費
用

ペ
ッ
ト
信
託
に
お
い
て
拠
出
さ
れ
た
信
託
財
産
は
、
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
に
従
っ
て
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養

一
〇
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
七
九
）

な
ど
世
話
お
よ
び
そ
れ
に
必
要
な
範
囲
の
飼
育
費
用
に
使
用
さ
れ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
委
託
者
が
意
図
し
た
目
的
の
使
用
を
超
え
て

多
額
の
財
産
が
信
託
財
産
に
供
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
超
過
財
産
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
二

つ
の
統
一
法
典
（U

P
C
§

2-907

、U
T
C
§

408

）、
お
よ
び
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
は
、
裁
判
所
に
よ
る
減
額
ま
た
は
利
益
の
分
配
を
認
め

て
い
る
。
こ
の
点
、
わ
が
国
の
信
託
法
に
は
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
な
く
、
必
要
に
応
じ
て
信
託
の
変
更
と
い
う
手
続
の
中
で
処
理
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
（
信
託
法
一
四
九
条
）。

裁
判
所
に
よ
る
信
託
財
産
の
減
額
と
い
う
考
え
方
は
、
超
過
財
産
の
減
額
に
よ
り
財
産
の
適
正
配
分
を
可
能
と
し
、
無
駄
に
財
産
が
費

消
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
と
く
に
、
相
続
人
に
と
っ
て
は
、
超
過
財
産
の
減
額
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
軽

率
で
思
慮
を
欠
い
た
信
託
財
産
へ
の
拠
出
を
防
止
し
、
残
余
受
益
者
ま
た
は
残
余
財
産
の
帰
属
権
利
者
と
し
て
利
益
の
分
配
を
受
け
る
機

会
を
確
保
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
超
過
財
産
の
安
易
な
減
額
を
認
め
る
こ
と
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
相

続
人
ら
か
ら
の
不
当
な
干
渉
を
許
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
は
、
委
託
者
の
意
図
し
た
目
的
に
重
大
な

変
更
を
加
え
る
恐
れ
も
あ
る
。
高
齢
化
し
た
ペ
ッ
ト
動
物
に
対
し
て
十
分
な
監
護
や
飼
養
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
高
額
な
費
用
負
担
も
避

け
て
は
通
れ
ず
、
予
測
で
き
な
い
緊
急
的
な
支
出
に
も
適
切
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
。
委
託
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
よ
う
な
事

態
へ
の
対
応
に
も
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
点
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
的
確
に
判
断
し
て
な
し
う
る
の
は
、
飼
主

で
あ
る
委
託
者
だ
け
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
二
つ
の
統
一
法
典
（U

P
C
§

2-907

、U
T
C

§
408

）
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
規
定
を
設
け
な
い
州
も
存
在
す
る

（
118
）

。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ペ
ッ

ト
信
託
の
終
了
後
の
残
余
財
産
の
帰
属
も
含
め
て
、
当
事
者
間
の
利
害
得
失
が
深
く
関
わ
る
だ
け
に
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る

（
119
）

。

以
上
の
議
論
に
関
連
し
て
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
に
あ
た
っ
て
は
、
飼
育
費
用
を
ど
の
よ
う
に
算
出
し
、
ど
の
程
度
の
額
を
拠
出
す
る

一
〇
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
八
〇
）

か
と
い
う
点
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
種
類
・
年
齢
・
平
均
寿
命
・
病
歴
な
ど
の
違

い
か
ら
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
に
必
要
な
費
用
の
算
出
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
飼
育
費
用
は
、
対
象
と
な
る

ペ
ッ
ト
動
物
の
平
均
寿
命
と
の
差
×
一
年
ご
と
の
飼
育
費
用
（
約
二
〇
〜
五
〇
万
円
。
大
き
さ
に
も
よ
る
）
を
基
準
に
算
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
が

多
い
。
ペ
ッ
ト
動
物
が
高
齢
犬
で
あ
れ
ば
、
思
わ
ぬ
獣
医
療
費
も
必
要
と
な
り
、
実
際
い
く
ら
必
要
な
の
か
を
正
確
に
は
算
出
し
難
い
部

分
が
あ
る

（
120
）

。
現
実
問
題
と
し
て
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
存
続
中
に
飼
育
費
用
が
不
足
し
た
と
き
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
る
か
を
事
前
に
よ

く
話
し
合
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
遺
言
に
よ
る
ペ
ッ
ト
信
託
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
飼
主
の
生
命
保
険
金
を
追
加
資
金
に
指
定
し
て
お
く

な
ど
、
遺
言
書
の
中
で
財
政
の
追
加
支
援
策
を
明
記
し
て
置
く
こ
と
が
賢
明
で
あ
る

（
121
）

。

3　

動
物
愛
護
法
に
い
う
「
終
生
飼
養
」
と
ペ
ッ
ト
信
託
と
の
関
係

本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
動
物
愛
護
法
に
は
、
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
（
犬
猫
等
販
売
業
者
）
が
保
管
を
目
的
に
ペ
ッ
ト
動
物

を
預
か
る
場
合
の
ほ
か
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有
権
を
譲
り
受
け
て
そ
の
飼
養
を
行
う
場
合
（
当
該
動
物
を
譲
り
渡
し
た
者
が
当
該
飼
養
に
要
す

る
費
用
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
負
担
す
る
場
合
に
限
る
）
を
「
譲
受
飼
養
」
と
し
て
認
め
て
い
る
（
動
物
愛
護
法
一
〇
条
、
同
法
施
行
令
一
条
二
号
）。

譲
受
飼
養
は
、
飼
主
が
譲
渡
人
と
な
り
、
犬
猫
等
販
売
業
者
を
譲
受
人
と
し
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有
権
を
形
式
的
に
移
転
し
な
が
ら
、
譲

渡
人
の
飼
育
費
用
の
負
担
に
よ
り
ペ
ッ
ト
動
物
の
終
生
飼
養
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る

（
122
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
ペ
ッ
ト
動
物
を
譲
り
受
け
た

犬
猫
等
販
売
業
者
に
対
し
て
は
、
動
物
愛
護
法
に
よ
り
、
犬
猫
健
康
安
全
計
画
の
策
定
と
そ
の
順
守
、
獣
医
師
と
の
連
携
の
確
保
な
ど
が

要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

譲
受
飼
養
は
、
形
式
的
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有
権
を
譲
受
人
に
移
転
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
飼
養
に
要
す
る
費
用
の
全
部

一
〇
二



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
八
一
）

ま
た
は
一
部
を
譲
渡
人
が
負
担
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
法
的
性
質
は
、
実
質
的
に
は
負
担
付
き
死
因
贈
与
な
い
し
目
的
信

託
に
等
し
い
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
財
産
の
管
理
運
用
、
相
続
人
と
の
関
係
、
遺
留
分

（
123
）

な
ど
、
動
物
愛
護
法
と
民
法
ま
た
は
信
託

法
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
こ
れ
ら
相
互
の
適
用
関
係
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
拠
出
さ
れ

た
金
銭
な
ど
の
財
産
の
維
持
・
管
理
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
動
物
愛
護
法
に
は
何
ら
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
不
透
明
さ
が
解
決
さ
れ
な
い
で
残
っ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
、
動
物
愛
護
法
に
基
づ
く
「
譲
受
飼
養
」
の
登

録
件
数
は
、
環
境
省
の
公
表
し
た
資
料
に
よ
る
と
、
全
国
規
模
で
四
四
件
と
低
調
で
あ
る

（
124
）

。
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
の
登
録
者
数
を
事
業

者
ベ
ー
ス
で
み
る
と
、
総
計
四
〇
、〇
八
三
事
業
所
、
七
つ
の
登
録
業
種
（
販
売
、
保
管
、
貸
出
し
、
訓
練
、
展
示
、
競
り
あ
っ
せ
ん
、
譲
受
飼

養
）
の
総
数
は
全
体
で
五
一
、二
〇
〇
件
で
あ
る
が
、
譲
受
飼
養
は
四
四
件
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
譲
受
飼
養
の
地
域
別
内
訳
は
、
都
道

府
県
単
位
で
み
る
と
、
兵
庫
（
六
）、
東
京
（
五
）、
北
海
道
（
三
）、
青
森
（
三
）、
広
島
（
三
）、
埼
玉
（
二
）、
大
阪
（
二
）、
静
岡
（
二
）、

長
野
（
二
）、
宮
城
（
二
）、
の
九
件
で
合
計
三
〇
件
の
登
録
、
こ
れ
以
外
は
、
一
四
府
県
（
秋
田
、
福
島
、
茨
城
、
栃
木
、
千
葉
、
富
山
、
山

梨
、
愛
知
、
三
重
、
京
都
、
奈
良
、
福
岡
、
熊
本
、
鹿
児
島
）
に
お
い
て
各
一
件
の
登
録
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

実
際
問
題
と
し
て
、
譲
受
飼
養
を
そ
れ
自
体
適
法
な
も
の
と
認
め
る
と
し
て
も
、
遺
産
を
管
理
す
る
相
続
人
の
協
力
が
え
ら
れ
な
い
と
、

対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
や
そ
れ
に
要
す
る
飼
育
費
用
な
ど
の
金
銭
の
取
得
が
困
難
に
な
る
点
な
ど
は
、
負
担
付
き
遺
言
・
死
因
贈
与
の

場
合
と
同
様
の
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
入
所
施
設
に
収
容
さ
れ
て
い
る
高
齢
化
し
た
ペ
ッ
ト
が
病
気
に
罹
患
し
、
高
額
の
治
療
費
や
介
護

費
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
場
合
、
そ
の
費
用
を
誰
が
負
担
す
る
の
か
。
最
悪
の
場
合
に
は
、
安
楽
死
と
い
っ
た
選
択
肢
も
想
定
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が

（
125
）

、
元
の
飼
主
や
そ
の
相
続
人
は
そ
の
点
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
実
は
、
こ
の
点
も
不
透
明
で
、
よ
く
分
か
っ
て
い

な
い

（
126
）

。
今
後
、
前
述
の
超
過
財
産
の
処
遇
を
含
め
て
、
解
釈
論
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
立
法
論
的
に
も
さ
ら
に
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る

一
〇
三
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と
い
え
よ
う
。

4　

ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
世
話
人
と
信
託
の
実
行

ペ
ッ
ト
信
託
を
利
用
す
る
際
、
最
も
重
要
で
、
か
つ
、
困
難
な
問
題
を
提
供
す
る
の
が
、
対
象
と
な
る
ペ
ッ
ト
動
物
を
「
誰
に
託
す

か
」
で
あ
る
。
拠
出
さ
れ
た
信
託
財
産
の
維
持
・
管
理
に
つ
い
て
信
頼
が
置
け
る
だ
け
で
な
く
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
に
つ
い
て

も
適
格
か
つ
十
分
に
世
話
を
し
て
く
れ
る
人
を
探
し
出
す
の
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
飼
主
が
遺
言
信
託
で
、
信
頼
で
き
る
法
人
ま
た
は
個
人
を
受
託
者
に
指
名
し
、
自
分
の
死
後
、
受
託
者
を

通
じ
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
を
行
う
と
い
っ
て
も
、
第
三
者
が
受
託
者
と
し
て
確
実
に
信
託
を
引
き
受
け
る
と
は
限

ら
な
い
。
か
り
に
指
名
さ
れ
た
者
が
受
託
者
の
地
位
に
就
任
す
る
と
し
て
も
、
遺
言
執
行
者
や
相
続
人
か
ら
対
象
の
ペ
ッ
ト
動
物
を
含
む

信
託
財
産
の
引
渡
し
を
受
け
て
、
実
際
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
開
始
す
る
ま
で
に
は
、
少
な
か
ら
ず
時
間
を
要
す
る
。
こ
の
間
の
処
遇

は
、
高
齢
化
し
た
ペ
ッ
ト
動
物
に
と
っ
て
は
重
要
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
な
ど
の
受
託
者
が
取
り
扱
う
遺
言
信
託
の
対
象
財
産
は
、
主
に
金
銭
が
中
心
で
あ
る
。
不
動
産
や
株
式
、

債
券
な
ど
の
財
産
は
、
課
税
上
の
問
題
か
ら
、
ま
た
、
維
持
・
管
理
の
点
で
、
遺
言
信
託
の
財
産
と
し
て
は
敬
遠
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
た
め
、
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
定
す
る
に
し
て
も
、
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
を
受
託
者
と
す
る
場
合
に
は
、
拠
出
す
る
信
託
財
産
の
種
類

に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

近
年
、
わ
が
国
で
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
高
齢
化
を
背
景
に
、
飼
主
に
代
わ
っ
て
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
と
の
間
で
ペ
ッ
ト
信
託
を
締
結

す
る
こ
と
を
仲
介
す
る
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る

（
127
）

。
仲
介
事
業
者
は
、
飼
主
と
の
間
で
準
委
任
契
約
な
い
し
死
後
事
務
委
任
契
約
を
締
結

一
〇
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
八
三
）

し
、
預
け
ら
れ
た
飼
育
費
用
な
ど
の
金
銭
を
維
持
・
管
理
し
な
が
ら
、
飼
主
の
死
後
ま

た
は
障
害
等
の
発
症
時
に
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
受
託
者
と
な
る
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
と

提
携
し
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
行
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本

ペ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
の
「
ペ
ッ
ト
あ
ん
し
ん
ケ
ア
制
度
」
で
は
、
飼
主
が
同
ク

ラ
ブ
に
入
会
し
会
員
登
録
す
る
と
、
ク
ラ
ブ
側
が
飼
主
に
代
わ
っ
て
信
託
会
社
と
信
託

契
約
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
飼
主
ま
た
は
同
居
の
親
族
が
、
認
知
症
の
発
症
や
長
期

的
・
終
身
の
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
、
飼
主
の
死
亡
な
ど
に
よ
り
、
所
有
す
る
ペ
ッ
ト

動
物
の
飼
養
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
登
録
し
た
動
物
病
院
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
預
け

先
と
な
り
、
信
託
会
社
が
拠
出
さ
れ
た
信
託
財
産
の
中
か
ら
定
期
的
に
一
定
額
の
飼
育

費
用
を
払
い
込
む
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る

（
128
）

。

ペ
ッ
ト
信
託
の
法
的
仕
組
み
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
通
常
の
民
事
信
託
を
す
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
目
的
信
託
を
想
定
し
て
、
飼
育
費
用
の
原
資
と
な
る
金
銭
と
と
も
に

ペ
ッ
ト
動
物
の
所
有
権
を
受
託
者
へ
移
転
す
る
場
合
も
あ
る
。
大
抵
、
受
託
者
は
、
自

ら
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
を
行
う
の
で
は
な
く
、
仲
介
業
者
を
通
じ
て
、
そ
れ
を

専
門
に
行
う
動
物
病
院
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
に
委
ね
る
と
か
、
新
し
い
飼
主
（
里
親
）

を
探
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
下
記
【
図
3
】「
実
際
行
わ
れ
て
い
る
ペ
ッ
ト
信
託
（
イ
メ
ー

ジ
図
）」
参
照
）。
仕
組
み
と
し
て
は
、
飼
育
を
引
き
受
け
る
世
話
人
が
指
定
さ
れ
て
い

【図 3】　実際行われているペット信託（イメージ図）

NPO法人
企業など

契約契約

探索・監視・監督

信託銀行
信託会社など

財産

委託者
（飼主）

財産

信託（契約／遺言）
契約・遺言の効力発生
により財産の譲受け

（仲介）

（新しい飼主）
・世話人
・里親
・動物病院など

飼養費などの支払い

信託終了時に残余財産の分配

残余財産の帰属者

相続人

×　承継せず

一
〇
五
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十
一
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二
〇
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月
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（
七
八
四
）

る
こ
と
も
あ
る
が
、
選
定
の
指
名
を
受
け
た
第
三
者
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
）
の
指
図
を
通
じ
て
世
話
人
を
選
定
し
、
信
託
銀
行
な
ど
の
受
託

者
か
ら
飼
育
費
用
そ
の
他
の
必
要
な
金
額
を
世
話
人
に
送
金
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
制
度
の
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
、
複
数
の
契
約
が

仲
介
業
者
を
中
心
に
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
専
門
の
知
識
を
有
し
な
い
飼
主
に
と
っ
て
は
、
そ
の
法
的
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
。

こ
の
ほ
か
、
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
に
つ
い
て
は
、
成
年
後
見
制
度
と
の
関
係
も
重
要
で
あ
る
。
介
護
担
当
者
が

介
護
先
の
住
ま
い
を
訪
問
し
て
、
要
介
護
者
が
飼
育
し
て
い
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
話
を
聞
く
と
か
、
有
資
格
者
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
す

る
と
い
っ
た
見
守
り
（
財
産
権
利
）
契
約
や
、
任
意
後
見
契
約
に
基
づ
き
裁
判
所
の
選
任
す
る
任
意
後
見
人
や
後
見
監
督
人
に
よ
り
ペ
ッ

ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度
と
ペ
ッ
ト
信
託
と
の
組
み
合
わ
せ
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の

内
容
は
さ
ら
に
複
雑
な
も
の
と
な
る
。

五　

今
後
の
課
題
と
展
望
│
ま
と
め
に
代
え
て

高
齢
な
ペ
ッ
ト
動
物
の
飼
主
が
亡
く
な
っ
た
後
、
残
さ
れ
た
ペ
ッ
ト
動
物
が
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
る
か
。
ペ
ッ
ト
動
物
の
飼
育
費
用

を
的
確
に
残
し
、
自
分
に
代
わ
る
新
た
な
飼
主
な
い
し
世
話
人
を
定
め
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
伝
統
的
な
法
律
観
の
も
と
で
は
、

家
族
同
然
の
ペ
ッ
ト
動
物
で
あ
る
が
、
飼
主
が
自
己
の
財
産
を
全
て
譲
与
し
た
い
と
思
っ
て
も
、
犬
や
猫
な
ど
の
ペ
ッ
ト
動
物
は
法
律
上

権
利
義
務
の
主
体
に
は
な
れ
な
い
。
い
く
ら
遺
言
で
自
分
の
財
産
を
す
べ
て
ペ
ッ
ト
に
相
続
さ
せ
る
と
書
い
て
も
、
権
利
の
客
体
に
す
ぎ

な
い
ペ
ッ
ト
動
物
に
遺
産
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
直
接
譲
与
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

従
来
、
飼
主
亡
き
後
の
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
に
つ
い
て
は
、
負
担
付
き
遺
贈
（
民
法
一
〇
〇
二
条
）
ま
た
は
死
因
贈

一
〇
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目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
八
五
）

与
（
民
法
五
五
四
条
）
が
活
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
遺
言
や
死
因
贈
与
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が

指
摘
さ
れ
て
き
た
。
遺
贈
の
場
合
、
遺
言
者
の
相
続
開
始
か
ら
遺
言
執
行
者
が
遺
産
の
確
保
・
管
理
を
開
始
す
る
ま
で
に
は
か
な
り
の
時

間
的
間
隔
が
あ
り
、
こ
の
間
、
遺
言
の
執
行
妨
害
や
相
続
人
の
非
協
力
に
よ
る
執
行
遅
延
の
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
死
因
贈
与
の
場
合

に
お
い
て
も
、
相
続
財
産
を
管
理
す
る
相
続
人
の
協
力
が
え
ら
れ
な
い
と
、
受
贈
者
に
よ
る
実
際
の
取
得
が
困
難
に
な
る
。
さ
ら
に
、
重

大
な
問
題
と
い
え
る
の
は
、
受
遺
者
・
受
贈
者
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
負
担
を
履
行
し
な
い
場
合
、
そ
の
履
行
確
保
の
手

段
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る

（
129
）

。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
相
続
の
争
い
を
避
け
、
飼
主
の
死
後
の
み
な
ら
ず
、
生
前
で
も
障
害
な
ど
の
発
症

時
に
、
信
頼
で
き
る
第
三
者
に
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
と
そ
れ
に
要
す
る
金
銭
な
ど
の
財
産
の
管
理
を
託
す
る
こ
と
が

で
き
る
法
的
仕
組
み
で
あ
る
。
近
時
、
こ
う
い
っ
た
要
求
を
み
た
す
た
め
に
、
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
と
な
ど
を
受
託
者
と
し
て
ペ
ッ
ト

信
託
に
関
す
る
契
約
を
提
携
す
る
と
こ
ろ
が
増
え
て
き
て
い
る
。
実
態
と
し
て
は
、
飼
主
に
代
わ
っ
て
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
と
の
間
で

ペ
ッ
ト
信
託
を
締
結
す
る
こ
と
を
仲
介
す
る
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仲
介
事
業
者
が
飼
主
と
の
間
で
準
委
任
契
約
な
い
し
死

後
事
務
委
任
契
約
を
締
結
し
、
預
け
ら
れ
た
飼
育
費
用
な
ど
を
管
理
し
な
が
ら
、
飼
主
の
死
後
ま
た
は
障
害
等
の
発
症
時
に
、
ペ
ッ
ト
信

託
の
受
託
者
と
な
る
信
託
銀
行
や
信
託
会
社
と
提
携
し
て
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
世
話
を
行
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
内
容
は
、
本
稿
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
複
数
の
契
約
が
仲
介
業
者
を
中
心
に
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
お
り
、
専
門
の
知
識
を
有
し

な
い
飼
主
に
と
っ
て
は
、
そ
の
法
的
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
や
飼
養
な
ど
の
世
話
を
目
的
と
し
て
ペ
ッ
ト
信
託
を
設
定
す
る
場
合
に
、
二
つ
の
基
本
形
が
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ペ
ッ
ト
信
託
の
法
的
仕
組
み
は
、
通
常
の
民
事
信
託
に
よ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
目
的
信
託
に
よ
る
場
合
も
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
つ
き
、
遺
言
信
託
ま
た
は
生
前
の
信
託
契
約
に
よ
る
か
ど
う
か
で
そ
の
内
容
に
違
い
が
あ
る
。
遺
言
に
よ
る

一
〇
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目
的
信
託
の
場
合
に
は
、
受
託
者
を
監
督
す
る
た
め
、「
信
託
管
理
人
」
を
置
き
、
ペ
ッ
ト
動
物
が
正
し
く
監
護
・
飼
養
が
さ
れ
て
い
る

か
、
預
け
ら
れ
た
金
銭
が
信
託
財
産
と
し
て
適
切
に
分
別
管
理
さ
れ
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
な
ど
の
世
話
と
い
っ
た
目
的
の
た
め

に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
監
視
・
監
督
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
、
ペ
ッ
ト
動
物
の
保
護
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
、
目
的
信
託
に
よ
る
場
合
に
は
、
受
託
者
の
要
件
（
信
託
事
務
を
適
正
に
処
理
す
る
に
足
り
る
財
産
的
基
盤
お
よ
び
人
的
構
成
を
有
す
る
者

と
し
て
政
令
で
定
め
る
以
外
の
法
人
を
受
託
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
信
託
法
附
則
三
条
。
信
託
法
二
五
九
条
）
や
存
続
期
間
（
二
〇
年
を
上
限

と
す
る
。
信
託
法
二
五
九
条
）
な
ど
の
点
で
制
約
が
多
く
、
必
ず
し
も
使
い
勝
手
が
よ
く
な
い
。
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ペ
ッ
ト

信
託
法
を
参
考
に
、
今
後
改
善
の
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
通
常
の
民
事
信
託
ま
た
は
目
的
信
託
の
い
ず
れ
で
あ
れ
、
業
と
し
て
信
託
の
引
受
け
を
行
う
場
合
に
は
、
株
式
会
社
な
ど
の
法

人
で
一
定
の
財
産
的
基
盤
を
有
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
免
許
ま
た
は
登
録
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
信
託
業
法
三
条
、
七
条
。
な
お
、
信
託

業
法
施
行
令
一
条
の
二
参
照
）。
こ
の
た
め
、
受
託
者
は
、
信
託
銀
行
な
い
し
信
託
会
社
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
信
託
業
務
に
新
規
参
入

す
る
者
に
と
っ
て
大
き
な
障
壁
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
場
合
、
通
常
の
民
事
信
託
ま
た
は
目
的
信
託

の
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
る
に
せ
よ
、
信
託
財
産
は
基
本
的
に
少
額
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
う
え
、
信
託
報
酬
も
低
額
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
受
託
者
あ
る
い
は
信
託
管
理
人
の
成
り
手
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る

（
130
）

。
弁
護
士
な
ど
の
専
門
家
は
、
目
的
信
託
に
お
け
る
信
託
管
理

人
や
通
常
の
民
事
信
託
に
お
け
る
信
託
監
督
人
と
な
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
信
託
の
シ
ス
テ
ム
自
体
を
立
ち
上
げ
て
信
託
取
引
に
参
画

す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い

（
131
）

。
ま
た
、
一
般
の
民
間
人
で
あ
っ
て
も
、
信
託
業
法
の
適
用
を
受
け
な
い
委
託
者
の
親
族
な
ど
を
受
託

者
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
最
近
で
は
、
特
定
の
信
託
受
託
を
目
的
と
す
る
一
般
的
社
団
法
人
な
ど
の
法
人
格
を
活
用
す

る
方
策
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ペ
ッ
ト
信
託
に
お
け
る
受
託
者
の
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
重
要
な
論
点
の
一

一
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目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
八
七
）

つ
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
本
稿
は
、
目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
信
託
は
、
財
産
の
帰
属
者
と
利
益
享

受
者
と
を
分
断
さ
せ
な
が
ら
「
財
産
の
安
全
地
帯
」
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
人
・
財
産
を
様
々
な
目
的
追
求
に
応
じ
た
形
に
転
換
す

る
こ
と
を
可
能
と
す
る
法
制
度
で
あ
る

（
132
）

。
現
代
の
信
託
に
お
い
て
は
、
受
託
可
能
財
産
の
範
囲
が
拡
大
し
、
信
託
目
的
も
様
々
な
も
の
が

求
め
ら
れ
て
お
り
、
信
託
の
法
律
関
係
は
益
々
多
様
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
信
託
法
理
は
、
商
事
目
的
を
中
心
と
し
た
様
々
な
形
式
の
信

託
の
発
展
に
伴
い
変
容
を
遂
げ
て
き
た
が
、
信
託
を
承
認
し
ま
た
は
信
託
の
限
界
を
画
す
る
た
め
の
理
論
と
し
て
さ
ら
な
る
発
展
が
期
待

さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
は
、
新
た
な
信
託
法
理
の
展
開
を
期
待
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、

受
益
者
の
要
否
や
信
託
管
理
人
な
ど
に
よ
る
信
託
の
履
行
確
保
の
検
討
を
通
じ
て
信
託
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
、
受
益
権
の
性
質
ひ
い
て
は

信
託
の
本
質
に
関
す
る
根
源
的
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
ペ
ッ
ト
信
託
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、

単
な
る
解
釈
論
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
根
源
的
な
問
題
の
解
明
が
併
せ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ペ
ッ
ト
信
託
を
目
的
信
託
の

一
つ
と
し
て
運
用
す
る
場
合
に
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
問
題
点
や
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
み
、
こ
れ
ら
を
解
決
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の
統
一
法
典
（U

P
C
§

2-907

、U
T
C
§

408

）
お
よ
び
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
み
る
と
き
、
わ

が
国
の
ペ
ッ
ト
信
託
が
学
ぶ
べ
き
点
は
余
り
に
も
多
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
後
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
課
題
や
問
題
に
つ
い
て
、

さ
ら
に
研
究
を
深
め
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

一
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（資料 1 ）

アメリカ各州の「ペット信託法」（Pet Trust Statutes）

 2015年 7 月現在

【表 5】　アメリカ各州の「ペット信託法」①

州　名 州　法 制定年
典　　拠

UPC
§2-907

UTC
§408

独自の
州法

1 Alabama Ala. Code§19-3B-408 2006 ●

2 Alaska Alas. Stat.§13.12.907 1996 ●

3 Arizona Ariz. Rev. Stat.§14-10408
（1995）
改正2009

●

4 Arkansas Ark. Code Ann.§28-73-408 2005 ●

5 California Cal. Prob. Code§15212 2008 ●

6 Colorado Colo. Rev. Stat.§15-11-901
1994

改正1995
●

7 Connecticut Conn. Gen. Stat.§45a-489a 2009 ●

8 Delaware Del. Code tit. 12:§3555
（2006）
改正2008

●

9
District of 
Columbia

D.C. Code.§19-1304.08 2004 ●

10 Florida Fla. Stat.§736.0408 2006 ●

11 Georgia Ga. Code Ann.§53-12-28 2010 ●

12 Hawaii Haw. Rev. Stat.§560:7-501 2005 ●

13 Idaho Ida Code§15-7-601 2005 ●

14 Illinois Ill. Comp. Stat.§760: 5/15.2 2004 ●

15 Indiana Ind. Code Ann.§30-4-2-18 2005 ●

16 Iowa Iowa Code§633.2105 1999 ●

17 Kansas Kans. Stat. Ann.§58a-408 2003 ●

18 kentucky Ken. Rev. Stat. Ann. tit. 33, Ch. 368B.4-080 2015 ●

19 Maine Me. Rev. Stat. tit. 18-B,§408 2003 ●

20 Maryland Md. Estates & Trusts Code Ann.§14-112 2009 ●

21 Massachusetts Ma. Stat. Ch. 203E,§408
（2010）
改定2012

●

22 Michigan Mich. Comp. Laws.§700.2722
（1998）
改正2009

●

23 Mississippi Miss. Code§91-8-408 2014 ●

24 Missouri Mo. Rev. Stat.§456.4-408 2004 ●

25 Montana Mont. Code Ann.§72-2-1017
（1993）
改正1995

●

26 Nebraska Neb. Rev. Stat.§30-3834 2003 ●

27 Nevada Nev. Rev. Stat. Ann.§163.0075 2001 ●

28
New 
Hampshire

N.H. Rev. Stat. Ann.§564-B:4-408 2004 ●
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目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
八
九
）

29 New Jersey N.J. Stat.§3B:11-38 2001 ●

30 New Mexico N.M. Stat. Ann.§46A-4-418
（1995）
改正2003

●

31 New York N.Y. Est. Powers & Trusts Law§7-8.1
（1996）
改正2010

●

32
North 
Carolina

N.C. Gen. Stat.§36C-4-408
（1995）
改正2005  
&2006

●

33 North Dakota N.D. Cent. Code§59-12-08 2007 ●

34 Ohio Ohio Rev. Code Ann.§5804.08 2006 ●

35 Oklahoma Okla. Stat. tit. 60,§199 2010 ●

36 Oregon Or. Rev. Stat.§130.185
（2005）
改正2005

●

37 Pennsylvania Pa. Cons. Stat. tit. 20:§7738 2006 ●

38 Rhode Island R.I. Gen. Laws.§4-23-1 2005 ●

39
South 
Carolina

S.C. Code Ann.§62-7-408 2005 ●

40 South Dakota S.D. Codifi ed Laws.§55-1-21 to-23 2006 ●

41 Tennessee Tenn. Code Ann.§35-15-408 2004 ●

42 Texas Texas Prop. Code§112.037 2005 ●

43 Utah Ut. Code. Ann.§75-2-1001
（1998）
改正2003

●

44 Vermont Vt. Stat. Ann. tit. 14A.§408
（2009）
改正2012

●

45 Virginia Va. Code. Ann.§55-544.08
（2005）
改正2006

●

46 Washington Wash. Rev. Code§11.118.005 to-110 2001 ●

47 West Virginia W. Va. Code§44D-4-408 2011 ●

48 Wisconsin Wis. Stat. Ann. tit.§701.0480
（1969,1989）

改正2013
●

49 Wyoming Wyo. Stat.§4-10-409 2003 ●

（出典）　本表は、下記の文献を参考に作成した。
・ AWNA: State Legislative and Regulatory Department Web site, “State Advocacy Issue”, Pet trust: 

Caring for a pet that outlives its owner （2014年3月現在）.
・ Animal Legal ＆ Historical Center Web site （Michigan State University College of Law）, Map of States 

with Companion Animal （Pet） Trust Laws （2015 年 7 月現在）.
・ Pet Trust Laws （as of January 2012） compiled by ASPCA Web site.
・ Barry Seltzer and Gerry Beyer, Fat Cats & Lucky Dogs （2012）, Appendix H: U.S. State Pet Statutes 
（Current as of October 2009）.

　なお、上記表中の「典拠」に示す各州の分類について、Ashley Glassman, Making Pet Trusts Instruments 
of Settlors and Not of Courts, 89 Or. L. Rev. 385, 392（2012）では、アリゾナおよびテキサスの両州は
UTC§408を根拠に置き、ジョージアおよびオレゴンの両州は UPC§2-907を根拠に置くとしている。また、
上記表で分類した独自の規定をもつ州のうち、カリフォルニア、コネティカット、デラウエア、ニュー
ジャージー、ニューヨーク、およびオクラホマの各州は、UPC§2-907に文字通り根拠を置くか、または、
それに準拠するとし、インデイアナは UTC§408に根拠を置くものとしている。他方、ロードアイランド
とヴァージニアの両州は、UPC§2-907と UTC§408の両要素が混在するとして、独自の規定をもつ州に分
類している。
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
九
〇
）

【図 4】　アメリカ各州の「ペット信託法」②

1993 

1994 

1996 

1998

2004

2005

2006 

モンタナ (‘95 rev.)

アリゾナ (‘09 rev.)

コロラド 

ノースカロライナ

(’05,’06 riv.)

アラスカ

ミシガン (‘09 rev.)

ユタ (‘03 rev.)

（12 州）

イリノイ

ハワイ

ロードアイランド

テキサス

サウスダコタ

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2010

2011

2014

2015 

（24 州＋1地区）

カンザス

メイン

ネブラスカ

ワイオミング

ミズーリー

ニューハンプシャー

テネシー (’07 rev.)

コロンビア地区

アーカンサス

サウスカロライナ

ヴァージニア (’06rev.)

オレゴン

アラバマ

フロリダ

オハイオ

ペンシルバニア

ノースダコタ

バーモント (‘12 rev.)

メリーランド

ジョージア

マサチューセッツ

ウエストヴァージニア

ミシシッピー

ケンタッキー

1969

1995 

1996

1999

2001

2005

2006

2008

2009

2010 

ウィスコンシン

(’89,’12rev.⇒UTC§408)

ニューメキシコ

(’03 rev.⇒UTC§408)

 ニューヨーク

(‘10 rev.)

アイオワ

ネバダ

ニュージャージー

ワシントン

（12 州）

アイダホ

インディアナ

デラウエア (‘08 rev.)

カリフォルニア

コネティカット

オクラホマ

UPC§907
UTC§408

Unique Statutes

（注） 　本図は、前掲（資料 1 ）【表 5 】「アメリカ各州の『ペット信託法』①」

を「典拠」の区分に従って時系列に並べたものである。
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目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
九
一
）

（
資
料
2
）
翻
訳

『
統
一
検
認
法
典
』（
一
九
九
三
年
）
第
二
章
第
九
節
第
七
条
（U

P
C
§
2-907

）

第
二
章
第
九
節
第
七
条　
「
徳
義
的
信
託；

ペ
ッ
ト
の
た
め
の
信
託
」

⒜　
﹇
徳
義
的
信
託
﹈　

本
条
⒞
項
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
ⅰ
信
託
が
、
特
定
の
合
法
的
な
非
公
益
の
目
的
、
ま
た
は
、
受
託
者

（trustee

）
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
合
法
的
な
非
公
益
の
目
的
の
た
め
に
設
定
さ
れ
、
か
つ
、
ⅱ
特
定
の
ま
た
は
明
確
に
特
定
で
き
る
指
名

さ
れ
た
受
益
者
（benefi ciary designated

）
が
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
信
託
は
、﹇
二
一
﹈
年
を
超
え
な
い
範
囲
（for 

﹇21

﹈ 

years but no longer

）
で
あ
れ
ば
、
信
託
条
項
（term

s of trust

）
が
こ
れ
よ
り
も
長
い
期
間
（a longer duration

）
を
定
め
て
い
る
か
否

か
に
拘
わ
ら
ず
、
受
託
者
に
よ
り
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒝　
﹇
ペ
ッ
ト
動
物
の
信
託
﹈　

指
定
さ
れ
た
家
庭
用
ま
た
は
ペ
ッ
ト
動
物
（a designated dom

estic or pet anim
al

）
の
世
話
（care

）

の
た
め
の
信
託
は
、
本
項
お
よ
び
⒞
項
に
従
い
、
有
効
に
設
立
さ
れ
る
。
本
信
託
は
、
対
象
と
な
る
動
物
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
時
、
終

了
す
る
。
主
た
る
証
書
（governing instrum

ent

）
は
、
そ
の
譲
渡
（transfer

）
が
本
項
に
即
し
て
行
わ
れ
、
そ
の
処
分
（disposition

）
が

単
に
譲
渡
人
の
希
望
ま
た
は
徳
義
上
の
性
質
（m

erely precatory or honorary nature

）
を
有
す
る
も
の
で
な
い
と
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、

ま
た
、
譲
渡
人
の
一
般
的
な
意
思
（gerenal intent

）
を
実
行
す
る
よ
う
に
、
積
極
的
に
（liberally

）
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
部
証
拠
（extrinsic evidence

）
は
、
譲
渡
人
の
意
思
（transferor ’s intent

）
を
判
断
す
る
際
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

⒞　
﹇
徳
義
的
信
託
お
よ
び
ペ
ッ
ト
動
物
の
信
託
に
適
用
さ
れ
る
付
加
的
規
定
﹈　

上
記
の
⒜
項
お
よ
び
⒝
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に

よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
信
託
は
、
以
下
の
規
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
九
二
）

⑴　

信
託
証
書
（trust instrum

ent

）
に
別
段
の
定
め
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
基
本
財
産
（principal

）
ま
た
は
収
益

（incom
e

）
の
一
部
を
、
受
託
者
の
使
用
、
ま
た
は
、
信
託
の
目
的
（trust ’s purposes

）
な
い
し
対
象
と
な
る
動
物
の
利
益
（benefi t

）

以
外
の
他
の
使
用
の
た
め
に
流
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

⑵　

終
了
時
に
、
受
託
者
は
、
次
の
順
序
に
従
い
、
消
費
さ
れ
て
い
な
い
信
託
財
産
（unexpended trust property

）
を
譲
渡
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

A　

信
託
証
書
に
お
け
る
指
示
、

B　

当
該
信
託
が
譲
渡
人
の
遺
言
（w

ill

）
ま
た
は
遺
言
に
対
す
る
補
足
説
明
（codicil

）
の
非
残
余
権
条
項
に
お
い
て
設
定
さ
れ

た
場
合
に
は
、
譲
渡
人
の
遺
言
に
お
け
る
残
余
権
条
項
（residuary clause

）、

C　

右
の
A
お
よ
び
B
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
取
得
者
が
い
な
い
場
合
に
は
、
第
二
章
第
七
節
第
一
一
条
（§

2-7011

）
に
定
め

る
譲
渡
人
の
相
続
人
（transferor ’s heirs
）

⑶　

残
余
権
条
項
は
、
第
二
章
第
七
節
第
七
条
（§

2-707

）
の
目
的
の
た
め
に
、
信
託
条
項
に
従
い
、
将
来
権
（future interest

）

を
設
定
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

⑷　

基
本
財
産
ま
た
は
収
益
の
意
図
さ
れ
た
使
用
は
、
信
託
証
書
に
お
い
て
そ
の
目
的
の
た
め
に
指
名
さ
れ
た
者
（individual

）、

ま
た
は
、
そ
の
よ
う
な
者
が
い
な
け
れ
ば
、
個
々
の
申
立
て
に
基
づ
き
裁
判
所
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
者
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
。

⑸　

裁
判
所
が
命
じ
る
場
合
ま
た
は
信
託
証
書
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
書
類
の
整
理
（fi ling

）、
報
告
（report

）、
登

録
（registration

）、
定
期
的
な
説
明
（period accounting

）、
基
金
の
分
別
管
理
（separate m

aintenance of funds

）、
指
名
（appoints

）、

ま
た
は
報
酬
（fee

）
は
、
受
託
者
の
信
認
関
係
（fi duciary relationship

）
の
存
在
を
理
由
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
一
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
九
三
）

⑹　

裁
判
所
は
、
譲
渡
さ
れ
た
信
託
財
産
の
額
（am

ount

）
が
意
図
さ
れ
た
使
用
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
額
を
実
質
的
に

（substantially

）
超
え
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
減
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
減
額
の
額
（am

ount of the reduction

）
は
、

本
項
⒞
の
⑵
の
規
定
に
従
い
、
消
費
さ
れ
て
い
な
い
信
託
財
産
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

⑺　

受
託
者
が
指
名
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
ま
た
は
、
指
名
さ
れ
た
受
託
者
が
信
託
事
務
を
履
行
し
な
い
か
も
し
く
は
そ
れ
が
で
き

な
い
場
合
、
裁
判
所
は
受
託
者
を
指
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
意
図
さ
れ
た
使
用
の
実
行
が
確
実
に
必
要
と
さ
れ
、
か
つ
、
後
継
の
受

託
者
が
信
託
証
書
で
指
名
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
指
名
さ
れ
た
後
継
の
受
託
者
が
信
託
事
務
の
履
行
に
同
意
せ
ず
、
ま
た
、

信
託
事
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
他
の
受
託
者
（another trustee

）
に
財
産
の
譲
渡
（transfer of 

the property

）
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
譲
渡
人
の
意
図
お
よ
び
本
条
の
目
的
を
実
行
す
る
た
め
に
、
適
切
と

思
わ
れ
る
（advisable

）
他
の
命
令
（order

）
お
よ
び
決
定
（determ

ination

）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
一
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
九
四
）

（
資
料
3
）
翻
訳

『
統
一
信
託
法
典
』（
二
〇
〇
〇
年
）
第
四
〇
八
条
・
第
四
〇
九
条
（U

TC
§
408

・§
409

）

第
四
〇
八
条
「
動
物
の
世
話
の
た
め
の
信
託
」

⒜　

信
託
は
、
委
託
者
の
生
存
中
（during the settlor ’s lifetim

e

）、
生
き
て
い
る
動
物
の
世
話
（care of an anim

al alive

）
の
た
め
に

設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
信
託
は
、
動
物
の
死
亡
（death of the anim

al

）
に
よ
り
、
ま
た
は
、
委
託
者
の
生
存
中
、
生
き
て
い

る
複
数
の
動
物
の
世
話
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
最
後
ま
で
生
存
し
た
動
物
の
死
亡
（death of the last surviving anim

al

）
に

よ
り
終
了
す
る
。

⒝　

本
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
信
託
は
、
信
託
条
項
（term

s of the trust

）
で
指
名
さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
誰
も
指
名
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
者
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
。
動
物
の
福
祉
（w

elfare

）
に
利
害
を
有
す
る
者
は
、
裁
判
所
に
対

し
、
信
託
の
実
行
を
求
め
る
任
に
あ
た
る
者
を
指
名
し
（appoint

）
ま
た
は
指
名
さ
れ
た
者
を
解
任
す
る
（rem

ove

）
こ
と
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

⒞　

本
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
信
託
の
財
産
（property of a trust

）
は
、
当
該
信
託
が
意
図
し
た
使
用
（use

）
に
の
み
用
い
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
信
託
財
産
の
価
額
（value of the trust property

）
が
意
図
さ
れ
た
使
用
に
必
要
な
額
（am

ount of required 

for the intended use

）
を
超
え
て
い
る
と
裁
判
所
が
判
断
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
信
託
条
項
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を

除
き
、
意
図
さ
れ
た
使
用
に
必
要
で
な
い
財
産
は
、
委
託
者
が
生
き
て
い
れ
ば
委
託
者
に
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
委
託
者
の
相
続
人

（successors

）
に
利
益
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
六



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
九
五
）

第
四
〇
九
条
「
特
定
で
き
る
受
益
者
が
存
在
し
な
い
非
公
益
目
的
の
信
託
」

⑴　

信
託
は
、
特
定
の
ま
た
は
明
確
に
確
定
で
き
る
受
益
者
が
い
な
い
非
公
益
の
目
的
（noncharitable purpose

）
の
た
め
に
、
も
し

く
は
、
非
公
益
で
あ
る
が
、
受
託
者
に
よ
り
選
択
さ
れ
る
有
効
な
目
的
の
た
め
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
信
託
は
、﹇
二
一
﹈

年
を
超
え
て
存
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑵　

本
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
信
託
は
、
信
託
条
項
で
指
名
さ
れ
た
者
、
ま
た
は
、
誰
も
指
名
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
裁
判
所

に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
者
に
よ
り
実
行
さ
れ
る
。

⑶　

本
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
信
託
の
財
産
は
、
当
該
信
託
が
意
図
し
た
使
用
に
の
み
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
信
託
財

産
の
価
額
が
意
図
さ
れ
た
使
用
に
必
要
な
額
を
超
え
て
い
る
と
裁
判
所
が
判
断
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
信
託
条
項
に
別
段
の

定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
意
図
さ
れ
た
使
用
に
必
要
で
な
い
財
産
は
、
委
託
者
が
生
き
て
い
れ
ば
委
託
者
に
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
委
託

者
の
相
続
人
に
利
益
を
分
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
九
六
）

（
1
） 

一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
『
二
〇
一
六
年
全
国
犬
猫
飼
育
実
態
調
査
結
果
』（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
）。

（
2
） 

総
務
省
統
計
局
『
人
口
推
計
』（
二
〇
一
七
年
六
月
現
在
）。

（
3
） 
内
閣
府
大
臣
官
房
政
策
広
報
室
『
動
物
愛
護
に
関
す
る
世
論
調
査
』（
二
〇
一
〇
年
九
月
）。

（
4
） 
一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
・
前
掲
注（
1
）調
査
結
果
よ
り
。

（
5
） 

中
央
環
境
審
議
会
動
物
愛
護
部
会
・
動
物
愛
護
管
理
の
あ
り
方
小
委
員
会
『
動
物
愛
護
管
理
の
あ
り
方
検
討
報
告
書
』（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）。

（
6
） 

環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
『
動
物
の
愛
護
と
適
切
な
管
理
』「
動
物
愛
護
管
理
法
の
改
正
」。
終
生
飼
養
と
い
う
言
葉
は
、

一
九
七
五
年
の
総
理
府
告
示
『
犬
及
び
ね
こ
の
飼
養
及
び
保
管
に
関
す
る
基
準
』（
二
〇
一
二
年
五
月
に
名
称
を
『
家
庭
動
物
等
の
飼
養
及
び
保
管

に
関
す
る
基
準
』
に
変
更
）
の
中
で
い
ち
早
く
使
わ
れ
て
い
る
。

（
7
） 

『
ア
エ
ラ
（A

E
R
A

）』
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
二
日
号
六
二
頁
「
年
2
万
匹
死
ぬ
流
通
の
闇
」（
関
連
記
事
：
二
〇
一
五
年
九
月
二
九
日
付
け

朝
日
新
聞
朝
刊
）。
ペ
ッ
ト
動
物
の
安
楽
死
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注（
125
）参
照
。

（
8
） 

環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
『
統
計
資
料
：
犬
・
猫
の
引
取
り
及
び
負
傷
動
物
の
収
容
状
況
』（
二
〇
一
三
年
）。

（
9
） 

小
林
徹
「
遺
言
信
託
の
現
状
と
課
題
」
信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
頁
以
下
、
赤
沼
康
弘
「
相
続
に
お
け
る
信
託
の
活
用
」

信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
号
四
七
頁
以
下
。
併
せ
て
、
後
掲
注（
129
）参
照
。

（
10
） 

い
く
つ
か
文
献
が
あ
る
が
、
差
し
当
た
り
、
村
松
秀
樹
ほ
か
『
概
説
信
託
法
』（
金
融
財
政
事
業
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）
三
七
七
頁
以
下
が

立
法
担
当
者
の
見
解
を
知
る
う
え
で
有
益
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
立
法
経
緯
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
後
藤
元
「
目
的
信
託
の
存
続
期
間
の
制
限

と
そ
の
根
拠
の
再
検
討
」
信
託
研
究
奨
励
金
論
集
三
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
頁
以
下
（
前
田
重
行
先
生
古
稀
記
念
『
企
業
法
・
金
融
法
の
新
潮

流
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
）、
中
村
友
之
＝
鈴
木
正
真
「
受
益
者
の
定
め
の
な
い
信
託
の
特
例
（
第
二
五
八
条
│
第
二
六
一
条
）」
新

井
誠
監
修
／
鈴
木
正
真
＝
大
串
淳
子
編
集
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
信
託
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
八
年
）
五
七
一
頁
以
下
、
八
並
廉
「
自
己
信
託

及
び
目
的
信
託
に
関
す
る
一
考
察
│
将
来
顕
在
化
し
う
る
法
の
衝
突
に
つ
い
て
の
示
唆
│
」
九
大
法
学
九
七
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
〇
九
頁
以
下
、

高
橋
賢
司
「
目
的
信
託
」
金
商
一
二
六
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
小
野
傑
＝
有
吉
尚
哉
「
新
形
態
の
信
託
│
自
己
信
託
・
事
業
の
信

託
・
目
的
信
託
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ト
ラ
ス
ト
│
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
〇
巻
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
頁
以
下
、
勝
田
信
篤
「
目
的
信
託
」
清
和
研

一
一
八



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
九
七
）

究
論
集
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
三
頁
以
下
な
ど
。
税
法
そ
の
他
の
法
律
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
中
島
孝
一
「
目
的
信
託
の
創
設
〜
そ
の
仕
組

み
と
受
託
者
課
税
」
税
理
二
〇
〇
七
年
四
月
号
三
〇
頁
以
下
、
星
田
寛
「
福
祉
型
信
託
、
目
的
信
託
の
代
替
方
法
と
の
税
制
の
比
較
検
討
」
信
託

二
三
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
四
頁
以
下
、
喜
多
綾
子
「『
受
益
者
等
が
存
し
な
い
信
託
』
の
課
税
と
受
益
者
等
の
意
義
│
目
的
信
託
を
中
心
と
し

て
│
」
立
命
館
法
学
三
一
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
〇
頁
以
下
、
中
田
裕
康
「
取
引
法
に
お
け
る
一
般
社
団
法
人
と
目
的
信
託
」
川
井
健
先
生
傘
寿

記
念
論
文
集
『
取
引
法
の
変
容
と
新
た
な
展
開
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
二
頁
以
下
な
ど
に
詳
し
い
。
比
較
法
的
な
視
点
か
ら
の
論

考
と
し
て
、
瀬
々
敦
子
「
目
的
信
託
〜
日
本
の
改
正
信
託
法
と
英
国
のC

harities A
ct

の
改
正
〜
」
国
際
商
事
法
務
三
五
巻
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）

六
〇
七
頁
以
下
、
橋
谷
聡
一
＝
小
川
清
一
朗
「
目
的
信
託
の
わ
が
国
信
託
法
へ
の
導
入
に
つ
い
て
」
明
海
大
学
不
動
産
学
部
論
集
一
四
号

（
二
〇
〇
六
年
）
三
八
頁
以
下
、
勝
田
信
篤
「
信
託
宣
言
と
目
的
信
託
に
関
す
る
調
査
・
研
究
」
信
託
研
究
奨
励
金
論
集
二
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）

二
〇
四
頁
以
下
、
渡
辺
宏
之
「
非
公
益
目
的
信
託non-charitable purpose trust

に
つ
い
て
」
新
井
誠
編
『
欧
州
信
託
法
の
基
本
原
理
』（
有
斐

閣
、
二
〇
〇
三
年
）
八
三
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
11
） 

松
村
ほ
か
・
前
掲
注（
10
）一
八
五
頁
。
目
的
信
託
に
お
け
る
受
託
者
（
信
託
法
附
則
三
条
）
は
、
政
令
に
よ
り
、
純
資
産
が
五
、〇
〇
〇
万
円

を
超
え
る
法
人
で
、
業
務
を
担
当
す
る
社
員
、
理
事
、
取
締
役
な
ど
に
犯
罪
歴
の
あ
る
者
や
暴
力
団
員
な
ど
が
い
な
い
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る

（
信
託
法
施
行
令
三
条
）。

（
12
） 

藤
瀬
裕
司
「
商
品
設
計
者
の
視
点
か
ら
」
金
法
一
七
五
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
八
頁
以
下
。
現
在
、
信
託
銀
行
等
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い

る
遺
言
信
託
の
対
象
財
産
は
、
主
に
金
銭
が
中
心
で
あ
る
。
課
税
上
の
関
係
や
運
用
上
の
問
題
か
ら
、
不
動
産
や
株
式
、
債
券
な
ど
の
財
産
は
、
遺

言
信
託
の
財
産
と
し
て
は
敬
遠
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

植
田
勝
博
「
ペ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
消
費
者
問
題
│
平
成
二
四
年
動
物
愛
護
法
改
正
と
消
費
者
問
題
│
」
現
代
消
費
者
法
二
〇
号
（
二
〇
一
三
年
）

四
四
頁
以
下
、
四
六
頁
。

（
14
） 

月
刊
『
ザ
・
フ
ァ
ク
タ
（F

A
C
T
A

）』
二
〇
一
五
年
四
月
号
五
二
頁
「
急
増
『
老
犬
介
護
ホ
ー
ム
』
の
実
態
」、
二
〇
一
五
年
三
月
六
日
付
け

読
売
新
聞
朝
刊
「
飼
主
死
後
の
ペ
ッ
ト
『
信
託
』」
な
ど
。
例
え
ば
、
株
式
会
社
日
本
ペ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
「
ペ
ッ
ト
あ
ん
し
ん
ケ
ア
制
度
」

〈
概
要
〉（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）。
動
物
愛
護
法
に
基
づ
く
老
犬
ホ
ー
ム
事
業
（
譲
受
飼
養
）
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
四
四
件
の
登
録
が
あ
る
。
こ
の
点

一
一
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
七
九
八
）

の
詳
細
は
、
本
稿
の
四
の
2
で
詳
し
く
触
れ
る
。

（
15
） 

本
稿
は
、
平
成
二
七
年
度
第
一
八
回
ペ
ッ
ト
法
学
会
・
学
術
集
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ペ
ッ
ト
の
高
齢
化
と
法
」（
平
成
二
七
年
一
一
月
一
四
日
）

に
お
け
る
報
告
原
稿
「
目
的
信
託
と
ペ
ッ
ト
動
物
の
保
護
〜
ア
メ
リ
カ
統
一
法
典
、
各
州
法
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
展
開
を
参
考
に
し
て
〜
」
に
加
筆
訂

正
し
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
小
職
の
基
調
報
告
に
続
い
て
、
岩
上
悦
子
（
日
本
大
学
医
学
部
兼
任
講
師
・
獣
医
師
）

「
ペ
ッ
ト
の
高
齢
化
と
終
末
期
医
療
」、
森
映
子
（
時
事
通
信
社
文
化
特
信
部
記
者
）「
老
犬
・
老
猫
ホ
ー
ム
の
取
材
か
ら
│
ペ
ッ
ト
の
高
齢
化
と
課

題
」、
浅
野
明
子
（
弁
護
士
）「
動
物
愛
護
法
に
お
け
る
老
犬
ホ
ー
ム
の
『
保
管
』
と
『
譲
受
飼
養
』」、
小
職
の
上
記
題
目
に
よ
る
報
告
、
お
よ
び
、

芦
野
訓
和
（
東
洋
大
学
法
学
部
教
授
）「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
テ
ィ
ア
ハ
イ
ム
（T

ierheim

）
に
つ
い
て
」
に
よ
る
報
告
も
行
わ
れ
た
。

（
16
） 

前
掲
注（
10
）で
引
用
の
各
文
献
参
照
。
本
稿
の
論
題
に
関
連
す
る
筆
者
の
先
行
研
究
と
し
て
、
長
谷
川
貞
之
「『
準
信
託
』
と
し
て
の
『
徳
義

的
信
託
（honorary trust
）』
の
わ
が
国
へ
の
導
入
可
能
性
│
人
間
以
外
の
も
の
を
受
益
者
と
す
る
信
託
設
定
を
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
│
」
信

託
法
研
究
一
六
号
（
一
九
九
二
年
）
三
三
頁
以
下
、
同
「
ア
メ
リ
カ
の
ペ
ッ
ト
法
事
情
」
法
時
七
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
〇
頁
以
下
、
同

「
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
例
に
み
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
法
的
地
位
」
比
較
法
文
化
一
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
七
一
頁
以
下
。

（
17
） 

相
続
に
お
け
る
信
託
の
活
用
場
面
に
つ
き
、
赤
沼
・
前
掲
注（
9
）四
七
頁
以
下
、
山
北
英
仁
「
遺
言
と
信
託
」
月
報
司
法
書
士
五
一
一
号

（
二
〇
一
四
年
）
三
三
頁
以
下
。

（
18
） 

信
託
監
督
人
は
、
受
益
者
が
現
に
存
在
す
る
場
合
に
置
か
れ
る
も
の
で
、
信
託
法
九
二
条
各
号
（
一
七
号
、
一
八
号
、
二
一
号
、
二
三
号
を
除

く
）
に
掲
げ
る
権
利
を
行
使
す
る
（
信
託
法
一
三
二
条
一
号
）。
こ
れ
に
対
し
、
目
的
信
託
の
場
合
に
置
か
れ
る
信
託
管
理
人
は
、
受
益
者
が
現
に

存
在
し
な
い
場
合
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
受
益
者
の
権
利
を
行
使
す
る
（
同
法
一
二
五
条
一
項
）。
こ
の
ほ
か
、
信
託
法
に
は
、
受
益
者
代

理
人
の
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
る
（
同
法
一
三
八
条
）。
こ
れ
ら
三
者
の
関
係
に
つ
き
、
佐
久
間
毅
「
信
託
管
理
人
、
信
託
監
督
人
、
受
益
者
代
理

人
に
関
す
る
諸
問
題
」
関
西
信
託
研
究
会
『
信
託
及
び
資
産
の
管
理
運
用
制
度
に
関
す
る
法
的
規
律
の
あ
り
方
』（
ト
ラ
ス
ト
六
〇
、
二
〇
一
〇
年
）

一
七
頁
以
下
。

（
19
） 

遺
言
信
託
の
仕
組
み
に
つ
き
、
小
林
徹
「
遺
言
信
託
の
現
状
と
課
題
」
信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
頁
以
下
。

（
20
） 

長
尾
忍
「
遺
言
代
用
信
託
等
を
活
用
し
た
信
託
商
品
の
最
近
の
動
き
」
信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
〇
頁
以
下
、
寺
本
恵
「
遺

一
二
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
七
九
九
）

言
代
用
信
託
を
巡
る
近
年
の
状
況
に
つ
い
て
」
信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
七
頁
以
下
。

（
21
） 

信
託
法
九
一
条
の
解
釈
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
沖
野
眞
巳
「
受
益
者
連
続
型
信
託
に
つ
い
て
│
信
託
法
九
一
条
を
め
ぐ
っ
て
│
」
信
託
法
研

究
三
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
三
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
22
） 
稲
田
明
博
「
後
継
ぎ
遺
贈
と
受
益
者
連
続
型
信
託
の
す
み
わ
け
」
田
井
義
信（
編
）『
民
法
学
の
現
在
と
近
未
来
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
二

年
）
三
五
七
頁
以
下
。

（
23
） 

寺
本
・
前
掲
注（
20
）五
八
頁
。

（
24
） 

稲
田
明
博
「
後
継
ぎ
遺
贈
の
議
論
が
も
た
ら
す
現
代
的
意
味
」
玉
川
大
学
経
済
学
部
紀
要
一
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
一
頁
以
下
。
ち
な
み
に
、

後
継
ぎ
遺
贈
型
受
益
者
連
続
信
託
で
は
、
信
託
財
産
を
そ
の
所
有
権
の
現
在
価
値
で
相
続
し
た
も
の
と
擬
制
し
て
課
税
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

（
相
続
税
法
九
条
の
三
）。

（
25
） 

三
枝
健
治
「
遺
言
信
託
に
お
け
る
遺
留
分
減
殺
請
求
」
早
稲
田
法
学
八
七
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
七
頁
以
下
。
な
お
、
後
掲
注（
123
）参
照
。

（
26
） 

四
宮
和
夫
『
信
託
法
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
一
二
七
頁
。

（
27
） 

法
務
省
「
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
第
一
〇
回
会
議
議
事
録
」（
二
〇
〇
五
年
二
月
二
五
日
）、
法
務
省
「
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
第
一
六
回

会
議
議
事
録
」（
二
〇
〇
五
年
六
月
三
日
）。

（
28
） 

目
的
信
託
の
制
定
過
程
に
つ
き
、
後
藤
・
前
掲
注（
10
）三
頁
以
下
、
中
村
＝
鈴
木
・
前
掲
注（
10
）五
七
四
頁
以
下
。

（
29
） 

寺
本
昌
広
『
逐
条
解
説
新
し
い
信
託
法
〔
補
訂
版
〕』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
八
年
）
四
四
八
│
四
四
九
頁
、
西
村
と
き
わ
法
律
事
務
所
編
『
資

産
・
債
権
の
流
動
化
・
証
券
化
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
頁
以
下
。

（
30
） 

岡
本
康
二
「
平
成
18
年
信
託
法
と
信
託
業
務
」
信
託
法
研
究
三
六
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
│
四
頁
。

（
31
） 

岡
本
・
前
掲
注（
30
）一
九
│
二
〇
頁
。

（
32
） 

中
村
＝
鈴
木
・
前
掲
注（
10
）五
八
六
頁
。
松
村
ほ
か
・
前
掲
注（
10
）三
八
〇
頁
注（
4
）は
、
存
続
期
間
経
過
後
に
、
委
託
者
と
受
託
者
が
信
託

の
存
続
を
合
意
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

（
33
） 

別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
編
集
部
『
信
託
法
改
正
要
綱
試
案
の
解
説
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
五
年
）「
信
託
法
改
正
要
綱
改
正
試
案
」
第
六
八
の
二
。

一
二
一



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
〇
〇
）

（
34
） 

別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
編
集
部
・
前
掲
注（
33
）「
補
足
説
明
」
一
七
二
頁
。

（
35
） 

中
村
＝
鈴
木
・
前
掲
注（
10
）五
八
六
頁
。

（
36
） 
法
務
省
「
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
第
二
五
回
会
議
議
事
録
」（
二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
八
日
）。

（
37
） 
村
松
ほ
か
・
前
掲
注（
10
）三
八
〇
頁
注（
4
）参
照
。

（
38
） 

中
村
＝
鈴
木
・
前
掲
注（
10
）五
八
七
頁
注（
42
）。

（
39
） 

中
島
・
前
掲
注（
10
）三
三
頁
以
下
。

（
40
） 

ア
メ
リ
カ
ペ
ッ
ト
製
品
協
会
（A

m
erican P

et P
roducts A

ssociation: A
P
P
A

）
が
公
表
す
る
『2013-2014

年
全
国
ペ
ッ
ト
所
有
者
調
査
』

（2013-2014 N
ational P

et O
w
ners S

urvey

）
に
よ
る
。
ア
メ
リ
カ
獣
医
師
会
（A

m
erican V

eterinary M
edical A

ssociation: A
V
M

A

）
が

引
用
す
る
『2012

年
ア
メ
リ
カ
ペ
ッ
ト
所
有
・
人
口
統
計
資
料
集
』（2012 U

.S
. P

et O
w
nership &

 D
em

ographics S
ourcebook

）
で
は
、
ペ
ッ

ト
動
物
の
所
有
世
帯
の
割
合
は
、
犬
に
つ
き
三
六
・
五
％
（
約
四
、三
三
四
万
世
帯
）、
猫
に
つ
き
三
〇
・
四
％
（
三
、六
一
一
万
世
帯
）
で
、
一
世
帯

あ
た
り
犬
は
平
均
一
・
六
匹
、
猫
は
平
均
二
・
一
匹
が
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
ペ
ッ
ト
動
物
の
総
数
は
、
犬
が
約
六
、九
九
二
万
匹
、
猫
が
約
七
、四
〇
五

万
匹
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。
一
世
帯
あ
た
り
の
年
間
獣
医
療
費
（
平
均
）
は
、
犬
の
場
合
三
七
八
ド
ル
（
一
匹
に
つ
き
二
二
七
ド
ル
）、
猫
の
場
合

一
九
一
ド
ル
（
一
匹
に
つ
き
九
〇
ド
ル
）
で
あ
る
。
各
世
帯
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
ペ
ッ
ト
動
物
の
大
半
は
、M

argaret C
. Jasper, P

et L
aw

 1

（2007

）
に
よ
れ
ば
、
友
人
や
知
り
合
い
、
家
族
を
通
じ
て
取
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
で
は
、
ペ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
や
ブ
リ
ー
ダ
ー
か
ら
の

購
入
、
あ
る
い
は
、
動
物
保
護
セ
ン
タ
ー
か
ら
貰
い
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
41
） K

atharine C
. G

rier, P
ets in A

m
erica: A

 H
istory 315

（2006

）; D
. K

elly W
eisberg &

 S
usan F

relich A
ppleton, M

odern 

F
am

ily L
aw

: C
ases and M

aterials 361

（3rd ed. 2006

）.

（
42
） 

ペ
ッ
ト
動
物
を
飼
育
す
る
要
因
の
分
析
に
つ
き
、A

lan B
eck &

 A
aron K

atcher, B
etw

een P
ets and P

eople: T
he Im

portance of 

A
nim

al C
om

panionship 26-29

（1996

）; T
om

ina T
oray, T

he H
um

an-A
nim

al B
ond and L

aw
s: P

roviding S
upport for G

rieving 

C
lients, 26 J. M

ental H
ealth C

ounseling 244

（2004

）; P
. E

lizabeth A
nderson, T

he P
ow

erful B
etw

een P
eople and P

ets: O
ur 

B
oundless C

onnections to C
om

panion A
nim

als, at xxi

（2008

）
な
ど
。

一
二
二



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
八
〇
一
）

（
43
） F

rances H
. F

oster, S
hould P

ets Inherit?, 63 F
lorida L

. R
ev. 801, 845

（2011

）.
（
44
） D

avid C
ongalton &

 C
harlotte A

lexander, W
hen Y

our P
et O

utlives Y
ou: P

rotecting A
nim

al C
om

panions after Y
ou D

ie 7-8.
（2002
）; S

heila B
onas et al., P

ets in the N
etw

ork of F
am

ily R
elationships: A

n E
m
pirical S

tudy, in C
om

panion A
nim

als and U
S
: 

E
xploring R

elationships B
etw

een P
eople and P

ets 209, 212

（A
nthony L

. P
odberscek et al. eds., 2000

）
な
ど
。
詳
細
は
、F

oster, 

su
pra note

（43

）, at 845-848.

（
45
） 

本
文
で
指
摘
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ペ
ッ
ト
動
物
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）﹇
法
時
七
三
巻
四
号
﹈
一
〇
頁
以

下
。
本
稿
の
論
第
に
関
連
し
て
、
同
・
前
掲
注（
16
）﹇
比
較
法
文
化
一
一
号
﹈
一
七
一
頁
以
下
。
併
せ
て
、
同
・
前
掲
注（
16
）﹇
信
託
法
研
究
一
六

号
﹈
三
三
頁
以
下
の
ほ
か
、
同
「
動
物
占
有
者
責
任
に
つ
い
て
」
判
タ
五
五
一
号
（
一
九
八
五
年
）
七
四
頁
以
下
、
同
「
住
宅
に
お
け
る
動
物
の
保

有（
上
）（
下
）」
判
タ
六
六
一
号
（
一
九
八
八
年
）
四
七
頁
以
下
、
六
六
二
号
（
一
九
八
八
年
）
三
一
頁
以
下
、
同
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
獣
医
師
の

民
事
責
任
」
獨
協
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
一
頁
以
下
、
お
よ
び
、
同
「
日
本
に
お
け
る
獣
医
療
過
誤
訴
訟
と
獣
医
師
の
民
事

責
任
」
自
由
と
正
義
六
〇
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
46
） C

ongalton &
 A

lexander, su
pra note
（44

）, at 8; G
erry W

. B
eyer, P

et A
nim

als: W
hat H

appens W
hen T

heir H
um

ans D
ie?, 40 

S
anta C

lara L
. R

ev. 617

（2000

）. 

ア
メ
リ
カ
全
体
で
は
、
毎
年
、
約
一
、五
〇
〇
万
匹
の
ペ
ッ
ト
動
物
が
飼
主
の
飼
育
放
棄
な
ど
を
理
由
に
遺
棄

さ
れ
て
い
る
。C

ongalton &
 A

lexander, su
pra note

（44

）, at 16. 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
で
は
、
二
〇
一
〇
年
度
中
に
四
一
、〇
〇
〇
匹
の
ペ
ッ
ト

動
物
が
動
物
保
護
セ
ン
タ
ー
で
最
後
を
終
え
た
が
、
こ
の
う
ち
一
三
、〇
〇
〇
匹
は
安
楽
死
（euthanasia

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。P

hyllis F
urm

an, 

A
nim

al L
overs S

et U
p P

et T
rusts to E

nsure F
urry F

riends A
re P

rovided F
or, N

Y
 D

aily N
ew

s. C
om

., M
ar.14. 2011.

（
47
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）﹇
比
較
法
文
化
一
一
号
﹈ 

一
七
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
16
）﹇
法
時
七
三
巻
四
号
﹈
一
〇
頁
以
下
。
な
お
、
併
せ
て
、

同
「〈
資
料
〉
吉
井
啓
子
『
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
け
る
動
物
の
地
位
│
動
物
保
護
法
制
に
関
す
る
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
報
告
書
│
』」
獨
協
ロ
ー
・

ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
一
〇
頁
以
下
参
照
。

（
48
） F

oster, su
pra note

（43

）, at 824 et seq.; Joan S
chaff ner and Julie F

reshtm
an

（eds.

）, L
itigating A

nim
al L

aw
 D

isputes: A
 

C
om

plete G
uide for L

aw
yers 89 et seq

（2009

）
な
ど
。

一
二
三



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
〇
二
）

（
49
） B

reahn V
okolek, A

m
erica G

ets W
hat it W

ants: P
et T

rusts and a F
uture for its C

om
panion A

nim
als, 76 U

M
K
C
 L

. R
ev. 

1109, 1121, 1126

（2008

）; Jennifer T
aylor, A

 “P
et” P

roject for S
tate L

egislatures: T
he M

ovem
ent T

ow
ard E

nforceable P
et 

T
rusts in the T

w
enty-F

irst C
entury, 13 Q

uinnipiac l. J. 419, 420

（1999

）; S
tephanie B

. C
asteel, E

state P
lanning for P

ets, 21 

P
rob. &

 P
rop. 8, 9-10

（2007

）
な
ど
。

（
50
） T

aim
ie L

. B
ryant et al.

（eds.

）, A
nim

al L
aw

 and the C
ourt: A

 R
eader 217 et seq.

（2008

）; A
bigail J. S

ykas, W
aste N

ot, 

W
ant N

ot: C
an the P

ublic P
olicy D

octrine P
rohibit the D

estruction of P
roperty by T

estam
entary D

irection?, 25 V
t. L

. R
ev. 

911

（2001

）; P
hilip Jam

ieson, T
he F

am
ily P

et; A
 lim

itation on the F
reedom

 of T
estam

entary D
isposition?, U

. T
asm

ania L
. 

R
ev. 51

（1987

）; F
rances C

arlisle, D
estruction of P

ets by W
ill P

rovision, 16 R
eal P

rop., P
rob. &

 T
r. J. 894

（1981

）
な
ど
。

（
51
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）﹇
信
託
法
研
究
一
六
号
﹈
四
八
頁
以
下
。
わ
が
国
で
は
、「
衝
平
法
上
の
権
利
を
有
す
る
受
益
者
を
欠
く
信
託
」
で
あ
り
、

目
的
信
託
（P

urpose T
rust

）
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
。
海
原
文
雄
「
確
定
的
受
益
者
に
欠
け
る
非
公
益
目
的
の
信
託
」
信
託
復
刊
七
二

号
（
一
九
六
七
年
）
二
三
頁
、
同
「
目
的
信
託
」
信
託
一
九
四
号
（
一
九
九
八
年
）
六
六
頁
、
四
宮
・
前
掲
注（
26
）一
二
二
頁
、
能
見
善
久
『
現
代

信
託
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
）
二
八
五
頁
、
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
信
託
法
ノ
ー
ト
Ｉ
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
五
頁
以
下
な
ど
。

詳
細
は
、B

eyer, su
pra note

（46

）, at 635-649: S
hidon A

fl atooni, T
he S

tatutory P
et T

rust: R
ecom

m
endations for a N

ew
 U

niform
 

L
aw

 B
ased on the P

ast T
w
enty-O

ne Y
ears, 18 A

nim
al L

. 1, 5-9

（2011

）; V
okolek, su

pra note

（49

）, at 1121-1129; P
aige 

D
ow

dakin, R
evisiting R

oxy R
ussell: H

ow
 C

urrent C
om

panion A
nim

al T
rust and C

ustody L
aw

s A
ff ect E

lderly P
et “G

uardians” 

in the E
vent of D

eath or Incapacity, 20 E
lder L

. J. 411, 427-433

（2013

）; Joseph D
. G

row
ney, T

he N
eed for an E

nforceable 

P
et T

rust S
tatute in M

issouri, 72 U
M

K
C
 L

. R
ev. 1053, 1054-1064

（2004

）
な
ど
。

（
52
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
16
）﹇
信
託
法
研
究
一
六
号
﹈
四
八
│
五
七
頁
、B

ayer, su
pra note

（46

）, at 629-635.

（
53
） 

ペ
ッ
ト
信
託
が
ペ
ッ
ト
動
物
の
世
話
を
目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
る
信
託
で
、
受
益
者
の
い
な
い
非
公
益
目
的
の
信
託
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、

S
onia S

. W
aism

an, et al., A
nim

al L
aw

: C
ase and M

aterials 563, 594-604
（5th ed. 2014

）; B
arry S

eltzer and G
erry W

. B
eyer, 

F
at C

ats &
 L

ucky D
ogs 140 

﹇A
ppendix H

: U
.S

. state pet trust statutes
﹈（2010

）; S
chaff ner and F

reshtm
an

（eds.

）, su
pra note

一
二
四



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
八
〇
三
）

（48

）, at.88 et seq.; Jesse D
ukem

inier, R
obert H

. S
itkoff , and Jam

es L
indgren, W

ills, T
rusts, and E

states 39 et seq., 585-588
（2009

）
な
ど
。
最
近
の
文
献
と
し
て
、A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 4; D
ow

dakin, su
pra note

（51

）, at 435; V
okolek, su

pra note
（49
）, at 1121

な
ど
参
照
。

（
54
） 
す
で
に
ア
メ
リ
カ
の
四
八
州
と
一
地
区
に
お
い
て
ペ
ッ
ト
信
託
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、
本
稿
の
三
で
論
じ
る
。
併
せ

て
、
本
稿
末
尾
の
（
資
料
1
）「
ア
メ
リ
カ
各
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
」
①
【
表
5
】
お
よ
び
「
同
」
②
【
図
4
】
参
照
。

（
55
） T

racy A
. C

raig, Include P
et T

rusts for C
om

prehensive E
state P

laning,34, 36-37

（2014

）; . A
shley G

lassm
an, M

aking P
ets 

T
rusts Instrum

ents of S
ettlors and N

ot of C
ourts, 89 O

r. L
. R

ev. 385, 387

（2010

）.

（
56
） B

eyer, su
pra note

（46

）, at 652.

（
57
） F

oster, su
pra note

（43
）, at 840-843; V
okolek, su

pra note

（49

）, at 1109-15, 1129; S
usan H

ankin, N
ot a L

iving R
oom

 S
ofa: 

C
hanging the L

egal S
tatus of C

om
panion anim

als, 2 R
utgers J. L

. P
ub. P

ol’y 314, 379-380

（2007

）; Jens D
avid, Is T

here 

C
oncept of the P

erson N
ecessary for H

um
an R

ights?, 105 C
olum

. L
. R

ev. 209, 220

（2005

）; E
lizabeth P

eak, F
ido S

eeks F
ull 

M
em

bership in the F
am

ily: D
ism

antling the P
roperty C

lassifi cation of C
om

panion A
nim

al by S
tatute, 25 U

. H
aw

. L
. R

ev. 481, 

517-21

（2003

）; Joanne M
. P

ye, C
hanging the A

nim
al L

egal P
aradigm

 U
sing the U

nited S
tates T

ax C
ode, 30 C

ap. U
. L

. R
ev. 

947, 948

（2002

）
な
ど
。

（
58
） 

ペ
ッ
ト
動
物
の
監
護
・
飼
養
を
目
的
と
し
た
飼
主
に
よ
る
財
産
の
贈
与
や
遺
贈
ま
た
は
信
託
の
効
力
を
め
ぐ
る
裁
判
と
し
て
、
例
え
ば
、In 

re R
enner’s E

state, S
prem

e C
ourt of P

ennsylvania, 1948. 358 P
a. 409, 57 A

.2d 836

（
愛
犬
と
オ
ウ
ム
の
飼
養
を
条
件
に
居
住
用
不
動

産
を
譲
与
す
る
旨
の
遺
言
は
飼
養
条
項
に
関
し
て
無
効
で
あ
る
）; In re S

earight’s E
state, C

ourt of A
ppeals of O

hio, N
inth D

istrict, 

W
ayne C

ounty, 1950. 87 O
hio A

pp. C
t. 417, 95 N

.E
.2d 779

（
遺
産
を
処
分
し
て
え
た
収
益
よ
り
毎
日
一
定
金
額
を
愛
犬
の
飼
養
に
あ
て
る

旨
の
遺
言
に
つ
き
、
遺
言
執
行
者
は
そ
の
遺
言
条
項
に
拘
束
さ
れ
な
い
）
な
ど
。
裁
判
例
の
分
析
に
つ
き
、B

eyer, su
pra note

（46

）, at 629-

649.

（
59
） 

本
文
の
叙
述
は
、D

ukem
inier, et al.

（eds.

）, su
pra note

（53

）, at 39 et seq.; F
oster, su

pra note

（43

）, at 801-824

の
ほ
か
、『
各

一
二
五



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
〇
四
）

国
の
相
続
法
制
に
関
す
る
調
査
研
究
業
務
報
告
書
』（
商
事
法
務
研
究
会
、
二
〇
一
四
年
）
八
三
頁
以
下
「
第
4
部
ア
メ
リ
カ
法
」（
常
岡
史
子
）、

寺
尾
美
子
「
ア
メ
リ
カ
の
遺
言
に
よ
る
相
続
制
度
と
エ
ス
テ
イ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
」
川
井
健
ほ
か
編
『
講
座
・
現
代
家
族
法
第
6
巻
遺
言
』（
日

本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
）
二
四
三
頁
以
下
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
が
引
用
す
る
文
献
を
参
考
と
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
米
国
の
相
続
法
に
関
す
る
邦
語

文
献
と
し
て
、
金
山
正
信
「
ア
メ
リ
カ
分
割
相
続
制
度
の
源
」
同
志
社
法
学
三
四
巻
四
号
（
一
九
八
二
年
）
四
八
五
頁
以
下
、
棚
村
政
行
「
ア
メ
リ

カ
相
続
法
の
最
近
の
動
向
」
季
刊
雇
用
と
年
金
一
六
巻
一
号
（
一
九
九
七
年
）
一
一
頁
以
下
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｊ
・
リ
ン
（
ト
ラ
ス
ト
60 

エ
ス
テ
イ

ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
研
究
会
訳
）『
エ
ス
テ
イ
ト
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
：
遺
産
承
継
の
法
理
と
実
務
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
六
年
）
一
七
頁
以
下
、
渋
谷

敏
「
ア
メ
リ
カ
50
州
の
無
遺
言
相
続
の
概
要
」
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
（
一
九
九
三
年
）
一
三
八
頁
以
下
、
ユ
ー
ジ
ー
ン
・
Ｍ
・
ワ
イ
ピ
ス
キ
ー
（
久
保
木

康
晴
訳
）『
ア
メ
リ
カ
の
相
続
法
：
全
50
州
の
相
続
権
と
相
続
分
』（
芦
書
房
、
一
九
八
八
年
）
一
頁
以
下
、
石
川
稔
「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
相
続

人
と
相
続
分
」
ジ
ュ
リ
六
三
〇
号
（
一
九
七
七
年
）
一
一
九
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
60
） D

ukem
inier, et al.

（ed.
）, su

pra note

（53

）, at 39.

（
61
） D

ukem
inier, et al.

（ed.

）, su
pra note

（53

）, at 39. 

併
せ
て
、L

aw
rence M

. F
riedm

an, D
ead H

ands: A
 S

ocial H
istory of W

ills, 

T
rusts, and Inheritance L

aw
 100

（2009
）
参
照
。

（
62
） G

row
ney, su

pra note

（51

）, at 1064-1072
（2004

）; D
ow

dakin, su
pra note

（51

）, at 413-417, 435-446.

（
63
） 

『
統
一
検
認
法
典
』
制
定
の
経
緯
に
つ
き
、A

m
y M

orris H
ess, et al., T

he L
aw

 of T
rusts and T

rustees: a T
reatise C

overing the 

L
aw

 R
elating to T

rusts and A
llied S

ubjects A
ff ecting T

rust C
reation and A

dm
inistration, W

ith F
orm

s, S
ection 1-46, 74-75

（3rd ed. 2007

）; L
aw

rence H
. A

verill, Jr. and M
ary F

. R
adford, U

niform
 P

robate C
ode and U

niform
 T

rust C
ode in A

 N
utshell 

1 et seq.

（6th ed. 2011

）; P
am

ela D
. F

rasch, et al., A
nim

al L
aw

 in A
 N

utshell 210 et seq.

（2011

）.

邦
文
の
資
料
と
し
て
、
松
村
孝

雄
「
ア
メ
リ
カ
統
一
検
認
法
典
の
一
九
九
〇
年
改
正
│
相
続
人
と
相
続
分
│
」
立
山
龍
彦
編
著
『
高
齢
化
社
会
の
法
的
側
面
』（
東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
九
三
年
）
三
七
頁
以
下
、
ワ
イ
ピ
ン
ス
キ
ー
・
前
掲
注（
59
）一
二
七
頁
以
下
、
ユ
ー
ジ
ン
・
Ｆ
・
ス
コ
ウ
ル
ス
（
石
川
稔
訳
解
説
）「
統
一
遺

産
管
理
法
典
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
六
七
二
号
（
一
九
七
八
年
）
九
五
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
64
） 

二
〇
〇
三
年
改
正
の
『
信
託
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
﹇
第
三
版
﹈』（R

estatem
ent

﹇T
hird

﹈of T
rust L

aw

）
で
は
四
七
条
に
相
当
す
る
。

一
二
六



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
八
〇
五
）

（
65
） U

P
C
§

2-907 cm
t. 

併
せ
て
、B

eyer, su
pra note

（46

）, at 650

参
照
。

（
66
） A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 9-11.
（
67
） W

aism
an, su

pra note

（53

）, at 596.

（
68
） F

oster, su
pra note

（43

）, at 850.

（
69
） B

eyer, su
pra note

（46

）, at 655.

（
70
） G

row
ney, su

pra note

（51

）, at 1071.

（
71
） C

hristine C
ave, T

rusts: M
onkeying A

round W
ith O

ur P
et’s F

uture; W
hy O

klahom
a S

hould A
dopt a P

et-T
rust S

tatute, 55 

O
klahom

a L
. R

ev. 627, 646

（2002

）.

（
72
） D

ow
dakin, su

pra note
（51

）, at 440.

（
73
） 

『
統
一
信
託
法
典
』
制
定
の
経
緯
に
つ
き
、H

ess, et al., su
pra note

（63

）, at 34 et seq.; A
verill, Jr. &

 R
adford, su

pra note

（63

）, 

at 1 et seq.; F
rasch, et al., su

pra note

（63

）, at 210 et seq.

工
藤
聡
一
「
ア
メ
リ
カ
信
託
法
に
お
け
る
制
定
法
化
の
進
展
」
新
井
誠
ほ
か

編
『
信
託
法
制
の
展
望
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
七
頁
以
下
、
大
塚
正
民
・
樋
口
範
雄
編
著
『
現
代
ア
メ
リ
カ
信
託
法
』（
有
信
堂
、

二
〇
〇
二
年
）
一
頁
以
下
。『
統
一
信
託
法
典
』
の
策
定
を
後
押
し
し
た
の
は
、
近
年
の
信
託
利
用
の
拡
大
で
あ
る
。

（
74
） A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 11-13.

（
75
） U

T
C
§

408 cm
t.

（2000

）. 

併
せ
て
、D

ow
dakin, su

pra note

（51

）, 441-442, 443

参
照
。

（
76
） G

row
ney, su

pra note

（51

）, at 1071.

（
77
） U

T
C
§

2-907

が
今
後
改
善
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、D

ow
dakin, su

pra note

（51

）, at 442-446

は
、
ペ
ッ
ト
信
託
の
設
定
を
よ
り
積
極
的
に

認
め
る
た
め
の
「
緩
や
か
な
解
釈
基
準
」
と
「
外
部
証
拠
」
の
採
用
を
挙
げ
、
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
規
定
の
削
除
に
つ
い
て
も

検
討
を
要
す
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
木
村
仁
「
英
米
に
お
け
る
受
託
者
免
責
条
項
の
有
効
性
」
法
時
七
八
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
〇
頁

以
下
参
照
。

（
78
） W

aism
an, et al., su

pra note

（53

）, at 594.

一
二
七



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
〇
六
）

（
79
） W

aism
an, et al., su

pra note

（53

）, at 596.
（
80
） 

前
掲
注（
42
）参
照
。

（
81
） 
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
に
関
す
る
情
報
は
、A

W
M

A
: S

tate L
egislative and R

egulatory D
epartm

ent W
eb site, “S

tate 

A
dvocacy Issue”, P

et trust: C
aring for a pet that outlives its ow

ner

（
二
〇
一
四
年
三
月
現
在
）
に
よ
る
。
ま
た
、
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
の

ペ
ッ
ト
信
託
法
に
関
す
る
情
報
は
、A

nim
al L

egal &
 H

istorical C
enter W

eb site

（M
ichigan S

tate U
niversity C

ollege of L
aw

）
に
お

け
るM

ap of S
tates w

ith C
om

panion A
nim

al

（P
et

）T
rust L

aw
s

（
二
〇
一
五
年
七
月
現
在
）
に
よ
る
。

（
82
） 

本
稿
の
末
尾
に
掲
載
の
（
資
料
1
）
①
【
表
5
】「
ア
メ
リ
カ
各
州
の
『
ペ
ッ
ト
信
託
法
』」
の
「
典
拠
」
に
示
す
分
類
に
つ
い
て
、G

lassm
an, 

su
pra note

（55

）, at 392
で
は
少
し
異
な
っ
た
内
容
の
分
類
と
な
っ
て
い
る
。
ア
リ
ゾ
ナ
州
お
よ
び
テ
キ
サ
ス
州
はU

T
C
§

408

を
根
拠
と
す
る

州
で
あ
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
お
よ
び
オ
レ
ゴ
ン
州
はU

P
C
§

2-907

を
根
拠
と
す
る
州
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
独
自
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
有

す
る
州
の
う
ち
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
、
お
よ
び
オ
ク
ラ

ホ
マ
州
は
、U

P
C
§

2-907

を
文
字
通
り
根
拠
と
す
る
州
、
も
し
く
はU

P
C
§

2-907

に
準
拠
す
る
州
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ン
デ
イ
ア

ナ
州
は
、U

T
C
§

408

を
根
拠
と
す
る
州
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
と
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
、U

P
C
§

2-907

とU
T
C

§
408

の
両
要
素
が
混
在
す
る
と
の
理
由
で
、
独
自
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
有
す
る
州
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。

（
83
） W

aism
an, et al., su

pra note

（53

）, at 596.

（
84
） W

aism
an, et al., su

pra note

（53

）, at 594.

（
85
） W

aism
an, et al., su

pra note

（53

）, at 597.

（
86
） W

aism
an, et al., su

pra note

（53

）, at 594.

（
87
） 

ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
に
関
す
る
最
新
情
報
は
、A

W
M

A
: S

tate L
egislative and R

egulatory D
epartm

ent W
eb site, 

“S
tate A

dvocacy Issue”, P
et trust: C

aring for a pet that outlives its ow
ner

（
二
〇
一
四
年
三
月
現
在
）
に
よ
る
。
ま
た
、
ケ
ン
タ
ッ

キ
ー
州
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
に
関
す
る
最
新
情
報
は
、A

nim
al L

egal &
 H

istorical C
enter W

eb site

（M
ichigan S

tate U
niversity C

ollege 

of L
aw

）
が
公
表
す
るM

ap of S
tates w

ith C
om

panion A
nim

al

（P
et

）T
rust L

aw
s

（
二
〇
一
五
年
七
月
現
在
）
に
よ
る
。

一
二
八



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
八
〇
七
）

（
88
） A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 13 et seq. 

ち
な
み
に
、W

aism
an, et al., su

pra note

（53

）, at 600 et seq.

で
は
、
本
文
に
掲
げ
た

五
項
目
の
ほ
か
、
利
害
関
係
人
の
関
与
の
程
度
、
信
託
条
項
の
解
釈
、
お
よ
び
外
部
証
拠
の
許
容
性
を
加
え
た
八
項
目
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
89
） A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 22.

（
90
） A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 32.

（
91
） G

lassm
an, su

pra note

（55

）, at 396-396.

（
92
） V

okolek, su
pra note

（49

）, at 1127.

（
93
） 

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
、
超
過
財
産
の
減
額
規
定
を
も
た
な
い
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
有
す
る
州
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
（W

is. S
tat.§

701.11

）、

二
〇
一
三
年
の
法
改
正
に
よ
りU

T
C
§

408

に
文
字
通
り
依
拠
し
た
ペ
ッ
ト
信
託
法
に
改
め
、
超
過
財
産
の
減
額
規
定
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る

（W
is. S

tat.§
701.0405

）。

（
94
） W

aism
an, et al., su

pra note
（53

）, at 590.

（
95
） A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 39-40.

（
96
） D

ukem
inier, et al., su

pra note

（53
）, at 586 &

 n.17; C
arlisle, su

pra note

（50

）, at 4.

（
97
） C

arlisle, su
pra note

（50

）, at 4.

（
98
） V

okolek, su
pra note

（49

）, at 1127.

（
99
） John C

hipm
an G

ray, T
he R

ule A
gainst P

erpetuities, “S
ection 201”, at 191

（4th ed. 1942

）.

（
100
） A

fl atooni, su
pra note

（51

）, at 48-49.

（
101
） 

木
村
仁
「
永
久
拘
束
禁
止
則
・
永
久
蓄
財
禁
止
則
と
信
託
の
変
更
│
ア
メ
リ
カ
法
を
中
心
に
│
」
信
託
研
究
奨
励
金
論
集
三
〇
号
（
二
〇
〇
九

年
）
一
〇
五
頁
以
下
。

（
102
） 

木
村
・
前
掲
注（
101
）一
〇
七
頁
、
リ
ン
・
前
掲
注（
59
）二
七
七
頁
以
下
、Joshua C

. T
ate, P

erpetual T
rusts and the S

ettlor’s 

Interest, 53 K
ansas L

. R
ev. 595, 602-603

（2005

）.

（
103
） 

こ
の
間
の
経
緯
と
展
開
に
つ
き
、T

ate, su
pra note

（102

）, at 599-605; R
bert H

. S
itkoff  and M

ax M
. S

chanzenbach, Jurisdictional 

一
二
九



日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
〇
八
）

C
om

petition for T
rust F

unds: A
n E

m
pirical A

nalysis of P
erpetuities and T

axes, 115 Y
ale L

. J. 356, 364-370

（2005

）; 

木
村
・
前

掲
注（
101
）一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。
な
お
、
英
国
に
お
け
るR

A
P

の
改
革
に
つ
き
、
木
村
仁
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『2009

年
永
久
拘
束
及
び
永
久

蓄
積
に
関
す
る
法
律
』
の
意
義
と
課
題
」
法
と
政
治
六
二
巻
一
号
﹇
Ⅱ
﹈（
二
〇
一
一
年
）
九
八
頁
以
下
。

（
104
） 
現
在
、
二
九
の
州
でU

S
R
A
P

が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
は
、F

rederick R
. S

chneider, A
 R

ule A
gainst P

erpetuities F
or the 

T
w
enty-F

irst C
entury, 41 R

eal P
rop. P

rob. &
 T

r. J. 743, 748

（2007

）.

（
105
） 

永
久
信
託
ま
た
は
永
久
信
託
に
近
い
長
期
間
の
信
託
の
形
態
は
、
州
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
多
く
の
州
は
、
受
託
者
に
信
託
財
産
の
処
分
権

限
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
条
件
にR

A
P

を
廃
止
す
る
。
こ
の
ほ
か
、R

A
P

の
永
久
拘
束
禁
止
期
間
（
待
機
静
観
期
間
を
含
む
）
を
延
長
す

る
州
、
不
動
産
に
限
定
し
てR

A
P

の
適
用
除
外
を
認
め
る
州
な
ど
が
あ
る
。
簡
単
な
概
要
の
紹
介
と
し
て
、
木
村
・
前
掲
注（
101
）一
〇
七
頁
以
下
。

（
106
） T

ate, su
p

ra note

（101
）, at 611-620 

﹇O
nline P

rom
otion of D

ynasty T
rusts

﹈,; S
cott A

ndrew
 S

hepard, A
 U

niform
 

P
erpetuities R

eform
 A

ct, 16 L
egislation and P

ublic P
olicy 89

（2013

）.

（
107
） 

法
務
省
「
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
第
一
〇
回
会
議
議
事
録
」（
二
〇
〇
五
年
二
月
二
五
日
）、
法
務
省
「
法
制
審
議
会
信
託
法
部
会
第
一
六
回

会
議
議
事
録
」（
二
〇
〇
五
年
六
月
三
日
）。

（
108
） 

後
藤
・
前
掲
注（
10
）六
頁
。

（
109
） 

平
成
一
六
年
九
月
八
日
、
法
制
審
議
会
第
一
四
三
回
総
会
に
お
い
て
、
法
務
大
臣
か
ら
信
託
法
の
見
直
し
に
関
す
る
諮
問
（
諮
問
第
七
〇
号
）

が
出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、「
現
代
社
会
に
広
く
定
着
し
つ
つ
あ
る
信
託
に
つ
い
て
、
社
会
・
経
済
情
勢
の
変
化
に
的
確
に
対
応
す
る
観
点
か
ら
、

受
託
者
の
負
う
忠
実
義
務
等
の
内
容
を
適
切
な
要
件
の
下
で
緩
和
し
、
受
益
者
が
多
数
に
上
る
信
託
に
対
応
し
た
意
思
決
定
の
ル
ー
ル
等
を
定
め
、

受
益
権
の
有
価
証
券
化
を
認
め
る
な
ど
、
信
託
法
の
現
代
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
。」、
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
諮
問
を
受
け
て
、
法
制
審
議
会
（
法
務
大
臣
の
諮
問
機
関
）
の
内
部
に
信
託
法
改
正
の
た
め
の
専
門
部
会
「
信
託
法
部
会
」
が
設
置

さ
れ
た
（
部
会
長
・
能
見
義
久
東
京
大
学
教
授
﹇
当
時
﹈）。
こ
れ
に
よ
り
、
目
的
信
託
を
含
め
た
信
託
法
の
改
正
に
関
す
る
議
論
が
信
託
法
部
会
を

中
心
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

信
託
法
部
会
に
お
け
る
審
議
で
は
、
同
部
会
の
各
委
員
に
対
し
、「
信
託
法
部
会
の
審
議
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル（
案
）」（
信
託
法
部
会
資
料
1
）
と
と
も

一
三
〇



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
八
〇
九
）

に
、『
信
託
法
制
研
究
会
報
告
書
』
が
（
信
託
法
部
会
資
料
2
）
と
し
て
事
前
に
配
布
さ
れ
て
い
る
。『
信
託
法
制
研
究
会
報
告
書
』
は
、
信
託
法
部

会
の
設
置
に
先
立
っ
て
、
大
学
教
授
な
ど
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た
「
信
託
法
制
研
究
会
」
が
平
成
一
五
年
九
月
か
ら
平
成
一
六
年
九
月
ま
で
の
期
間

に
行
っ
た
議
論
（
合
計
二
二
回
）
を
纏
め
た
成
果
物
で
あ
る
。
同
報
告
書
に
は
、
第
一
「
信
託
の
設
定
に
つ
い
て
」
か
ら
第
七
〇
「
公
益
信
託
に
つ

い
て
」
ま
で
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
（
日
付
の
記
載
は
な
い
）、
そ
れ
が
検
討
資
料
と
し
て
同
部
会
の
各
委
員
に
事
前
配
布
さ
れ
て
い
る
。
信

託
法
改
正
に
関
す
る
立
法
経
過
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
貞
之
『
担
保
権
信
託
の
法
理
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
八
頁
以
下
に
詳
し
い
。『
信
託

法
制
研
究
会
報
告
書
』
に
は
、
各
項
目
の
冒
頭
に
条
文
の
よ
う
な
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
信
託
法
制
研
究
会
に
お
け
る
大
ま
か
な

方
向
性
を
な
る
べ
く
分
か
り
や
す
く
示
す
」
た
め
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
110
） 

後
藤
・
前
掲
注（
10
）四
頁
以
下
。

（
111
） 

後
藤
・
前
掲
注（
10
）五
│
六
頁
。
な
お
、
併
せ
て
、
寺
本
・
前
掲
注（
29
）四
五
二
頁（
注
2
）参
照
。

（
112
） 

後
藤
・
前
掲
注（
10
）八
頁
。

（
113
） 

能
見
・
前
掲
注（
41
）二
八
四
頁
。

（
114
） 

後
藤
・
前
掲
注（
10
）七
頁
。

（
115
） 

後
藤
・
前
掲
注（
10
）七
頁
。

（
116
） 

後
藤
・
前
掲
注（
10
）七
頁
。

（
117
） 

樋
口
・
前
掲
注（
51
）二
七
頁
以
下
参
照
。
公
益
信
託
法
に
関
す
る
改
正
の
動
向
に
つ
き
、
鈴
木
勝
治
「
公
益
信
託
法
改
正
の
ゆ
え
│
公
益
法
人

制
度
改
革
か
ら
の
視
点
」
信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
七
頁
。

（
118
） 

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
コ
ロ
ラ
ド
州
、
デ
ラ
ウ
エ
ア
州
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
、
ア
イ
ダ
ホ
州
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
、
オ
レ
ゴ
ン
州
、
お
よ
び

ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
八
州
は
、
裁
判
所
に
よ
る
超
過
財
産
の
減
額
を
認
め
て
い
な
い
。
す
で
に
本
稿
の
三
の
3
の
⑵
エ
で
論
じ
た
。

（
119
） 

前
掲
注（
89
）で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
は
、
超
過
財
産
の
減
額
規
定
を
も
た
な
い
独
自
の
ペ
ッ
ト
信
託
法
を
有
す
る
州
で

あ
っ
た
が
、
二
〇
一
三
年
の
法
改
正
で
、U

T
C
§

408

に
文
字
通
り
依
拠
し
た
ペ
ッ
ト
信
託
法
に
改
め
、
超
過
財
産
の
減
額
規
定
を
も
つ
に
至
っ
て

い
る
（W

is. S
tat.§

701.0405

）。

一
三
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日
本
法
学　

第
八
十
一
巻
第
四
号
（
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
八
一
〇
）

（
120
） 

二
〇
一
五
年
八
月
二
六
日
付
け
読
売
新
聞
朝
刊
「
犬
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
広
が
る
／
料
金
、
飼
育
環
境
の
確
認
を
」。

（
121
） C

arlisle, su
pra note

（55

）, at 5.
（
122
） 
環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
﹇W

ebsite

﹈『
動
物
愛
護
管
理
法
』〈
概
要
〉「
第
一
種
動
物
取
扱
業
者
の
規
制
」（
規
制
を
受

け
る
業
種
）。

（
123
） 

三
枝
・
前
掲
注（
25
）三
七
頁
以
下
。
併
せ
て
、
雨
宮
諄
「
共
同
相
続
人
に
対
す
る
贈
与
・
遺
贈
と
遺
留
分
減
額
請
求
」
久
貴
忠
彦
（
編
集
代

表
）『
遺
言
と
遺
留
分
：
第
二
巻
遺
留
分
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
七
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
124
） 

環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
﹇W
ebsite

﹈『
統
計
資
料
：
動
物
取
扱
業
者
の
登
録
・
届
出
状
況
（
都
道
府
県
・
指
定
都
市
）』

（
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
現
在
）。

（
125
） 

動
物
愛
護
法
は
、
二
条
に
お
い
て
、「
何
人
も
、
動
物
を
み
だ
り
に
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
が
、
他
方
、
四
〇
条
二
項
で
は
、「
動

物
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
で
き
る
限
り
そ
の
動
物
に
苦
痛
を
与
え
な
い
方
法
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
安

楽
死
を
容
認
す
る
か
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
浅
野
明
子
『
ペ
ッ
ト
ト
ラ
ブ
ル
』（
大
成
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）

一
七
六
頁
以
下
。
判
例
に
は
、
獣
医
師
は
飼
主
が
安
楽
死
を
希
望
す
る
こ
と
を
明
確
に
表
明
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
安
楽
死
に
つ

い
て
説
明
義
務
を
負
わ
な
い
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
名
古
屋
高
判
平
成
二
一
年
二
月
二
五
日W

estlaw
 Japan 2009W

L
JP

C
A
02256007

。
な
お
、

そ
の
控
訴
審
で
あ
る
名
古
屋
高
判
平
成
二
一
年
一
一
月
一
九
日W

estlaw
 Japan 2009W

L
JP

C
A
11196003

参
照
）。

（
126
） 

老
犬
ホ
ー
ム
に
係
る
裁
判
例
と
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
二
五
年
七
月
三
日
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
九
七
号
三
四
八
頁
（
一
六
歳
の
ビ
ー
ク
ル
犬
を

老
犬
ホ
ー
ム
に
終
身
契
約
と
し
て
預
け
た
と
こ
ろ
、
一
か
月
後
に
発
病
。
終
末
期
と
の
診
断
を
受
け
、
自
宅
で
看
取
り
。
契
約
金
の
一
部
（
三
四
万

余
円
）
の
返
還
を
認
容
）。

（
127
） 

前
掲
注（
14
）・
二
〇
一
五
年
三
月
六
日
付
け
読
売
新
聞
朝
刊
「
飼
主
死
後
の
ペ
ッ
ト
『
信
託
』」。

（
128
） 

前
掲
注（
14
）・
株
式
会
社
日
本
ペ
ッ
ト
オ
ー
ナ
ー
ズ
ク
ラ
ブ
「
ペ
ッ
ト
あ
ん
し
ん
ケ
ア
制
度
」〈
概
要
〉（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
）。

（
129
） 

こ
の
ほ
か
、
遺
贈
や
死
因
贈
与
が
一
方
的
に
撤
回
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
ペ
ッ
ト
信
託
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
検
討
を
要
す
る
（
民
法

一
〇
二
二
条
、
五
五
四
条
に
よ
る
準
用
）。
判
例
は
、
贈
与
者
の
死
後
の
財
産
処
分
に
関
し
て
は
最
終
意
思
を
も
っ
て
決
す
べ
き
で
あ
る
と
理
由
で
、

一
三
二



目
的
信
託
と
し
て
の
ペ
ッ
ト
信
託
の
現
状
と
課
題
（
長
谷
川
）

（
八
一
一
）

任
意
の
取
消
し
（
撤
回
）
を
認
め
た
う
え
で
、
例
外
的
に
負
担
付
き
贈
与
な
ど
に
お
い
て
撤
回
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
最
判

昭
和
四
七
年
五
月
二
五
日
民
集
二
六
巻
四
号
八
〇
五
頁
な
ど
）。
詳
し
く
は
、
岡
林
伸
幸
「
死
因
贈
与
の
撤
回
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
三
〇
巻
一
＝

二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
五
九
頁
以
下
。

（
130
） 
藤
瀬
・
前
掲
注（
12
）二
八
頁
以
下
。

（
131
） 

大
垣
尚
司
「
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
信
託
と
は
何
か
」
信
託
フ
ォ
ー
ラ
ム
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
二
九
頁
以
下
。
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
場
合
で
も
、

信
託
銀
行
は
、
営
業
方
針
と
し
て
、
弁
護
士
ら
が
作
成
に
関
与
し
た
民
事
信
託
の
受
託
者
に
は
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
信
託
会
社
は
、

東
京
や
大
阪
な
ど
の
大
都
市
圏
に
し
か
存
在
せ
ず
、
誰
も
が
容
易
に
利
用
で
き
る
環
境
に
は
な
い
。
例
え
ば
、
最
近
の
論
考
と
し
て
、〈
特
集
〉「
民

事
信
託
と
弁
護
士
」
自
由
と
正
義
六
六
巻
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
七
頁
以
下
。

（
132
） 

長
谷
川
貞
之
「
信
託
の
特
質
・
そ
の
多
様
性
と
多
角
的
法
律
関
係
」
法
時
八
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
八
頁
以
下
（
椿
寿
夫
編
『
多
角
的

法
律
関
係
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
加
筆
訂
正
の
う
え
所
収
）。

一
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